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10.2 代替電源設備 

10.2.1 概要 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合に

おいて炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料ピット内の燃料体等

の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため，必要な

電力を確保するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

代替電源設備の系統図を第 10.2.1 図から第 10.2.10 図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備である非常用交

流電源設備が使用できる場合は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用

する。非常用交流電源設備については，「10.1 非常用電源設備」に記載する。 

 

10.2.2 設計方針 

代替電源設備のうち，重大事故等の対応に必要な電力を確保するための設備とし

て，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設

備，可搬型代替直流電源設備及び代替所内電気設備を設ける。また，重大事故等時

に重大事故等対処設備の補機駆動用の軽油を補給するための設備として，燃料補給

設備を設ける。 

 

(1) 代替交流電源設備による給電 

a. 常設代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失並びにディーゼル発電

機の故障（以下「全交流動力電源喪失」という。））した場合に，重大事故等時に

想定される事故シーケンスのうち最大負荷となる「外部電源喪失時に非常用所内

交流電源が喪失し，原子炉補機冷却機能の喪失及び RCP シール LOCA が発生する事

故」時に必要な交流負荷へ電力を供給する重大事故等対処設備として，常設代替

交流電源設備を使用する。 

常設代替交流電源設備は，代替非常用発電機，ディーゼル発電機燃料油貯油槽，

燃料タンク（SA），ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ，可搬型タンクローリー，

代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤，電路，計測制御装置等で構成し，代替非

常用発電機を全交流動力電源喪失時に中央制御室の操作にて速やかに起動し，非

常用高圧母線及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤へ接続することで電力を

供給できる設計とする。 

代替非常用発電機の燃料は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）

より可搬型タンクローリー（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ使用時を含む。）

を用いて補給できる設計とする。 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，独立性を有し，位置

的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・代替非常用発電機 

・ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

・燃料タンク（SA） 

・ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

・可搬型タンクローリー 
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・代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

 

b. 可搬型代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に，

重大事故等の対応に最低限必要な設備に電力を供給する重大事故等対処設備とし

て，可搬型代替交流電源設備を使用する。 

可搬型代替交流電源設備は，可搬型代替電源車，ディーゼル発電機燃料油貯油

槽，燃料タンク（SA），ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ，可搬型タンクローリ

ー，代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤，電路，計測制御装置等で構成し，可搬

型代替電源車は，非常用高圧母線及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤へ接

続することで電力を供給できる設計とする。 

可搬型代替電源車の燃料は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）

より可搬型タンクローリー（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ使用時を含む。）

を用いて補給できる設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，独立性を有し，位

置的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替電源車 

・ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

・燃料タンク（SA） 

・ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

・可搬型タンクローリー 

・代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

 

(2) 代替直流電源設備による給電 

a. 所内常設蓄電式直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に，

重大事故等の対応に必要な設備に直流電力を供給する重大事故等対処設備として，

所内常設蓄電式直流電源設備を使用する。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池（非常用），後備蓄電池，Ａ充電器，Ｂ

充電器，電路（Ａ直流母線及びＢ直流母線を含む。），計測制御装置等で構成し，

全交流動力電源喪失から１時間以内に中央制御室及び中央制御室に隣接する安全

系計装盤室において，全交流動力電源喪失から８時間後に，不要な負荷の切離し

を行い，蓄電池（非常用）及び後備蓄電池を組み合わせることにより全交流動力

電源喪失から 24 時間にわたり，蓄電池（非常用）及び後備蓄電池から電力を供給

できる設計とする。また，交流電源復旧後に，交流電源をＡ充電器及びＢ充電器

を経由しＡ直流母線及びＢ直流母線へ接続することで電力を供給できる設計とす

る。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・蓄電池（非常用） 

・後備蓄電池 

・Ａ充電器 

・Ｂ充電器 
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b. 可搬型代替直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失（全交流動力電源喪失及

び蓄電池（非常用）の枯渇）した場合に，重大事故等の対応に必要な設備に直流電

力を供給する重大事故等対処設備として，可搬型代替直流電源設備を使用する。 

可搬型代替直流電源設備は，可搬型直流電源用発電機，可搬型直流変換器，デ

ィーゼル発電機燃料油貯油槽，燃料タンク（SA），可搬型タンクローリー，電路

（Ａ直流母線及びＢ直流母線を含む。），計測制御装置等で構成し，可搬型直流電

源用発電機は可搬型直流変換器を経由し，Ａ直流母線又はＢ直流母線へ接続する

ことで電力を供給できる設計とする。 

可搬型直流電源用発電機の燃料は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タ

ンク（SA）より可搬型タンクローリーを用いて補給できる設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，可搬型直流電源用発電機の運転を継続することで，

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から 24 時間にわたり必要

な負荷に電力の供給を行うことができる設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，非常用直流電源設備に対して，独立性を有し，位

置的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型直流電源用発電機 

・可搬型直流変換器 

・ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

・燃料タンク（SA） 

・可搬型タンクローリー 

 

(3) 代替所内電気設備による給電 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備は，２系統の非常用母線等により構

成することにより，共通要因で機能を失うことなく，少なくとも１系統は電力供給

機能の維持及び人の接近性の確保を図る設計とする。これとは別に上記２系統の非

常用母線等の機能が喪失したことにより発生する重大事故等の対応に必要な設備に

電力を供給する重大事故等対処設備として，代替所内電気設備を使用する。 

代替所内電気設備は，代替非常用発電機，可搬型代替電源車，ディーゼル発電機

燃料油貯油槽，燃料タンク（SA），ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ，可搬型タ

ンクローリー，代替所内電気設備変圧器，代替所内電気設備分電盤，代替格納容器

スプレイポンプ変圧器盤，計測制御装置等で構成し，代替非常用発電機又は可搬型

代替電源車を代替所内電気設備変圧器，代替所内電気設備分電盤及び代替格納容器

スプレイポンプ変圧器盤に接続し電力を供給できる設計とする。 

代替非常用発電機及び可搬型代替電源車の燃料は，ディーゼル発電機燃料油貯油

槽又は燃料タンク（SA）より可搬型タンクローリー（ディーゼル発電機燃料油移送

ポンプ使用時を含む。）を用いて補給できる設計とする。 

代替所内電気設備の代替所内電気設備変圧器，代替所内電気設備分電盤及び代替

格納容器スプレイポンプ変圧器盤は，共通要因で設計基準事故対処設備の非常用所

内電気設備である２系統の非常用母線等と同時に機能を喪失しない設計とする。ま
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た，代替所内電気設備及び非常用所内電気設備は，少なくとも１系統は機能の維持

及び人の接近性の確保を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・代替非常用発電機 

・可搬型代替電源車 

・ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

・燃料タンク（SA） 

・ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

・可搬型タンクローリー 

・代替所内電気設備変圧器 

・代替所内電気設備分電盤 

・代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

 

(4) 燃料補給設備による給油 

重大事故等時に補機駆動用の軽油を補給する設備として，ディーゼル発電機燃料

油貯油槽，燃料タンク（SA），ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ，可搬型タンク

ローリー，配管・弁類及びホースを使用する。 

緊急時対策所用発電機，可搬型大型送水ポンプ車及び可搬型大容量海水送水ポン

プ車は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）から可搬型タンクロ

ーリー（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ使用時を含む。）を用いて燃料を補給

できる設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）から可搬型タンクローリー

（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ使用時を含む。）への軽油の補給は，ホース

（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ使用時は配管・弁類を含む。）を用いる設計

とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

・燃料タンク（SA） 

・ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

・可搬型タンクローリー 

本系統の流路として，配管・弁類及びホースを重大事故等対処設備として使用す

る。 
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10.2.2.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備の代替非常用発電機は，非常用交流電源設備のディーゼル

発電機と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，代替非常用発電機の冷却

方式を空冷とすることで，冷却方式が水冷であるディーゼル発電機に対して多様性

を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備の代替非常用発電機及び可搬型タンクローリーは，ディー

ゼル発電機建屋及び原子炉建屋から離れた屋外に設置又は保管することで，ディー

ゼル発電機建屋内のディーゼル発電機及びディーゼル発電機燃料油移送ポンプ並び

に周辺補機棟内のディーゼル発電機燃料油サービスタンクと共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備の代替非常用発電機を使用した代替電源系統は，代替非常

用発電機から非常用高圧母線及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤までの系統

において，独立した電路で系統構成することにより，ディーゼル発電機から非常用

高圧母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源

設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車は，非常用交流電源設備のディーゼ

ル発電機と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，可搬型代替電源車の冷

却方式を空冷とすることで，冷却方式が水冷であるディーゼル発電機に対して多様

性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車及び可搬型タンクローリーは，屋外

のディーゼル発電機建屋及び原子炉建屋から離れた場所に保管することで，ディー

ゼル発電機建屋内のディーゼル発電機及びディーゼル発電機燃料油移送ポンプ並び

に周辺補機棟内のディーゼル発電機燃料油サービスタンクと共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。また，可搬型代替交流電

源設備の可搬型代替電源車は，屋外の代替非常用発電機から離れた場所に保管する

ことで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計と

する。 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車を使用した代替電源系統は，可搬型

代替電源車から非常用高圧母線及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤までの系

統において，独立した電路で系統構成することにより，ディーゼル発電機から非常

用高圧母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代替交流電

源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車の接続箇所は，共通要因によって接

続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計

とする。 
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所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池（非常用）及び後備蓄電池は，ディーゼル

発電機建屋内のディーゼル発電機と異なる原子炉補助建屋内に設置することで，デ

ィーゼル発電機と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図

る設計とする。また，所内常設蓄電式直流電源設備の後備蓄電池は，原子炉補助建

屋内の蓄電池（非常用）と異なる区画に設置することで，蓄電池（非常用）と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池（非常用）及び後備蓄電池を使用した代替

電源系統は，蓄電池（非常用）及び後備蓄電池からＡ直流母線及びＢ直流母線まで

の系統において，独立した電路で系統構成することにより，ディーゼル発電機の交

流を直流に変換する電路を用いたＡ直流母線及びＢ直流母線までの系統に対して，

独立性を有する設計とする。また，所内常設蓄電式直流電源設備の後備蓄電池を使

用した代替電源系統は，後備蓄電池からＡ直流母線及びＢ直流母線までの系統にお

いて，独立した電路で系統構成することにより，蓄電池（非常用）からＡ直流母線

及びＢ直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電源設備は

非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。また，所内常設蓄電式直

流電源設備の後備蓄電池は蓄電池（非常用）に対して独立性を有する設計とする。 

 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機は，非常用直流電源設備に給

電するディーゼル発電機と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，可搬型

直流電源用発電機の冷却方式を空冷とすることで，冷却方式が水冷であるディーゼ

ル発電機に対して多様性を有する設計とする。また，可搬型直流変換器により交流

を直流に変換できることで，蓄電池（非常用）及び後備蓄電池に対して多様性を有

する設計とする。 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流変換器は，原子炉補助建屋内の蓄電池（非

常用）及び後備蓄電池と異なる区画に保管することで，蓄電池（非常用）及び後備

蓄電池と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計と

する。 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機及び可搬型タンクローリーは，

屋外のディーゼル発電機建屋及び原子炉建屋から離れた場所に保管することで，デ

ィーゼル発電機建屋内のディーゼル発電機及びディーゼル発電機燃料油移送ポンプ

並びに周辺補機棟内のディーゼル発電機燃料油サービスタンクと共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機及び可搬型直流変換器を使用

した代替電源系統は，可搬型直流電源用発電機からＡ直流母線及びＢ直流母線まで

の系統において，独立した電路で系統構成することにより，蓄電池（非常用）から

Ａ直流母線及びＢ直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代替直流電

源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機の接続箇所は，共通要因によ

って接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置す

る設計とする。 
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代替所内電気設備の代替所内電気設備変圧器，代替所内電気設備分電盤及び代替

格納容器スプレイポンプ変圧器盤は，原子炉補助建屋内の非常用所内電気設備であ

る２系統の非常用母線と異なる区画に設置することで，非常用所内電気設備である

２系統の非常用母線と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散

を図る設計とする。また，電源を代替非常用発電機及び可搬型代替電源車とするこ

とで，ディーゼル発電機を電源とする系統に対して多様性を有する設計とする。 

代替所内電気設備の代替所内電気設備変圧器，代替所内電気設備分電盤及び代替

格納容器スプレイポンプ変圧器盤は，独立した電路で系統構成することにより，非

常用所内電気設備である２系統の非常用母線に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内

電気設備に対して独立性を有する設計とする。 

 

燃料補給設備の可搬型タンクローリーは，ディーゼル発電機建屋内のディーゼル

発電機燃料油移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，ディーゼル発

電機建屋内のディーゼル発電機燃料油移送ポンプと共通要因によって同時に機能を

損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 
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10.2.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備の代替非常用発電機は，通常時は遮断器等により接続先の

系統から隔離し，重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備としての

系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

常設代替交流電源設備の可搬型タンクローリーは，接続先の系統と分離して保管

し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成と

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

常設代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽，燃料タンク（SA）及び

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，重大事故等時に弁操作等により重大事故等

対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

代替非常用発電機は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型タンクローリーは車輪止めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車及び可搬型タンクローリーは，接続

先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作，遮断器操作等により重

大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

可搬型代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽，燃料タンク（SA）及

びディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，重大事故等時に弁操作等により重大事故

等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

可搬型代替電源車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替電源車及び可搬型タンクローリーは車輪止めによる固定等をすること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池（非常用），Ａ充電器及びＢ充電器は，通常

時は設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成とし，重大事故等時

においても通常時と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備の後備蓄電池は，通常時は遮断器等により接続先の

系統から隔離し，重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備としての

系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機，可搬型直流変換器及び可搬

型タンクローリーは，接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操

作，遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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可搬型代替直流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽及び燃料タンク（SA）

は，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型直流電源用発電機は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

可搬型直流電源用発電機，可搬型直流変換器及び可搬型タンクローリーは車輪止

めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

代替所内電気設備の代替非常用発電機，代替所内電気設備変圧器，代替所内電気

設備分電盤及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤は，通常時は遮断器により接

続先の系統から隔離し，重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型代替電源車及び可搬型タンクローリーは，接続先の系

統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替所内電気設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽，燃料タンク（SA）及びディ

ーゼル発電機燃料油移送ポンプは，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処

設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替非常用発電機，可搬型代替電源車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

可搬型代替電源車及び可搬型タンクローリーは車輪止めによる固定等をすること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

燃料補給設備の可搬型タンクローリーは，接続先の系統と分離して保管し，重大

事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料補給設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽，燃料タンク（SA）及びディーゼ

ル発電機燃料油移送ポンプは，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型タンクローリーは車輪止めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 
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10.2.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 

 

代替非常用発電機は，想定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷，原

子炉格納容器の破損，使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中

原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な容量を有する設計とする。 

 

可搬型代替電源車は，想定される重大事故等時において，最低限必要な設備に電

力を供給できる容量を有するものを１セット１台使用する。保有数は，２セット２

台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として２台の

合計４台を保管する。 

 

蓄電池（非常用）及び後備蓄電池は，想定される重大事故等時において，１時間

以内に中央制御室及び中央制御室に隣接する安全系計装盤室において行う簡易な操

作での切離し以外の負荷切離しを行わずに８時間，その後必要な負荷以外を切り離

して16時間の合計24時間にわたり必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計

とする。 

 

可搬型直流電源用発電機及び可搬型直流変換器は，想定される重大事故等時にお

いて，必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。可搬型直流電源用

発電機は，１セット１台使用する。可搬型直流電源用発電機の保有数は，２セット

２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として２台

の合計４台を保管する。可搬型直流変換器は，１セット１台使用する。可搬型直流

変換器の保有数は，１セット１台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップ用として２台の合計３台を保管する。 

 

代替所内電気設備変圧器及び代替所内電気設備分電盤は，想定される重大事故等

時において，必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤は，想定される重大事故等時において，必

要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽は，設計基準事故対処設備と兼用しており，設計

基準事故対処設備としての容量が，想定される重大事故等時において，その機能を

発揮することが必要な重大事故等対処設備が，事故後７日間連続運転するために必

要となる燃料を供給できる容量を，燃料タンク（SA）より可搬型タンクローリーを

用いて供給する容量を考慮して有しているため，設計基準事故対処設備と同仕様で

設計する。 

 

燃料タンク（SA）は，想定される重大事故等時において，その機能を発揮するこ

とが必要な重大事故等対処設備が，事故後７日間連続運転するために必要となる燃

料を供給できる容量を，ディーゼル発電機燃料油貯油槽より可搬型タンクローリー

を用いて供給する容量を考慮して有する設計とする。 
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可搬型タンクローリーは，想定される重大事故等時において，その機能を発揮す

ることが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有するものを１セ

ット２台使用する。保有数は，１セット２台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として２台の合計４台を保管する。また，ディーゼル

発電機燃料油移送ポンプは，設計基準事故対処設備と兼用しており，設計基準事故

対処設備としての容量が，想定される重大事故等時において，その機能を発揮する

ことが必要な重大事故等対処設備に，可搬型タンクローリーにより燃料を補給でき

る容量を有しているため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 
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10.2.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

代替非常用発電機は，屋外に設置し，想定される重大事故等時における環境条件

を考慮した設計とする。 

代替非常用発電機の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室又は

設置場所で可能な設計とする。 

 

可搬型代替電源車は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時における

環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型代替電源車の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時にお

いて，設置場所で可能な設計とする。 

 

蓄電池（非常用），後備蓄電池，Ａ充電器及びＢ充電器は，原子炉補助建屋内に設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。負荷切離

し操作のうち，８時間以内に実施するものについては，中央制御室及び中央制御室

に隣接する安全系計装盤室から可能な設計とし，８時間以降に実施するものは設置

場所で可能な設計とする。 

後備蓄電池の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室又は設置場

所で可能な設計とする。 

 

可搬型直流電源用発電機は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型直流電源用発電機の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等

時において，設置場所で可能な設計とする。 

可搬型直流変換器は，原子炉補助建屋内に保管及び設置し，想定される重大事故

等時における環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型直流変換器の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時にお

いて，設置場所で可能な設計とする。 

 

代替所内電気設備変圧器及び代替所内電気設備分電盤は，原子炉補助建屋内に設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

代替所内電気設備変圧器及び代替所内電気設備分電盤の操作は，想定される重大

事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤は，原子炉補助建屋内に設置し，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽及び燃料タンク（SA）は，屋外に設置し，想定さ

れる重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽及び燃料タンク（SA）の系統構成に必要な弁の操

作は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 
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可搬型タンクローリーは，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型タンクローリーの常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時

において，設置場所で可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，重大事故等時におけるディーゼル発電機

建屋内の環境条件を考慮した設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプの操作は設置場所で可能な設計とする。 
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10.2.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

常設代替交流電源設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成

から遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

代替非常用発電機は，中央制御室及び設置場所の操作器等により操作が可能な設

計とする。系統構成に必要な遮断器等は，中央制御室又は設置場所の操作器等によ

り操作が可能な設計とする。 

 

可搬型代替交流電源設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構

成から遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

可搬型代替電源車は，付属の操作器等により，設置場所での操作が可能な設計と

する。系統構成に必要な遮断器等は，中央制御室又は設置場所の操作器等により操

作が可能な設計とする。 

可搬型代替電源車は，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能

な設計とするとともに，設置場所にて車輪止めによる固定等が可能な設計とする。 

可搬型代替電源車を接続する接続箇所については，ボルト・ネジ接続とし，一般

的に用いられる工具を用いてケーブルを確実に接続できる設計とする。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池（非常用）は，想定される重大事故等時に

おいて，通常時の系統構成として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用する設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備の後備蓄電池は，想定される重大事故等時において，

通常時の系統構成から遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

 

可搬型代替直流電源設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構

成から遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

可搬型直流電源用発電機は，付属の操作器等により，設置場所での操作が可能な

設計とする。系統構成に必要な遮断器等は，設置場所の操作器等により操作が可能

な設計とする。 

可搬型直流電源用発電機は，車両により運搬して屋外のアクセスルートを通行し

てアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて車輪止めによる固定等が可能

な設計とする。 

可搬型直流電源用発電機を接続する接続箇所については，ボルト・ネジ接続とし，

一般的に用いられる工具を用いてケーブルを確実に接続できる設計とする。 

可搬型直流変換器は，付属の操作器等により，設置場所での操作が可能な設計と

する。系統構成に必要な遮断器等は，設置場所の操作器等により操作が可能な設計

とする。 

可搬型直流変換器は，屋内のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とす

るとともに，設置場所にて車輪止めによる固定等が可能な設計とする。 

可搬型直流変換器を接続する接続箇所については，ボルト・ネジ接続とし，一般

的に用いられる工具を用いてケーブルを確実に接続できる設計とする。 
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代替所内電気設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成から

遮断器操作により速やかに切り替えられる設計とする。 

代替所内電気設備変圧器及び代替所内電気設備分電盤は，設置場所の操作器等に

より操作が可能な設計とする。 

 

燃料補給設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成から弁操

作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽及び燃料タンク（SA）は，系統構成に必要な弁を，

設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，設置場所の操作器等により，設置場所で

の操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は設置場所での手動操作が可能な設

計とする。 

可搬型タンクローリーは，付属の操作器等により，設置場所での操作が可能な設

計とし，系統構成に必要な弁は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

可搬型タンクローリーは，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス

可能な設計とするとともに，設置場所にて車輪止めによる固定等が可能な設計とす

る。 

可搬型タンクローリーを接続する接続口については，簡便な接続方法による接続

とし，ホースを確実に接続することができる設計とする。 

 

10.2.3 主要設備及び仕様 

代替電源設備の主要仕様を第 10.2.1 表に示す。 
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10.2.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替非常用発電機は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外観の

確認が可能な設計とするとともに，分解が可能な設計とする。 

 

可搬型代替電源車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能の確認が可

能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。また，可搬型代替

電源車は，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

蓄電池（非常用），後備蓄電池，Ａ充電器，Ｂ充電器及び可搬型直流変換器は，発

電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

可搬型直流電源用発電機は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能の確

認が可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。 

 

代替所内電気設備分電盤，代替所内電気設備変圧器及び代替格納容器スプレイポ

ンプ変圧器盤は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能の確認が可能な設

計とする。また，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とす

る。 

 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽及び燃料タンク（SA）は，発電用原子炉の運転中

又は停止中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転

中又は停止中に内部の確認が可能な設計とする。 

可搬型タンクローリーは，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観，機能・性能

及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設

計とする。また，可搬型タンクローリーは，車両として運転状態の確認及び外観の

確認が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・

性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

また，ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中

に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 
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第10.2.1表 代替電源設備の主要仕様 

 

(1) 常設代替交流電源設備 

a. 代替非常用発電機 

エンジン 

台  数      ２ 

使用燃料      軽油 

出  力      約 1,450kW（１台当たり） 

発電機 

台  数      ２ 

型  式      防滴保護，空気冷却自己自由通風型 

容  量      約 1,725kVA（１台当たり） 

力  率      0.8（遅れ） 

電  圧      6.6kV 

周 波 数      50Hz 

 

b. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

第 10.1.3 表 ディーゼル発電機設備の主要仕様に記載する。 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

・補機駆動用燃料設備 

 

c. 燃料タンク（SA） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・補機駆動用燃料設備 

型  式      横置円筒形 

基  数      １ 

容  量      約 55kL 

使用燃料      軽油 

 

d. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

・補機駆動用燃料設備 

型  式      歯車形 

台  数      ２ 

容  量      約 26kL/h（１台当たり） 

吐出圧力      約0.3MPa[gage] 
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e. 可搬型タンクローリー 

兼用する設備は以下のとおり。 

・補機駆動用燃料設備 

台  数      ２（予備２） 

容  量      約４kL（１台当たり） 

 

f. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

個  数      １ 

容  量      約 1,000kVA 

電  圧      6,600V/400V 

 

(2) 可搬型代替交流電源設備 

a. 可搬型代替電源車 

エンジン 

台  数      ２（予備２） 

使用燃料      軽油 

発電機 

台  数      ２（予備２） 

型  式      回転界磁形同期発電機 

容  量      約 2,200kVA（１台当たり） 

力  率      0.8（遅れ） 

電  圧      6.6kV 

周 波 数      50Hz 

 

b. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

第 10.2.1 表 代替電源設備の主要仕様「(1) b. ディーゼル発電機燃料油貯

油槽」に記載する。 

 

c. 燃料タンク（SA） 

第 10.2.1 表 代替電源設備の主要仕様「(1) c. 燃料タンク（SA）」に記載

する。 

 

d. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

第 10.2.1 表 代替電源設備の主要仕様「(1) d. ディーゼル発電機燃料油移

送ポンプ」に記載する。 

 

e. 可搬型タンクローリー 

第 10.2.1 表 代替電源設備の主要仕様「(1) e. 可搬型タンクローリー」に

記載する。 

 

f. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

第 10.2.1 表 代替電源設備の主要仕様「(1) f. 代替格納容器スプレイポン

プ変圧器盤」に記載する。 
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(3) 所内常設蓄電式直流電源設備 

a. 蓄電池（非常用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

型  式      鉛蓄電池 

組  数      ２ 

容  量   Ａ系 約 2,400Ah 

       Ｂ系 約 2,400Ah 

電  圧   Ａ系 約 130V 

       Ｂ系 約 130V 

 

b. 後備蓄電池 

型  式      鉛蓄電池 

組  数      ２ 

容  量   Ａ系 約 2,400Ah 

       Ｂ系 約 2,400Ah 

電  圧   Ａ系 約 130V 

       Ｂ系 約 130V 

 

c. Ａ充電器 

個  数      １ 

直流出力電圧    129V 

直流出力電流    約 700A 

 

d. Ｂ充電器 

個  数      １ 

直流出力電圧    129V 

直流出力電流    約 700A 

 

(4) 可搬型代替直流電源設備 

a. 可搬型直流電源用発電機 

エンジン 

台  数      ２（予備２） 

使用燃料      軽油 

発電機 

台  数      ２（予備２） 

型  式      突極回転界磁形同期発電機 

容  量      約 125kVA（１台当たり） 

力  率      0.8（遅れ） 

電  圧      200V 

周 波 数      50Hz 
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b. 可搬型直流変換器 

個  数      １（予備２） 

最大出力      30kW 

出力電圧      150V（使用電圧 125V） 

出力電流      200A 

 

c. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

第 10.2.1 表 代替電源設備の主要仕様「(1) b. ディーゼル発電機燃料油貯

油槽」に記載する。 

 

d. 燃料タンク（SA） 

第 10.2.1 表 代替電源設備の主要仕様「(1) c. 燃料タンク（SA）」に記載

する。 

 

e. 可搬型タンクローリー 

第 10.2.1 表 代替電源設備の主要仕様「(1) e. 可搬型タンクローリー」に

記載する。 

 

(5) 代替所内電気設備 

a. 代替非常用発電機 

第 10.2.1 表 代替電源設備の主要仕様「(1) a. 代替非常用発電機」に記載

する。 

 

b. 可搬型代替電源車 

第 10.2.1 表 代替電源設備の主要仕様「(2) a. 可搬型代替電源車」に記載

する。 

 

c. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

第 10.2.1 表 代替電源設備の主要仕様「(1) b. ディーゼル発電機燃料油貯

油槽」に記載する。 

 

d. 燃料タンク（SA） 

第 10.2.1 表 代替電源設備の主要仕様「(1) c. 燃料タンク（SA）」に記載

する。 

 

e. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

第 10.2.1 表 代替電源設備の主要仕様「(1) d. ディーゼル発電機燃料油移

送ポンプ」に記載する。 

 

f. 可搬型タンクローリー 

第 10.2.1 表 代替電源設備の主要仕様「(1) e. 可搬型タンクローリー」に

記載する。 
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g. 代替所内電気設備変圧器 

個  数      １ 

容  量      約 300kVA 

電  圧      6,600V/460V 

 

h. 代替所内電気設備分電盤 

個  数      １ 

電  圧      440V 

 

i. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

第 10.2.1 表 代替電源設備の主要仕様「(1) f. 代替格納容器スプレイポン

プ変圧器盤」に記載する。 

 

(6) 燃料補給設備 

a. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

第 10.2.1 表 代替電源設備の主要仕様「(1) b. ディーゼル発電機燃料油貯

油槽」に記載する。 

 

b. 燃料タンク（SA） 

第 10.2.1 表 代替電源設備の主要仕様「(1) c. 燃料タンク（SA）」に記載

する。 

 

c. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

第 10.2.1 表 代替電源設備の主要仕様「(1) d. ディーゼル発電機燃料油移

送ポンプ」に記載する。 

 

d. 可搬型タンクローリー 

第 10.2.1 表 代替電源設備の主要仕様「(1) e. 可搬型タンクローリー」に

記載する。 
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10.1 非常用電源設備 

10.1.2 重大事故等時 

10.1.2.1 非常用交流電源設備 

10.1.2.1.1 概要 

非常用交流電源設備は，想定される重大事故等時において，重大事故等対処設備

（設計基準拡張）として使用する。 

非常用交流電源設備のうちディーゼル発電機は，原子炉出力抑制（自動），原子炉

出力抑制（手動），ほう酸水注入，１次冷却系のフィードアンドブリード，蒸気発生

器２次側からの除熱，炉心注水，代替炉心注水，再循環運転，代替再循環運転，格

納容器スプレイ，代替格納容器スプレイ，余熱除去設備，低圧注入系，格納容器内

自然対流冷却，原子炉格納容器下部への注水，水素濃度制御設備，水素濃度監視設

備，アニュラス空気浄化設備による水素排出，アニュラス部の水素濃度監視，使用

済燃料ピットの監視，計測制御装置，中央制御室空調装置，可搬型照明（SA），放射

性物質の濃度低減，通信連絡設備へ電力を供給できる設計とする。 

ディーゼル発電機の燃料は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽よりディーゼル発電

機燃料油移送ポンプを用いて補給できる設計とする。 

 

10.1.2.1.2 設計方針 

非常用交流電源設備は，「1.1.10 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，

多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

 

10.1.2.1.2.1 悪影響防止 

非常用交流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構

成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用することで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

10.1.2.1.2.2 容量等 

ディーゼル発電機，ディーゼル発電機燃料油サービスタンク，ディーゼル発電機

燃料油貯油槽及びディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，設計基準事故時に使用す

る場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分であることから，設

計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

10.1.2.1.2.3 環境条件等 

ディーゼル発電機及びディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，ディーゼル発電機

建屋内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

ディーゼル発電機の操作は，中央制御室又は設置場所から可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプの操作は，設置場所から可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油サービスタンクは，周辺補機棟内に設置し，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽は，屋外に設置し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。 
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10.1.2.1.2.4 操作性の確保 

非常用交流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構

成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。ディーゼル発電機は，

中央制御室及び設置場所の操作器により操作が可能な設計とする。 

 

10.1.2.1.3 主要設備及び仕様 

非常用交流電源設備の主要仕様を第 10.1.3 表に示す。 

 

10.1.2.1.4 試験検査 

ディーゼル発電機は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外観の

確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油サービスタンクは，発電用原子炉の運転中に漏えいの有

無の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中又は停止中に内部の確

認及び弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽は，発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えいの

有無の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能

な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・

性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 
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Ａ 充 て ん ポ ン プ

Ａ 高 圧 注 入 ポ ン プ

Ａ 格 納 容 器 ス プ レ イ ポ ン プ

Ａ 電 動 補 助 給 水 ポ ン プ

Ｂ 原 子 炉 補 機 冷 却 海 水 ポ ン プ

Ａ 原 子 炉 補 機 冷 却 海 水 ポ ン プ

Ｂ 充 て ん ポ ン プ

Ｓ Ａ 用 代 替 電 源 中 継 接 続 盤 １

総 合 管 理 事 務 所

Ａ 補 助 建 屋 排 気 フ ァ ン

Ｂ 復 水 ブ ー ス タ ポ ン プ

Ｂ 復 水 ポ ン プ

Ｂ タ ー ビ ン 動 主 給 水 ポ ン プ 用

給 水 ブ ー ス タ ポ ン プ

Ｂ １ 次 冷 却 材 ポ ン プ

海 水 淡 水 化 設 備 （ 常 用 ）

予 備
Ａ 循 環 水 ポ ン プ

Ａ 復 水 ブ ー ス タ ポ ン プ

Ａ 復 水 ポ ン プ

Ａ タ ー ビ ン 動 主 給 水 ポ ン プ 用

給 水 ブ ー ス タ ポ ン プ

Ａ １ 次 冷 却 材 ポ ン プ

Ａ ２ 原 子 炉 コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

Ａ 制 御 用 空 気 圧 縮 機

予 備
Ａ ２ 加 圧 器 後 備 ヒ ー タ

Ｂ 空 調 用 冷 凍 機

予 備
Ａ タ ー ビ ン コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

予 備
予 備

Ａ 制 御 棒 駆 動 装 置 冷 却 フ ァ ン

Ｂ 格 納 容 器 再 循 環 フ ァ ン

予 備
Ｂ １ 原 子 炉 コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

格 納 容 器 水 素 イ グ ナ イ タ 変 圧 器 盤

Ｂ 軸 受 冷 却 水 ポ ン プ

Ｂ １ 加 圧 器 後 備 ヒ ー タ

Ｃ 空 調 用 冷 凍 機

予 備
Ｂ 使 用 済 燃 料 ピ ッ ト ポ ン プ

Ｂ 余 熱 除 去 ポ ン プ

予 備
Ｂ 安 全 補 機 開 閉 器 室 給 気 フ ァ ン

Ｃ 格 納 容 器 再 循 環 フ ァ ン

予 備
Ｂ ヒ ー ト ト レ ー ス 変 圧 器

Ｂ 制 御 用 空 気 圧 縮 機

予 備
Ｂ ２ 加 圧 器 後 備 ヒ ー タ

Ｄ 空 調 用 冷 凍 機

Ｂ タ ー ビ ン コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

計 装 用 後 備 定 電 圧 装 置 Ｅ

Ｂ 制 御 棒 駆 動 装 置 冷 却 フ ァ ン

Ｄ 格 納 容 器 再 循 環 フ ァ ン

予 備
Ｂ ２ 原 子 炉 コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

予 備
Ａ １ 原 子 炉 コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

Ａ ヒ ー ト ト レ ー ス 変 圧 器

Ａ １ 加 圧 器 後 備 ヒ ー タ

Ａ 空 調 用 冷 凍 機

Ａ 余 熱 除 去 ポ ン プ

予 備
Ａ 使 用 済 燃 料 ピ ッ ト ポ ン プ

Ａ 安 全 補 機 開 閉 器 室 給 気 フ ァ ン

Ａ 軸 受 冷 却 水 ポ ン プ

Ａ 格 納 容 器 再 循 環 フ ァ ン

Ａ 所 内 用 空 気 圧 縮 機

予 備
Ｂ 海 水 ブ ー ス タ ポ ン プ

Ａ 補 助 ボ イ ラ ー コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

Ａ 補 助 建 屋 給 気 フ ァ ン

Ａ 低 圧 給 水 加 熱 器 ド レ ン ポ ン プ

Ａ ２ 次 系 補 給 水 ポ ン プ

Ｃ 軸 受 冷 却 水 ポ ン プ

Ｃ ２ タ ー ビ ン コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

Ａ 給 排 水 処 理 設 備 コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

加 圧 器 制 御 ヒ ー タ

Ａ 復 水 器 真 空 ポ ン プ

予 備
Ａ 海 水 ブ ー ス タ ポ ン プ

Ａ 制 御 棒 駆 動 電 源 Ｍ‐ Ｇ セ ッ ト

Ａ 循 環 水 ポ ン プ コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

１ 次 系 雑 動 力 変 圧 器 １

予 備
予 備

Ｃ 原 子 炉 コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

復 水 脱 塩 設 備 コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

予 備
２ 次 系 雑 動 力 変 圧 器

Ｂ 制 御 棒 駆 動 電 源 Ｍ‐ Ｇ セ ッ ト

Ｂ 循 環 水 ポ ン プ コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

所 内 コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

セ メ ン ト 固 化 装 置 コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

Ｄ １ タ ー ビ ン コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

Ｄ 原 子 炉 コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

Ｃ 海 水 ブ ー ス タ ポ ン プ

Ｂ 復 水 器 真 空 ポ ン プ

出 入 管 理 建 屋

Ｂ 補 助 建 屋 給 気 フ ァ ン

格 納 容 器 雑 動 力 主 分 電 盤

Ｂ 補 助 ボ イ ラ ー コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

予 備
予 備
予 備
Ｄ ２ タ ー ビ ン コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

Ｂ 給 排 水 処 理 設 備 コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

Ｂ 低 圧 給 水 加 熱 器 ド レ ン ポ ン プ

Ｂ ２ 次 系 補 給 水 ポ ン プ

Ｂ 所 内 用 空 気 圧 縮 機

タ ー ビ ン 室 主 天 井 ク レ ー ン

油 計 量 タ ン ク ヒ ー タ

使 用 済 樹 脂 処 理 装 置 （ 将 来 設 置 ）

格 納 容 器 ポ ー ラ ク レ ー ン

タ ー ビ ン 室 補 助 天 井 ク レ ー ン

電 動 機 駆 動 消 火 ポ ン プ

予 備
循 環 水 ポ ン プ 建 屋 コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

定 検 用 コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

Ｃ 給 排 水 処 理 設 備 コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

Ｃ １ タ ー ビ ン コ ン ト ロ ー ル セ ン タ

１ 次 系 雑 動 力 変 圧 器 ２
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10.7 補機駆動用燃料設備（非常用電源設備及び補助ボイラに係るものを除く。） 

10.7.1 概要 

重大事故等に対処するために使用する可搬型又は常設設備の動作に必要な駆動燃

料を貯蔵及び補給する燃料設備としてディーゼル発電機燃料油貯油槽，燃料タンク

（SA），ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ及び可搬型タンクローリーを設ける。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽，燃料タンク（SA），ディーゼル発電機燃料油移

送ポンプ及び可搬型タンクローリーについては，「10.2 代替電源設備」に記載する。 
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関係する主要仕様については，「33 条 保安電源設備」より抜粋して添付する。 

 

第 10.1.1 表 メタルクラッド開閉装置の主要仕様（1/2） 

 

構成及び仕様 

項  目 受電盤 き電盤 計器用変圧器盤 

型 式 屋内用鋼板製単位閉鎖垂直自立型 

台 数 16 51 10 

定 格 電 圧 7.2kV 

電 気 方 式 50Hz  ３相  ３線  変圧器接地式 

電 源 引 込 方 式 バスダクト又はケーブルによる 

フ ィ ー ダ 引 出 方 式 ケーブルによる 

母 線 電 流 容 量 3,150A  2,000A  1,200A 

 

遮断器 

項  目 受電用 き電用 

型 式 真空遮断器 

台 数 16 51 

極 数 ３極 

操 作 方 式 バネ投入操作（DC125V） 

定 格 耐 電 圧 
定格雷インパルス耐電圧：60kV 

定格短時間商用周波耐電圧：22kV 

定 格 電 圧 7.2kV 

定 格 電 流 3,150A 2,000A 1,200A 

定 格 遮 断 電 流 44kA 

定 格 遮 断 時 間 ５サイクル 

引きはずし自由方式 電気的，機械的 

投 入 方 式 バネ式 
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第 10.1.3 表 ディーゼル発電機設備の主要仕様 

 

(1) エンジン 

型  式   ４サイクルたて形 16 気筒ディーゼル機関 

台  数   ２ 

出  力   約 5,600kW（１台当たり） 

回転速度   約 750min-1 

起動方式   圧縮空気起動 

起動時間   約 10 秒 

使用燃料   軽油 

 

(2) 発電機 

型  式   横置・回転界磁形・三相同期発電機 

台  数   ２ 

容  量   約 7,000kVA（１台当たり） 

力  率   0.8（遅れ） 

電  圧   6.9kV 

周 波 数   50Hz 

回転速度   約 750min-1 

 

(3) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

型  式   横置円筒形 

基  数   ４ 

容  量   約 146kL（１基当たり） 

使用燃料   軽油 

 

(4) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

台  数   ２ 

容  量   約 26kL/h（１台当たり） 
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2.14 電源設備【57 条】 

 

＜添付資料 目次＞ 

 

 

2.14 電源設備 

2.14.1 設置許可基準規則第 57 条への適合方針 

(1) 可搬型代替交流電源設備（設置許可基準規則解釈の第１項ａ）ⅰ）及びⅲ）） 

(2) 常設代替交流電源設備（設置許可基準規則解釈の第１項ａ）ⅱ）及びⅲ）） 

(3) 所内常設蓄電式直流電源設備（設置許可基準規則解釈の第１項ｂ）） 

(4) 可搬型代替直流電源設備（設置許可基準規則解釈の第１項ｃ）並びにａ）ⅰ）

及びⅲ）） 

(5) 号炉間電力融通設備（設置許可基準規則解釈の第１項ｄ）） 

(6) 代替所内電気設備（設置許可基準規則解釈の第１項ｅ）） 

(7) 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

(ⅰ) 非常用交流電源設備 

(8) 燃料補給設備 

(ⅰ) 燃料補給設備 

(9) 自主対策設備の整備 

(ⅰ) 後備変圧器 

(ⅱ) 号炉間電力融通設備 

(ⅲ) 開閉所設備 

2.14.2 重大事故等対処設備 

2.14.2.1 可搬型代替交流電源設備 

2.14.2.1.1 設備概要 

2.14.2.1.2 主要設備の仕様 

(1) 可搬型代替電源車 

(2) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

(3) 燃料タンク（SA） 

(4) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

(5) 可搬型タンクローリー 

(6) 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

2.14.2.1.3 独立性及び位置的分散の確保 

2.14.2.1.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43 条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第一号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第１項第三号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第１項第五号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項第六号） 

2.14.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43 条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第２項第一号） 
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(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第２項第三号） 

2.14.2.1.4.3 設置許可基準規則第 43 条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第３項第一号） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第３項第三号） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第３項第四号） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第３項第五号） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項第六号） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準

規則第 43 条第３項第七号） 

2.14.2.2 常設代替交流電源設備 

2.14.2.2.1 設備概要 

2.14.2.2.2 主要設備の仕様 

(1) 代替非常用発電機 

(2) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

(3) 燃料タンク（SA） 

(4) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

(5) 可搬型タンクローリー 

(6) 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

2.14.2.2.3 独立性及び位置的分散の確保 

2.14.2.2.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.2.2.4.1 設置許可基準規則第 43 条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第一号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第１項第三号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第１項第五号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項第六号） 

2.14.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43 条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第２項第一号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第２項第三号） 

2.14.2.2.4.3 設置許可基準規則第 43 条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第３項第一号） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第３項第三号） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第３項第四号） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第３項第五号） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項第六号） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準

規則第 43 条第３項第七号） 

2.14.2.3 所内常設蓄電式直流電源設備 
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2.14.2.3.1 設備概要 

2.14.2.3.2 主要設備の仕様 

(1) 蓄電池（非常用） 

(2) 後備蓄電池 

(3) Ａ充電器 

(4) Ｂ充電器 

2.14.2.3.3 独立性及び位置的分散の確保 

2.14.2.3.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.2.3.4.1 設置許可基準規則第 43 条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第一号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第１項第三号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第１項第五号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項第六号） 

2.14.2.3.4.2 設置許可基準規則第 43 条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第２項第一号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第２項第三号） 

2.14.2.4 可搬型代替直流電源設備 

2.14.2.4.1 設備概要 

2.14.2.4.2 主要設備の仕様 

(1) 可搬型直流電源用発電機 

(2) 可搬型直流変換器 

(3) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

(4) 燃料タンク（SA） 

(5) 可搬型タンクローリー 

2.14.2.4.3 独立性及び位置的分散の確保 

2.14.2.4.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.2.4.4.1 設置許可基準規則第 43 条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第一号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第１項第三号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第１項第五号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項第六号） 

2.14.2.4.4.2 設置許可基準規則第 43 条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第２項第一号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第２項第三号） 

2.14.2.4.4.3 設置許可基準規則第 43 条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第３項第一号） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 
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(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第３項第三号） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第３項第四号） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第３項第五号） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項第六号） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準

規則第 43 条第３項第七号） 

2.14.2.5 代替所内電気設備 

2.14.2.5.1 設備概要 

2.14.2.5.2 主要設備の仕様 

(1) 代替非常用発電機 

(2) 可搬型代替電源車 

(3) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

(4) 燃料タンク（SA） 

(5) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

(6) 可搬型タンクローリー 

(7) 代替所内電気設備変圧器 

(8) 代替所内電気設備分電盤 

(9) 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

2.14.2.5.3 独立性及び位置的分散の確保 

2.14.2.5.4 所内電気設備への接近性の確保 

2.14.2.5.5 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.2.5.5.1 設置許可基準規則第 43 条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第一号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第１項第三号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第１項第五号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項第六号） 

2.14.2.5.5.2 設置許可基準規則第 43 条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第２項第一号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第２項第三号） 

2.14.2.5.5.3 設置許可基準規則第 43 条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第３項第一号） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第３項第三号） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第３項第四号） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第３項第五号） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項第六号） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準

規則第 43 条第３項第七号） 

2.14.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

2.14.3.1 非常用交流電源設備 
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2.14.3.1.1 設備概要 

2.14.3.1.2 主要設備の仕様 

(1) ディーゼル発電機 

(2) ディーゼル発電機燃料油サービスタンク 

(3) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

(4) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

2.14.3.1.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.3.2 燃料補給設備 

2.14.3.2.1 設備概要 

2.14.3.2.2 主要設備の仕様 

(1) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

(2) 燃料タンク（SA） 

(3) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

(4) 可搬型タンクローリー 

2.14.3.2.3 独立性及び位置的分散の確保 

2.14.3.2.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.3.2.4.1 設置許可基準規則第 43 条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第一号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第１項第三号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第１項第五号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項第六号） 

2.14.3.2.4.2 設置許可基準規則第 43 条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第２項第一号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第２項第三号） 

2.14.3.2.4.3 設置許可基準規則第 43 条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第３項第一号） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第３項第三号） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第３項第四号） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第３項第五号） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項第六号） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準

規則第 43 条第３項第七号） 
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2.14 電源設備【57 条】 

 

【設置許可基準規則】 

（電源設備） 

第五十七条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪失したこと

により重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の

破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損

傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な設備を設けなければなら

ない。 

２ 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設置される非常用電源

設備及び前項の規定により設置される電源設備のほか、設計基準事故対処設備の

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、

原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内

燃料体の著しい損傷を防止するための常設の直流電源設備を設けなければならな

い。 

 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）代替電源設備を設けること。 

ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備すること。 

ⅱ）常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。 

ⅲ）設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図ること。 

ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに８時間、電気の供

給が可能であること。ただし、「負荷切り離しを行わずに」には、原子炉制御

室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を

含まない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24 時間

にわたり、電気の供給を行うことが可能であること。 

ｃ）24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気（直流）の供給を行

うことが可能である可搬型直流電源設備を整備すること。 

ｄ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるようにあら

かじめケーブル等を敷設し、手動で接続できること。 

ｅ）所内電気設備（モーターコントロールセンター（MCC）、パワーセンター（P/C）

及び金属閉鎖配電盤（メタクラ）（MC）等）は、代替所内電気設備を設けるこ

となどにより共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維

持及び人の接近性の確保を図ること。 
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２ 第２項に規定する「常設の直流電源設備」とは、以下に掲げる措置又はこれと

同等以上の効果を有する措置を行うための設備とする。 

ａ）更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御室又は隣接する電

気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。）を行わ

ずに８時間、その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24 時

間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うことが可能

であるもう１系統の特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設備（３系統

目）を整備すること。 
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2.14 電源設備 

2.14.1 設置許可基準規則第 57 条への適合方針 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合に

おいて炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料ピット内の燃料体等

の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため，必要な

電力を確保するために可搬型代替交流電源設備，常設代替交流電源設備，所内常設

蓄電式直流電源設備，可搬型代替直流電源設備及び代替所内電気設備を設ける設計

とする。 

 

(1) 可搬型代替交流電源設備（設置許可基準規則解釈の第１項ａ）ⅰ）及びⅲ）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失並びにディーゼル発電機

の故障（以下「全交流動力電源喪失」という。））した場合，非常用所内電気設備

及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤に電源を供給することにより，重大事故

等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料

ピット内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防

止することを目的として，可搬型代替交流電源設備を設ける。 

可搬型代替交流電源設備は，可搬型代替電源車を運転することで，非常用所内電

気設備及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤への電源供給が可能な設計とする。 

可搬型代替電源車の燃料は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）

より可搬型タンクローリー（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ使用時を含む。）

を用いて燃料を運搬し，補給可能な設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備及

びその燃料油設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

 

(2) 常設代替交流電源設備（設置許可基準規則解釈の第１項ａ）ⅱ）及びⅲ）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合，非常

用所内電気設備及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤に電源を供給することに

より，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破

損，使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の

著しい損傷を防止することを目的として，常設代替交流電源設備を設ける。 

常設代替交流電源設備は，代替非常用発電機を全交流動力電源喪失時に中央制御

室の操作にて速やかに起動し，非常用所内電気設備の非常用高圧母線を操作するこ

とで，非常用所内電気設備及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤に電源供給す

る設計とする。また，代替非常用発電機の燃料は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽

又は燃料タンク（SA）より可搬型タンクローリー（ディーゼル発電機燃料油移送ポ

ンプ使用時を含む。）を用いて燃料を運搬し，補給可能な設計とする。 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備及び

その燃料油設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 
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(3) 所内常設蓄電式直流電源設備（設置許可基準規則解釈の第１項ｂ）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合，直流

電源が必要な設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場合におい

て炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料ピット内の燃料体等の著

しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として，

所内常設蓄電式直流電源設備を設ける。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，全交流動力電源喪失直後に蓄電池（非常用）か

ら設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に電源供給を行い，全交流動力電

源喪失から１時間以内に中央制御室及び中央制御室に隣接する安全系計装盤室にお

いて，全交流動力電源喪失から８時間後に，不要な負荷の切離しを行い，蓄電池（非

常用）及び後備蓄電池を組み合わせることにより全交流動力電源喪失から 24 時間必

要な負荷に電源供給することを可能な設計とする。 

なお，所内常設蓄電式直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流

電源設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

 

(4) 可搬型代替直流電源設備（設置許可基準規則解釈の第１項ｃ）並びにａ）ⅰ）

及びⅲ）） 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失（全交流動力電源喪失及び

蓄電池（非常用）の枯渇）した場合，直流電源が必要な設備に電源を供給すること

により，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の

破損，使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体

の著しい損傷を防止することを目的として，可搬型代替直流電源設備を設ける。 

可搬型代替直流電源設備は，可搬型直流電源用発電機を運転し，可搬型直流変換

器を経由して，Ａ直流母線又はＢ直流母線へ接続することにより，24 時間以上必要

な負荷に電源供給することを可能な設計とする。 

可搬型直流電源用発電機の燃料は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タン

ク（SA）より可搬型タンクローリーを用いて燃料を運搬し，補給可能な設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備並

びにＡ充電器及びＢ充電器に電源を供給する非常用交流電源設備及びその燃料油設

備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

 

(5) 号炉間電力融通設備（設置許可基準規則解釈の第１項ｄ）） 

号炉間電力融通設備については，単独号炉申請であるため，自主対策設備として

設ける設計とする。 
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(6) 代替所内電気設備（設置許可基準規則解釈の第１項ｅ）） 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が喪失した場合，代替非常用発電機

又は可搬型代替電源車から必要な設備に電源を供給することにより，重大事故等が

発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料ピッ

ト内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止す

ることを目的として，代替所内電気設備を設ける。 

代替所内電気設備は，代替非常用発電機を起動又は可搬型代替電源車を運転し，

代替所内電気設備変圧器，代替所内電気設備分電盤及び代替格納容器スプレイポン

プ変圧器盤により，設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備と，重大事故

等が発生した場合において，共通要因である地震，津波，火災及び溢水により，同

時に機能喪失せず，また，非常用所内電気設備を含めて少なくとも１系統は人の接

近性を確保する設計とする。 

 

(7) 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時においてその機能を考慮す

るため，以下の設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

(ⅰ) 非常用交流電源設備 

外部電源が喪失した場合，非常用所内電気設備に電源を供給することにより，

重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，

使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著

しい損傷を防止することを目的として，非常用交流電源設備を設ける設計とする。 

 

(8) 燃料補給設備 

重大事故等発生時に重大事故等対処設備の補機駆動用に軽油を補給するために，

以下を整備する。 

 

(ⅰ) 燃料補給設備 

燃料補給設備は，重大事故等発生時に重大事故等対処設備で使用する軽油が，

枯渇をすることを防止するため，補機駆動用の軽油を補給することを目的として

使用する。 
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(9) 自主対策設備の整備 

電源設備の自主対策設備として，以下を整備する。 

 

(ⅰ) 後備変圧器 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合，66kV

送電線から非常用所内電気設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生

した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料ピット

内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止す

るために，後備変圧器を設ける。 

後備変圧器は，66kV 送電線から受電し，非常用所内電気設備の非常用高圧母線

を操作することで，非常用所内電気設備に電源供給する設計とする。 

 

(ⅱ) 号炉間電力融通設備 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合，１

号又は２号炉から号炉間連絡ケーブル又は号炉間連絡予備ケーブルに電源を供給

することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉

格納容器の破損，使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原

子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために，号炉間電力融通設備を設ける。 

号炉間電力融通設備は，号炉間連絡ケーブルを接続し，３号炉の非常用所内電

気設備である非常用高圧母線及び１号又は２号炉の非常用所内電気設備である非

常用高圧母線に遮断器の手動操作で接続することで，３号炉の非常用所内電気設

備に電源供給し，また，号炉間連絡予備ケーブルを敷設し，３号炉の非常用所内

電気設備である非常用高圧母線及び１号又は２号炉の非常用所内電気設備である

非常用高圧母線に手動で接続後，遮断器の手動操作で接続することで，３号炉の

非常用所内電気設備に電源供給する設計とする。 

 

(ⅲ) 開閉所設備 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合，１

号又は２号炉から開閉所設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生し

た場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料ピット内

の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止する

ために，開閉所設備を設ける。 

開閉所設備は，開閉所設備を３号炉の非常用所内電気設備である非常用高圧母

線及び１号又は２号炉の非常用所内電気設備である非常用高圧母線に遮断器の手

動操作で接続することで，３号炉の非常用所内電気設備に電源供給する設計とす

る。 
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2.14.2 重大事故等対処設備 

2.14.2.1 可搬型代替交流電源設備 

2.14.2.1.1 設備概要 

可搬型代替交流電源設備は，全交流動力電源喪失した場合，非常用所内電気設備

及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤に電源を供給することにより，重大事故

等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料

ピット内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防

止することを目的として設置するものである。 

可搬型代替交流電源設備の電気系統は，ディーゼルエンジン及び発電機を搭載し

た「可搬型代替電源車」，可搬型代替電源車を接続する「Ａ－可搬型代替電源接続盤」

及び「Ｂ－可搬型代替電源接続盤」並びに電源供給先である「非常用高圧母線（6-

A）」，「非常用高圧母線（6-B）」及び「代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤」で

構成する。 

可搬型代替交流電源設備の燃料油設備は，燃料を保管する「ディーゼル発電機燃

料油貯油槽」及び「燃料タンク（SA）」，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タ

ンク（SA）から可搬型代替電源車まで燃料を運搬する「可搬型タンクローリー」及

び「ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ」で構成する。 

可搬型代替交流電源設備は，可搬型代替電源車を非常用高圧母線（6-A），非常用

高圧母線（6-B）及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤に接続することで電力を

供給できる設計とする。 

本系統の概要図を図 2.14.1～5 に，本系統に関する重大事故等対処設備一覧を表

2.14.1 に示す。 

本系統は，可搬型代替電源車を所定の接続先（Ａ－可搬型代替電源接続盤又はＢ

－可搬型代替電源接続盤）に接続し，可搬型代替電源車の操作器により起動し，非

常用高圧母線（6-A），非常用高圧母線（6-B）及び代替格納容器スプレイポンプ変圧

器盤に接続することで電力を供給できる設計とする。 

可搬型代替電源車は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）より

可搬型タンクローリー（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ使用時を含む。）を用

いて燃料を可搬型代替電源車に補給することで可搬型代替電源車の運転を継続する。

また，可搬型タンクローリーは，可搬型代替電源車だけでなく，代替非常用発電機，

可搬型直流電源用発電機及び緊急時対策所用発電機並びに可搬型大型送水ポンプ車

及び可搬型大容量海水送水ポンプ車に対しても燃料補給を行う。 

可搬型代替交流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的分散

については，2.14.2.1.3 項に詳細を示す。 
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なお，緊急時対策所用発電機については，「2.18 緊急時対策所の居住性等に関す

る設備（設置許可基準規則第 61 条に対する方針を示す章）」で，可搬型大型送水ポ

ンプ車については，「2.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備（設置許可基準規則第 47 条に対する方針を示す章）」，「2.5 最

終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備（設置許可基準規則第 48 条に対する方針

を示す章）」，「2.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備（設置許可基準規則第

49 条に対する方針を示す章）」，「2.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するため

の設備（設置許可基準規則第 50 条に対する方針を示す章）」，「2.9 水素爆発によ

る原子炉格納容器の破損を防止するための設備（設置許可基準規則第 52 条に対する

方針を示す章）」，「2.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備（設置許可基準

規則第 54 条に対する方針を示す章）」，「2.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑

制するための設備（設置許可基準規則第 55 条に対する方針を示す章）」及び「2.13 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する方

針を示す章）」で，可搬型大容量海水送水ポンプ車については，「2.11 使用済燃料

貯蔵槽の冷却等のための設備（設置許可基準規則第 54 条に対する方針を示す章）」，

「2.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備（設置許可基準規則

第 55 条に対する方針を示す章）」及び「2.13 重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する方針を示す章）」で示す。 
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表 2.14.1 可搬型代替交流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

可搬型代替電源車【可搬】 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽*1【常設】 

燃料タンク（SA）【常設】 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ*2【常設】 

可搬型タンクローリー【可搬】 

代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤【常設】 

附属設備 － 

燃料流路 
ディーゼル発電機設備（燃料油設備）配管・弁【常設】 

ホース・接続口【可搬】 

電路 

可搬型代替電源車～可搬型代替電源接続盤*3～非常用高

圧母線（6-A）*4，非常用高圧母線（6-B）*5及び代替格納容

器スプレイポンプ変圧器盤電路 

（可搬型代替電源車～可搬型代替電源接続盤電路【可搬】） 

（可搬型代替電源接続盤～非常用高圧母線（6-A）*4，非常

用高圧母線（6-B）*5及び代替格納容器スプレイポンプ変

圧器盤電路【常設】） 

計装設備（補助）*6 
６－Ａ母線電圧 

６－Ｂ母線電圧 

 

*1：ディーゼル発電機燃料油貯油槽は，Ａ１－ディーゼル発電機燃料油貯油槽，

Ａ２－ディーゼル発電機燃料油貯油槽，Ｂ１－ディーゼル発電機燃料油貯油

槽及びＢ２－ディーゼル発電機燃料油貯油槽により構成される。 

*2：ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，Ａ－ディーゼル発電機燃料油移送ポ

ンプ及びＢ－ディーゼル発電機燃料油移送ポンプにより構成される。 

*3：可搬型代替電源接続盤は，Ａ－可搬型代替電源接続盤及びＢ－可搬型代替電

源接続盤により構成される。 

*4：非常用高圧母線（6-A）は，６－Ａメタクラにより構成される。 

*5：非常用高圧母線（6-B）は，６－Ｂメタクラにより構成される。 

*6：計装設備については，「2.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 
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2.14.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 可搬型代替電源車 

エンジン 

台    数：２（予備２） 

使 用 燃 料：軽油 

発電機 

台    数：２（予備２） 

型    式：回転界磁形同期発電機 

容    量：約 2,200kVA（１台当たり） 

力    率：0.8（遅れ） 

電    圧：6.6kV 

周 波 数：50Hz 

設 置 場 所：屋外 

（３号炉東側 32m エリア及び３号炉西側 32m エリア） 

保 管 場 所：屋外 

（１号炉西側 31m エリア，２号炉東側 31m エリア(a)及び展望台

行管理道路脇西側 60m エリア） 

 

(2) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

型    式：横置円筒形 

基    数：４ 

容    量：約 146kL（１基当たり） 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：大気圧 

最高使用温度：40℃ 

取 付 箇 所：屋外 

 

(3) 燃料タンク（SA） 

型    式：横置円筒形 

基    数：１ 

容    量：約 55kL 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：大気圧 

最高使用温度：40℃ 

取 付 箇 所：屋外 
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(4) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

型    式：歯車形 

台    数：２ 

容    量：約 26kL/h（１台当たり） 

吐 出 圧 力：約 0.3MPa[gage] 

最高使用温度：50℃ 

原動機出 力：約 11kW（１台当たり） 

取 付 箇 所：ディーゼル発電機建屋 T.P.6.2m 

 

(5) 可搬型タンクローリー 

容    量：約４kL（１台当たり） 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：約 24kPa[gage] 

最高使用温度：40℃ 

台    数：２（予備２） 

設 置 場 所：屋外 

保 管 場 所：屋外 

（１号炉西側 31m エリア及び２号炉東側 31m エリア(b)） 

 

(6) 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

台    数：１ 

冷    却：自冷 

容    量：約 1,000kVA 

定 格 電 圧：１次側 6,600V 

２次側 400V 

取 付 箇 所：原子炉補助建屋 T.P.24.8m 
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2.14.2.1.3 独立性及び位置的分散の確保 

可搬型代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と

同時にその機能が損なわれることがないよう，表 2.14.2 で示すとおり，位置的分散

を図った設計とする。電源については，可搬型代替電源車をディーゼル発電機と位

置的分散された屋外（１号炉西側 31m エリア，２号炉東側 31m エリア(a)及び展望台

行管理道路脇西側 60m エリア）に保管し，設置位置についてもディーゼル発電機と

位置的分散された屋外（３号炉東側 32m エリア及び３号炉西側 32m エリア）に設置

する設計とする。電路については，可搬型代替交流電源設備から非常用高圧母線（6-

A），非常用高圧母線（6-B）及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤を受電する

電路を，非常用交流電源設備から同母線を受電する電路に対して，独立した電路で

系統構成することにより，共通要因によって同時に機能を損なわれないよう独立し

た設計とする。電源の冷却方式については，ディーゼル発電機の水冷式に対して，

可搬型代替電源車は空冷式とすることで，多様性を確保する設計とする。燃料源に

ついては，ディーゼル発電機はディーゼル発電機燃料油サービスタンクからの供給

であるのに対して，可搬型代替電源車は車載燃料とすることで，位置的分散された

設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，表 2.14.3 で示すとおり，地震，津波，火災及び溢水

により同時に故障することを防止するため，非常用交流電源設備との独立性を確保

する設計とする。 

（57－2，57－4，57－9） 
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表 2.14.2 可搬型代替交流電源設備の位置的分散 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 

電源 

ディーゼル発電機 

＜ディーゼル発電機建屋 

T.P.10.3m＞ 

可搬型代替電源車 

＜屋外（１号炉西側 31m エリ

ア，２号炉東側 31m エリア(a) 

及び展望台行管理道路脇西側 

60m エリア）＞ 

電路 

Ａ－ディーゼル発電機～ 

非常用高圧母線（6-A）電路 

 

Ｂ－ディーゼル発電機～ 

非常用高圧母線（6-B）電路 

可搬型代替電源車～ 

可搬型代替電源接続盤～ 

非常用高圧母線（6-A）， 

非常用高圧母線（6-B）及び 

代替格納容器スプレイポンプ 

変圧器盤電路 

電源 

供給先 

非常用高圧母線（6-A） 

非常用高圧母線（6-B） 

＜いずれも原子炉補助建屋 

T.P.10.3m＞ 

非常用高圧母線（6-A） 

非常用高圧母線（6-B） 

＜いずれも原子炉補助建屋 

T.P.10.3m＞ 

 

代替格納容器スプレイポンプ 

変圧器盤 

＜原子炉補助建屋 T.P.24.8m＞ 

電源の 

冷却方式 
水冷式 空冷式 

燃料源 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

ディーゼル発電機 

燃料油サービスタンク 

＜周辺補機棟 T.P.17.8m＞ 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

燃料タンク（SA） 

＜屋外＞ 

 

可搬型代替電源車（車載燃料） 

＜屋外＞ 

燃料流路 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

＜ディーゼル発電機建屋 

T.P.6.2m＞ 

可搬型タンクローリー 

＜屋外（１号炉西側 31m エリア

及び２号炉東側 31m 

エリア(b)）＞ 

 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

＜ディーゼル発電機建屋 

T.P.6.2m＞ 
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表 2.14.3 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備は，耐震Ｓクラス設計と

し，重大事故等対処設備の可搬型代替交流電源設備は，基準地震動で

機能維持可能な設計とすることで，基準地震動が共通要因となり，同

時にその機能が損なわれることのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備は，基準津波の影響を受

けないディーゼル発電機建屋，周辺補機棟及び屋外に設置し，重大事

故等対処設備の可搬型代替交流電源設備は，基準津波の影響を受けな

い屋外へ保管及び設置することで，津波が共通要因となり，同時に故

障することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備及び重大事故等対処設

備の可搬型代替交流電源設備は，火災が共通要因となり，同時に故障

することのない設計とする（「共－８ 重大事故等対処設備の内部火

災に対する防護方針について」に示す。）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備及び重大事故等対処設

備の可搬型代替交流電源設備は，溢水が共通要因となり，同時に故障

することのない設計とする（「共－９ 重大事故等対処設備の内部溢

水に対する防護方針について」に示す。）。 

 

2.14.2.1.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43 条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の使

用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

a. 可搬型代替電源車 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車は，可搬型で屋外の１号炉西側

31m エリア，２号炉東側 31m エリア(a)及び展望台行管理道路脇西側 60m エリア

に保管し，重大事故等時は，屋外（３号炉東側 32m エリア及び３号炉西側 32m エ

リア）に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時にお

ける，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.4 に示す設計とする。 

（57－2） 
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表 2.14.4 想定する環境条件及び荷重条件（可搬型代替電源車） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，固縛等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 
屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機能を損

なわない設計とする。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

b. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

可搬型代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，常設で屋外に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，屋

外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.5 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

表 2.14.5 想定する環境条件及び荷重条件（ディーゼル発電機燃料油貯油槽） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響

は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 
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c. 燃料タンク（SA） 

可搬型代替交流電源設備の燃料タンク（SA）は，常設で屋外に設置する設備で

あることから，その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環境条件及

び荷重条件を考慮し，表 2.14.6 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

表 2.14.6 想定する環境条件及び荷重条件（燃料タンク（SA）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響

は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

d. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

可搬型代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，常設でデ

ィーゼル発電機建屋 T.P.6.2m に設置する設備であることから，その機能を期待

される重大事故等時における，ディーゼル発電機建屋内の環境条件及び荷重条

件を考慮し，表 2.14.7 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 
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表 2.14.7 想定する環境条件及び荷重条件 

（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

ディーゼル発電機建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び

放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

ディーゼル発電機建屋内に設置するため，天候による影響は

受けない。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
ディーゼル発電機建屋内に設置するため，風（台風）及び積

雪による影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

 

e. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替交流電源設備の可搬型タンクローリーは，可搬型で屋外の１号炉

西側 31m エリア及び２号炉東側 31m エリア(b)に保管し，重大事故等時は，屋外

に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，

屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.8 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

表 2.14.8 想定する環境条件及び荷重条件（可搬型タンクローリー） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，固縛等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 
屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機能を損

なわない設計とする。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 
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f. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

可搬型代替交流電源設備の代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤は，常設で

原子炉補助建屋 T.P.24.8m に設置する設備であることから，その機能を期待さ

れる重大事故等時における，原子炉補助建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮

し，表 2.14.9 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

表 2.14.9 想定する環境条件及び荷重条件 

（代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉補助建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

原子炉補助建屋内に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉補助建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪に

よる影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の操作が必要な燃料油設備の各機器並びに可搬型代替

電源車及び非常用所内電気設備の各遮断器については，設置場所で容易に操作可

能な設計とする。表 2.14.10～14 に操作対象機器の操作場所を示す。 

（57－2，57－4） 
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表 2.14.10 操作対象機器 

（ディーゼル発電機燃料油貯油槽～可搬型タンクローリー流路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

Ａ１－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 

又は 

Ａ２－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 

又は 

Ｂ１－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 

又は 

Ｂ２－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 

閉止 

→開放 
屋外 屋外 手動操作  

可搬型タンクローリー 

給油ポンプ 

停止 

→運転 
屋外 屋外 

操作器 

操作 
 

ホース 
ホース

接続 
屋外 屋外 手動操作  
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表 2.14.11 操作対象機器 

（ディーゼル発電機燃料油貯油槽～ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

～可搬型タンクローリー流路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

燃料油移送ポンプ出口連

絡サンプリング弁 

全閉 

→全開 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 
手動操作  

燃料油移送ポンプ出口 

Ａ側連絡弁 

又は 

燃料油移送ポンプ出口 

Ｂ側連絡弁 

全閉 

→全開 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 
手動操作  

Ａ－燃料油 

サービスタンク入口弁 

又は 

Ｂ－燃料油 

サービスタンク入口弁 

全開 

→全閉 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 
手動操作  

Ａ－燃料油サービス 

タンク油面制御元弁 

又は 

Ｂ－燃料油サービス 

タンク油面制御元弁 

全開 

→全閉 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 
手動操作  

Ａディーゼル発電機 

コントロールセンタ 

遮断器 

（Ａ－ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ） 

又は 

Ｂディーゼル発電機 

コントロールセンタ 

遮断器 

（Ｂ－ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ） 

切 

→入 

周辺補機棟 

T.P.10.3m 

周辺補機棟 

T.P.10.3m 

操作器 

操作 
 

可搬型タンクローリー 

マンホール 

閉止 

→開放 
屋外 屋外 手動操作  

ホース 
ホース

接続 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

～屋外 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

及び屋外 

手動操作  
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表 2.14.12 操作対象機器 

（燃料タンク（SA）～可搬型タンクローリー流路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

燃料タンク（SA）給油口 
閉止 

→開放 
屋外 屋外 手動操作  

可搬型タンクローリー 

給油ポンプ 

停止 

→運転 
屋外 屋外 

操作器 

操作 
 

ホース 
ホース

接続 
屋外 屋外 手動操作  

 

表 2.14.13 操作対象機器 

（可搬型タンクローリー～可搬型代替電源車流路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

可搬型タンクローリー 

給油ポンプ 

停止 

→運転 
屋外 屋外 

操作器 

操作 
 

ホース 
ホース

引出し 
屋外 屋外 手動操作  

 

表 2.14.14 操作対象機器 

（可搬型代替電源車～Ａ－可搬型代替電源接続盤又はＢ－可搬型代替電源接続盤 

～非常用高圧母線（6-A）及び非常用高圧母線（6-B）電路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

可搬型 

代替電源車 

発電機 
停止 

→運転 

屋外 

（３号炉東

側 32m エリ

ア又は３号

炉西側 32m

エリア） 

屋外 

（３号炉東

側 32m エリ

ア又は３号

炉西側 32m

エリア） 

操作器 

操作 
 

遮断器 
切 

→入 

６－Ａ母線遮断器 

（SA 用代替電源受電） 

切 

→入 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

操作器 

操作 
 

６－Ｂ母線遮断器 

（SA 用代替電源受電） 

切 

→入 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

操作器 

操作 
 

 

以下に，可搬型代替交流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。 
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a. 可搬型代替電源車 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車は，屋外に設置するＡ－可搬型

代替電源接続盤又はＢ－可搬型代替電源接続盤まで移動可能な車両設計とする

とともに，設置場所にて車輪止めによる固定等が可能な設計とする。 

また，可搬型代替電源車は，付属の操作器等により，設置場所での操作が可能な

設計とする。可搬型代替電源車の現場操作器は，誤操作防止のために名称等によ

り識別可能とすることで操作者の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分な操作空

間を確保し，容易に操作可能な設計とする。可搬型代替電源車のケーブルは，ボ

ルト・ネジ接続が可能な設計とし，一般的に用いられる工具を用いることでＡ－

可搬型代替電源接続盤又はＢ－可搬型代替電源接続盤に容易に接続及び敷設可

能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

b. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

可搬型代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，ディーゼル発

電機燃料油貯油槽給油口の手動操作により，設置場所で確実に操作可能な設計

とする。 

（57－2，57－4） 

 

c. 燃料タンク（SA） 

可搬型代替交流電源設備の燃料タンク（SA）は，燃料タンク（SA）給油口の手

動操作により，設置場所で確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

d. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

可搬型代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，設置場所

での操作器により操作が可能な設計とし，誤操作防止のために名称等により識

別可能とすることで操作者の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分な操作空間を

確保し，容易に操作可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，燃料油移送ポンプ出口連絡サンプリ

ング弁，燃料油移送ポンプ出口連絡弁及び燃料油サービスタンク入口弁の手動

操作により，設置場所で確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 
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e. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替交流電源設備の可搬型タンクローリーは，設置場所にて付属の操

作器からの操作器操作で起動する設計とする。 

可搬型タンクローリーは付属の操作器を操作するにあたり，操作者のアクセス

性を考慮して十分な操作空間を確保する。 

また，それぞれの操作対象については名称等により識別可能とし，操作者の操作

及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

可搬型タンクローリーは，ディーゼル発電機燃料油貯油槽及び T.P.10.3m 原

子炉補助建屋海側燃料油移送配管屋外接続口並びに燃料タンク（SA）まで移動可

能な車両設計とするとともに，設置場所にて車輪止めによる固定等が可能な設

計とする。 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具及び技量は必要とせず，簡便な接続方

法により，容易かつ確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

f. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

可搬型代替交流電源設備の代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤は操作不要

である。 

（57－2，57－4） 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第１項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は

検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

a. 可搬型代替電源車 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車は，表 2.14.15 に示すように，

発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，特性試験，分解点検及び外

観点検が可能な設計とする。また，可搬型代替電源車は車両としての運転状態の

確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

可搬型代替電源車は，運転性能の確認として，発電機の運転状態として電圧，

電流及び周波数の確認が可能な設計とすることにより出力性能の確認が可能な

設計とする。また，可搬型代替電源車の部品状態の確認として，目視等により性

能に影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことを確認する分解点検又

は取替えが可能な設計とする。また，可搬型代替電源車ケーブルの絶縁抵抗測定

が可能な設計とする。 

（57－3） 
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表 2.14.15 可搬型代替電源車の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 

可搬型代替電源車の出力性能（電圧，電流及び

周波数）の確認 

可搬型代替電源車の運転状態の確認 

車両走行状態の確認 

特性試験 搭載機器部及びケーブルの絶縁抵抗の確認 

分解点検 
搭載機器部の分解又は取替え並びに各部の点

検，手入れ，清掃及び消耗部品の取替え 

外観点検 
各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

可搬型代替電源車外観の確認 

 

b. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

可搬型代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，表 2.14.16 に

示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観点検，漏えい試験及び開放

点検が可能な設計とする。 

 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽内面の確認として，目視により性能に影響を

及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことの確認が可能な設計とする。具体的

にはタンク上部のマンホールが開放可能であり，内面の点検が可能な設計とす

る。 

また，ディーゼル発電機燃料油貯油槽の漏えい試験の実施が可能な設計とす

る。具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽は油面レベルの確認が可能な計器を設ける設

計とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.16 ディーゼル発電機燃料油貯油槽の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観点検 
各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

開放点検 

各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽内面の損傷，腐

食等の有無を目視等で確認 
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c. 燃料タンク（SA） 

可搬型代替交流電源設備の燃料タンク（SA）は，表 2.14.17 に示すように，発

電用原子炉の運転中又は停止中に外観点検，漏えい試験及び開放点検が可能な

設計とする。 

燃料タンク（SA）内面の確認として，目視により性能に影響を及ぼすおそれの

ある損傷，腐食等がないことの確認が可能な設計とする。具体的にはタンク上部

のマンホールが開放可能であり，内面の点検が可能な設計とする。 

また，燃料タンク（SA）の漏えい試験の実施が可能な設計とする。具体的には

漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

燃料タンク（SA）は油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.17 燃料タンク（SA）の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観点検 
各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

開放点検 

各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

燃料タンク（SA）内面の損傷，腐食等の有無を

目視等で確認 

 

d. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

可搬型代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，表 2.14.18

に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，漏えい試

験，分解点検及び外観点検が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，運転性能の確認として，ディーゼル発

電機燃料油移送ポンプの吐出圧力，ポンプ周りの振動，異音，異臭等の確認が可

能な設計とする。具体的には，試験用の系統を構成することにより機能・性能試

験が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプの部品状態の確認として，目視等により

性能に影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことを確認する分解点検

が可能な設計とする。 

（57－3） 
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表 2.14.18 ディーゼル発電機燃料油移送ポンプの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 
試運転を行い，振動，異音，異臭等の有無を確

認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

分解点検 
各部の分解並びに各部の点検，手入れ，清掃及

び消耗部品の取替え 

外観点検 各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

 

e. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替交流電源設備の可搬型タンクローリーは，表 2.14.19 に示すよう

に，発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えい試験，機能・性能試験，分解点検

又は取替え並びに外観点検が可能な設計とする。また，可搬型タンクローリーは

車両として運転状態の確認及び外観点検が可能な設計とする。 

可搬型タンクローリーは，油量及び漏えいの確認が可能なように油面計又は

検尺口を設け，かつ，内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とす

る。さらに，可搬型タンクローリーは車両としての運転状態の確認及び外観の確

認が可能な設計とする。可搬型タンクローリー付ポンプは，通常系統にて機能・

性能確認ができる設計とし，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観点検として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐食

等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.19 可搬型タンクローリーの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

機能・性能試験 
安全弁の作動確認及び計器校正の実施 

車両走行状態の確認 

分解点検 

各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

タンク内面の損傷，腐食等の有無を目視等で確

認 

搭載機器部の分解又は取替え 

外観点検 
各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

可搬型タンクローリー外観の確認 
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f. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

可搬型代替交流電源設備の代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤は，表

2.14.20 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に特性試験及び外観点

検が可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤の外観点検として，目視等により性能

に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと及び性能確認として絶縁抵抗測定

が可能な設計とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.20 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観点検 各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっ

ては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，本来の用途以外の用途には使用しない。なお，必

要な可搬型代替交流電源設備の操作の対象機器は表 2.14.10～14 と同様である。 

 

非常用交流電源設備から可搬型代替交流電源設備へ切り替えるために必要な電

源系統の操作は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成から非常

用交流電源設備の隔離及び可搬型代替交流電源設備の接続として，非常用高圧母

線（6-A）及び非常用高圧母線（6-B）の遮断器を設けることにより，速やかな切替

えが可能な設計とする。また，必要な燃料油設備の操作は，ディーゼル発電機燃

料油貯油槽給油口，燃料油移送ポンプ出口連絡サンプリング弁，燃料油移送ポン

プ出口連絡弁及び燃料油サービスタンク入口弁を設けることにより，想定される

重大事故等時において，通常時の系統構成から速やかな切替えが可能な設計とす

る。 

これにより，図 2.14.6～10 で示すタイムチャートのとおり速やかに切替えが可

能である。 

（57－4） 
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図 2.14.6 可搬型代替電源車による非常用高圧母線（6-A） 

及び非常用高圧母線（6-B）受電のタイムチャート* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.14.7 ディーゼル発電機燃料油貯油槽から 

可搬型タンクローリーへの燃料補給のタイムチャート（ホース使用時）* 

 

 
 

 

可搬型代替電源車によるメタクラＡ系

及びメタクラＢ系受電開始

240分

メタクラＢ系受電準備※1

メタクラＡ系受電準備※1

移動，メタクラＢ系受電準備※2

メタクラＡ系受電準備※1

移動，メタクラＢ系

受電操作※2

コントロールセンタ

Ｂ系受電操作※1

メタクラＡ系

受電操作
※1

コントロール

センタＡ系

受電操作
※1

保管場所への移動※3※4

可搬型代替電源車の移動※5

ケーブル敷設，接続，

可搬型代替電源車の起動※6

可搬型代替電源車の給電※7

※1：機器の操作時間に余裕を見込んだ時間
※2：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間
※3：可搬型代替電源車の保管場所は１号炉西側31mエリア及び２号炉東側31mエリア(a)
※4：中央制御室から１号炉西側31mエリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間
※5：可搬型代替電源車の移動時間として，1号炉西側31mエリアから原子炉補助建屋付近又は原子炉建屋付近までを想定した移動時間

※6：ケーブル敷設実績及び可搬型代替電源車の起動実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※7：可搬型代替電源車の給電実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

③
b
⑥

b

操作場所

可搬型代替電源車
によるメタクラＡ
系及びメタクラＢ
系受電

運転員
（中央制御室）Ａ

１

災害対策要員
Ａ～Ｃ

３

②b

⑨b

▽

⑪b

④
b
⑤

b
⑥

b

⑩b

⑫b

⑬
b

経過時間（時間）

運転員

（現場）Ｂ
１

2

手順の項目 要員（数）

備考1 3 4

ディーゼル発電機燃料貯油槽から

可搬型タンクローリーへの燃料補給

105分 

保管場所への移動※1※2 ③a

可搬型タンクローリー移動，準備，

ホース敷設※3

燃料汲み上げ※4 ⑧a～⑩a

※1：可搬型タンクローリーの保管場所は１号炉西側31mエリア及び２号炉東側31mエリア(b)
※2：緊急時対策所から１号炉西側31mエリアまでの移動時間に余裕を見込んだ時間
※3：可搬型タンクローリーの移動時間として，１号炉西側31mエリアからディーゼル発電機燃料油貯油槽までを想定した移動時間及び
　　 ホース敷設実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※4：可搬型タンクローリーの燃料汲み上げを想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

経過時間（時間）
備考1 2 3

手順の項目 要員（数） 操作手順

ディーゼル発電機
燃料油貯油槽から
可搬型タンクロー
リーの燃料補給

災害対策要員
Ａ，Ｂ

２ ④a～⑦a

▽

繰り返し
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図 2.14.8 ディーゼル発電機燃料油貯油槽から 

可搬型タンクローリーへの燃料補給のタイムチャート 

（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ使用時）* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.14.9 燃料タンク（SA）から可搬型タンクローリーへの燃料補給のタイムチャート
* 

  

ディーゼル発電機燃料油貯油槽から

可搬型タンクローリーへの燃料補給

165分 

保管場所への移動※1※2 ④b

可搬型タンクローリー移動，

ホース敷設，接続※3

可搬型タンクローリー移動，準備※4 ④b⑨b

燃料汲み上げ※5 ⑪b⑬b

移動，系統構成※6 ⑦b

燃料油移送ポンプ受電準備
※7

⑧
b

燃料油移送ポンプ起動※8 ⑩b

燃料油移送ポンプ停止※8 ⑫b

※1：可搬型タンクローリーの保管場所は１号炉西側31mエリア及び２号炉東側31mエリア(b)，
　　 ホースの保管場所は原子炉建屋内
※2：緊急時対策所から１号炉西側31mエリアまでの移動時間に余裕を見込んだ時間
※3：可搬型タンクローリーの移動時間として，１号炉西側31mエリアから原子炉補助建屋付近までを想定した移動時間及び
　　 ホース敷設実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※4：可搬型タンクローリーの移動時間として原子炉補助建屋付近から３号出入管理室横通路までを想定した移動時間，
　　 可搬型タンクローリーの給油準備実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※5：可搬型タンクローリーの燃料汲み上げを想定した作業時間に余裕を見込んだ時間
※6：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間
※7：燃料油移送ポンプ受電準備に余裕を見込んだ時間
※8：機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

ディーゼル発電機
燃料油貯油槽から
可搬型タンクロー
リーへの補給
（ディーゼル発電
機燃料油移送ポン
プにより補給する
場合）

災害対策要員
Ａ，Ｂ

２
④b～⑥b

運転員
（現場）Ａ

１

備考3 4

操作手順

経過時間(時間)

1 2

手順の項目 要員（数）

▽

繰り返し

繰り返し

燃料タンク（SA）から

可搬型タンクローリーへの燃料補給

105分 

保管場所への移動※1※2 ③c

可搬型タンクローリー移動，準備，

ホース敷設
※3

燃料汲み上げ※4 ⑧c～⑩c

※1：可搬型タンクローリーの保管場所は１号炉西側31mエリア及び２号炉東側31mエリア(b)
※2：緊急時対策所から１号炉西側31mエリアまでの移動時間に余裕を見込んだ時間
※3：可搬型タンクローリーの移動時間として，１号炉西側31mエリアから燃料タンク（SA）までを想定した移動時間及び
　　 ホース敷設実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※4：可搬型タンクローリーの燃料汲み上げを想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

経過時間（時間）
備考1 2 3

手順の項目 要員（数） 操作手順

燃料タンク（SA）
から可搬型タンク
ローリーの燃料補
給

災害対策要員
Ａ，Ｂ

２ ④c～⑦c

▽

繰り返し



添 57-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.14.10 可搬型タンクローリーから可搬型代替電源車への 

燃料補給のタイムチャート* 

 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状

況についての「1.14 電源の確保に関する手順等」で示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第１項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，表 2.14.21 に示すように，通常時は電源となる可

搬型代替電源車を非常用所内電気設備と切り離し，また，可搬型タンクローリー

をディーゼル発電機燃料油貯油槽，ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ及び燃料

タンク（SA）と切り離して保管することで隔離する系統構成としており，重大事

故等時に接続，弁操作，遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構

成とすることで，非常用交流電源設備及び常設代替交流電源設備に対して悪影響

を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替電源車及び可搬型タンクローリーは，車輪止めによる固定等をする

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

なお，可搬型代替電源車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

（57－4，57－6） 

 

  

60分 燃料補給完了

移動
※1

②
a

燃料補給準備
※2

②
a
～④

a

可搬型代替電源車への補給
※2

⑤
a
⑦

a

※1：可搬型タンクローリーの移動時間は，可搬型代替電源車までの移動距離に応じた時間
※2：可搬型代替電源車への補給は類似作業の実績に余裕を見込んだ想定時間

可搬型代替電源車
への補給

災害対策要員
Ａ，Ｂ

２

▽

備考1 2 3

手順の項目 要員（数） 操作手順

経過時間（時間）
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表 2.14.21 他系統との隔離 

取合い系統 系統隔離 駆動方式 状態 

常設代替交流電源

設備 

Ａ－可搬型代替電源接続盤 手動 
通常時 

切離し 

Ｂ－可搬型代替電源接続盤 手動 
通常時 

切離し 

非常用交流電源設

備 

Ａ１－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 
手動 

通常時 

閉止 

Ａ２－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 
手動 

通常時 

閉止 

Ｂ１－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 
手動 

通常時 

閉止 

Ｂ２－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 
手動 

通常時 

閉止 

燃料油移送ポンプ 

出口連絡サンプリング弁 
手動 

通常時 

切離し 

常設代替交流電源

設備 
燃料タンク（SA）給油口 手動 

通常時 

閉止 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び

復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所

の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の操作に必要な機器の設置場所及び操作場所を表

2.14.10～14 に示す。 

これらの操作場所は，想定される重大事故等時における放射線量が高くなるお

それが少ないため，屋外，周辺補機棟又は原子炉補助建屋で操作可能な設計とす

る。 

（57－2） 

 

2.14.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43 条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第２項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 
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a. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

可搬型代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，想定される重

大事故等時において，同時にその機能を発揮することを要求される可搬型重大

事故等対処設備が，７日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 118.7kL を

上回る，容量約 540kL を有する設計とする。 

（57－5） 

 

b. 燃料タンク（SA） 

可搬型代替交流電源設備の燃料タンク（SA）は，想定される重大事故等時にお

いて，同時にその機能を発揮することを要求される可搬型重大事故等対処設備

が，７日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 44.2kL を上回る，容量約

50kL を有する設計とする。 

（57－5） 

 

c. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

可搬型代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，可搬型代

替電源車の燃料消費量を上回る，容量約 26kL/h／台，吐出圧力約 0.3MPa 及び原

動機出力約 11kW／台を２台有する設計とする。 

（57－5） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。 

ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用

原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子

炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設

計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第２項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能

と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 
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可搬型代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備

及びその燃料油設備に対して，多様性及び位置的分散を図り，共通要因によって

同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。 

これらの詳細については，2.14.2.1.3 項に記載のとおりである。 

（57－2，57－4，57－9） 

 

2.14.2.1.4.3 設置許可基準規則第 43 条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第３項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容量を有

するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 

 

a. 可搬型代替電源車 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車は，想定される重大事故等時に

おいて，最低限必要な設備に電力を供給できる容量を有するものを１セット１

台使用する。保有数は２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として２台の合計４台を分散して保管する。 

具体的には，可搬型代替電源車は，常設代替交流電源設備が使用できない場

合，代替炉心注水に関連する設備等に電源供給する。可搬型代替電源車から非常

用所内電気設備を受電する場合は，原子炉建屋外から電力を供給する可搬型代

替交流電源設備に該当するため，必要設備を２セットに加えて予備を配備する。

必要となる負荷は，最大負荷約 788kW 及び連続負荷約 553kW であり，約 2,200kVA

（1,760kW）／台の可搬型代替電源車が１台必要である。また，可搬型代替電源

車は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）よりディーゼル発電

機燃料油移送ポンプ及び可搬型タンクローリーを用いて燃料を可搬型代替電源

車に補給する。 

（57－5） 

 

b. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替交流電源設備の可搬型タンクローリーは，想定される重大事故等

時において，その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補

給できる容量を有する設計とする。 

容量としては重大事故等時において，その機能を発揮することを要求される

可搬型代替電源車及び緊急時対策所用発電機並びに可搬型大型送水ポンプ車の

連続運転が可能な燃料を，それぞれ可搬型代替電源車及び緊急時対策所用発電

機並びに可搬型大型送水ポンプ車に供給できる容量を有するものを１セット２

台使用する。保有数は１セット２台と，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として２台の合計４台を分散して保管する。 

（57－5，57－11） 
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(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉

施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあ

っては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以上の系

統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部の規格の統

一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の接続が必要な可搬型代替電源車ケーブル及び可搬型

タンクローリーホース（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ使用時は配管・弁類

を含む。）は，現場で容易に接続可能な設計とする。表 2.14.22～25 に対象機器

の接続場所を示す。 

（57－2，57－4，57－8） 

 

表 2.14.22 接続対象機器設置場所 

（可搬型代替電源車～Ａ－可搬型代替電源接続盤又はＢ－可搬型代替電源接続盤 

～非常用高圧母線（6-A）及び非常用高圧母線（6-B）電路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

可搬型代替電源車 

Ａ－可搬型代替電源

接続盤又はＢ－可搬

型代替電源接続盤 

屋外（３号炉東

側 32m エリア又

は３号炉西側 32m

エリア） 

ボルト・ネジ

接続 

 

表 2.14.23 接続対象機器設置場所 

（ディーゼル発電機燃料油貯油槽～可搬型代替電源車流路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

可搬型タンクローリー 
ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽 
屋外 

ホース挿入に

よる接続 

可搬型タンクローリー 可搬型代替電源車 屋外 ノズル接続 
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表 2.14.24 接続対象機器設置場所 

（ディーゼル発電機燃料油貯油槽～ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

～可搬型代替電源車流路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

可搬型タンクローリー 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

出口連絡 

サンプリングライン 

屋外 

原子炉補助建屋 

T.P.17.8m 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

継手接続 

可搬型タンクローリー 可搬型代替電源車 屋外 ノズル接続 

 

表 2.14.25 接続対象機器設置場所 

（燃料タンク（SA）～可搬型代替電源車流路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

可搬型タンクローリー 燃料タンク（SA） 屋外 
ホース挿入に

よる接続 

可搬型タンクローリー 可搬型代替電源車 屋外 ノズル接続 

 

以下に，可搬型代替交流電源設備を構成する主要設備の確実な接続性を示す。 

 

a. 可搬型代替電源車 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車は，一般的に用いられる工具を

用いることでＡ－可搬型代替電源接続盤又はＢ－可搬型代替電源接続盤へボル

ト・ネジ接続すること及び接続状態を目視で確認できることから，容易かつ確実

に接続可能な設計とする。 

（57－2，57－4，57－8） 

 

b. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替交流電源設備の可搬型タンクローリーとディーゼル発電機燃料油

貯油槽又は燃料タンク（SA）の接続については，ホースを接続するために，ディ

ーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）の給油口を開放して給油口内に

ホースを挿入して接続することにより，容易かつ確実に接続可能な設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の可搬型タンクローリーとディーゼル発電機燃料油

移送ポンプ出口連絡サンプリングラインの接続については，ホースを接続する

ために，ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ出口連絡サンプリングラインにホ

ースを簡便な接続方法で接続することにより，容易かつ確実に接続可能な設計

とする。 

（57－2，57－4） 
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(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第３項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することができな

くなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水

又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に

設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

 a. 可搬型代替電源車 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車は，非常用高圧母線（6-A）及び

非常用高圧母線（6-B）へ電源供給する場合において，原子炉建屋及び原子炉補

助建屋の異なる面に位置的分散を図った２箇所の接続口を設置することから，

共通要因により接続不可とならない設計とする。 

（57－2） 

 

b. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替交流電源設備の可搬型タンクローリーを接続するディーゼル発電

機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）は，100m 以上離隔を確保し，各々の接続

箇所が共通要因により接続不可とならない設計とする。 

（57－2） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第３項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設

置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放射線量が高く

なるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な

措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車及び可搬型タンクローリーの接続

場所は，表 2.14.22～25 と同様である。これらの接続場所は，想定される重大事

故等時における放射線量が高くなるおそれが少ないため，接続場所で操作可能な

設計とする。 

（57－2） 
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(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第３項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の

条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車及び可搬型タンクローリーは，地

震，津波その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を

考慮し，非常用交流電源設備及び常設代替交流電源設備と 100m 以上の離隔で位置

的分散を図り，１号炉西側 31m エリア，２号炉東側 31m エリア(a)，２号炉東側 31m

エリア(b)及び展望台行管理道路脇西側 60m エリアの複数箇所に分散して保管す

る設計とする。 

（57－2） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備を

運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路が確

保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車及び可搬型タンクローリーは，想

定される重大事故等が発生した場合においても，保管場所から配備場所までの経

路について，設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，複数のアクセ

スルートを確保する設計とする（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセ

スルートについて」参照）。 

（57－7） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準規

則第 43 条第３項第七号） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準事故対

処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大

事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたものである

こと。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備のうち，可搬型代替電源車から非常用高圧母線（6-A）

及び非常用高圧母線（6-B）へ電源供給する系統並びにディーゼル発電機燃料油貯

油槽及び燃料タンク（SA）から可搬型代替電源車まで燃料移送する設備は，共通

要因によって，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備又は重大事故等

対処設備である常設代替交流電源設備と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，表 2.14.26 で示すとおり，多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

（57－2，57－4，57－9） 

 

表 2.14.26 可搬型代替交流電源設備の多様性及び位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設

備 

電源 

ディーゼル発電機 

＜ディーゼル発電機建

屋 T.P.10.3m＞ 

代替非常用発電機 

＜屋外（３号炉東側

32m エリア）＞ 

可搬型代替電源車 

＜屋外（１号炉西側

31m エリア，２号炉東

側 31m エリア(a)及び

展望台行管理道路脇西

側 60m エリア）＞ 

電路 

Ａ－ディーゼル発電機

～非常用高圧母線 

（6-A）電路 

 

Ｂ－ディーゼル発電機

～非常用高圧母線 

（6-B）電路 

代替非常用発電機～非

常用高圧母線（6-A）

及び非常用高圧母線

（6-B）電路 

可搬型代替電源車～可

搬型代替電源接続盤～

非常用高圧母線（6-

A）及び非常用高圧母

線（6-B）電路 

電源 

供給先 

非常用高圧母線 

（6-A） 

非常用高圧母線 

（6-B） 

＜いずれも原子炉補助

建屋 T.P.10.3m＞ 

非常用高圧母線 

（6-A） 

非常用高圧母線 

（6-B） 

＜いずれも原子炉補助

建屋 T.P.10.3m＞ 

非常用高圧母線 

（6-A） 

非常用高圧母線 

（6-B） 

＜いずれも原子炉補助

建屋 T.P.10.3m＞ 

電源の 

冷却 

方式 

水冷式 空冷式 空冷式 
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項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設

備 

燃料源 

ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

ディーゼル発電機 

燃料油サービスタンク 

＜周辺補機棟 

T.P.17.8m＞ 

ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

燃料タンク（SA） 

＜屋外＞ 

 

代替非常用発電機 

（発電機搭載燃料） 

＜屋外＞ 

ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

燃料タンク（SA） 

＜屋外＞ 

 

可搬型代替電源車 

（車載燃料） 

＜屋外＞ 

燃料流

路 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

＜ディーゼル発電機建

屋 T.P.6.2m＞ 

可搬型タンクローリー 

＜屋外（１号炉西側

31m エリア 

及び２号炉東側 31m 

エリア(b)）＞ 

 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

＜ディーゼル発電機建

屋 T.P.6.2m＞ 

可搬型タンクローリー 

＜屋外（１号炉西側

31m エリア 

及び２号炉東側 31m 

エリア(b)）＞ 

 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

＜ディーゼル発電機建

屋 T.P.6.2m＞ 
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2.14.2.2 常設代替交流電源設備 

2.14.2.2.1 設備概要 

常設代替交流電源設備は，全交流動力電源喪失した場合，非常用所内電気設備及

び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤に電源を供給することにより，重大事故等

が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料ピ

ット内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止

することを目的として設置するものである。 

本系統は，ディーゼルエンジン及び発電機を搭載した「代替非常用発電機」，代替

非常用発電機の燃料を保管する「ディーゼル発電機燃料油貯油槽」及び「燃料タン

ク（SA）」，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）から代替非常用発

電機まで燃料を運搬する「可搬型タンクローリー」及び「ディーゼル発電機燃料油

移送ポンプ」並びに電源供給先である「非常用高圧母線（6-A）」，「非常用高圧母線

（6-B）」及び「代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤」で構成する。 

本系統の概要図を図 2.14.11～14 に，本系統に関する重大事故等対処設備一覧を

表 2.14.27 に示す。 

本系統は，全交流動力電源喪失時に代替非常用発電機を中央制御室の操作にて速

やかに起動し，非常用高圧母線（6-A），非常用高圧母線（6-B）及び代替格納容器

スプレイポンプ変圧器盤に接続することで電力を供給できる設計とする。なお，代

替非常用発電機は，中央制御室からの遠隔操作及び設置場所からの操作が可能な設

計とする。 

代替非常用発電機は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）より

可搬型タンクローリー（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ使用時を含む。）を用

いて燃料を代替非常用発電機に補給することで代替非常用発電機の運転を継続す

る。 

常設代替交流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的分散に

ついては，2.14.2.2.3 項に詳細を示す。 
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表 2.14.27 常設代替交流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

代替非常用発電機*1【常設】 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽*2【常設】 

燃料タンク（SA）【常設】 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ*3【常設】 

可搬型タンクローリー【可搬】 

代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤【常設】 

附属設備 － 

燃料流路 
ディーゼル発電機設備（燃料油設備）配管・弁【常設】 

ホース・接続口【可搬】 

電路 

代替非常用発電機*1～非常用高圧母線（6-A）*4，非常用高

圧母線（6-B）*5 及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器

盤電路【常設】 

計装設備（補助）*6 
６－Ａ母線電圧 

６－Ｂ母線電圧 

*1：代替非常用発電機は，Ａ－代替非常用発電機及びＢ－代替非常用発電機によ

り構成される。 

*2：ディーゼル発電機燃料油貯油槽は，Ａ１－ディーゼル発電機燃料油貯油槽，

Ａ２－ディーゼル発電機燃料油貯油槽，Ｂ１－ディーゼル発電機燃料油貯油

槽及びＢ２－ディーゼル発電機燃料油貯油槽により構成される。 

*3：ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，Ａ－ディーゼル発電機燃料油移送ポ

ンプ及びＢ－ディーゼル発電機燃料油移送ポンプにより構成される。 

*4：非常用高圧母線（6-A）は，６－Ａメタクラにより構成される。 

*5：非常用高圧母線（6-B）は，６－Ｂメタクラにより構成される。 

*6：計装設備については，「2.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 
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2.14.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 代替非常用発電機 

エンジン 

台    数：２ 

使 用 燃 料：軽油 

出    力：約 1,450kW（１台当たり） 

発電機 

台    数：２ 

型    式：防滴保護，空気冷却自己自由通風型 

容    量：約 1,725kVA（１台当たり） 

力    率：0.8（遅れ） 

電    圧：6.6kV 

周 波 数：50Hz 

取 付 箇 所：屋外（３号炉東側 32m エリア） 

 

(2) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

型    式：横置円筒形 

基    数：４ 

容    量：約 146kL（１基当たり） 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：大気圧 

最高使用温度：40℃ 

取 付 箇 所：屋外 

 

(3) 燃料タンク（SA） 

型    式：横置円筒形 

基    数：１ 

容    量：約 55kL 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：大気圧 

最高使用温度：40℃ 

取 付 箇 所：屋外 

 

(4) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

型    式：歯車形 

台    数：２ 

容    量：約 26kL/h（１台当たり） 

吐 出 圧 力：約 0.3MPa[gage] 

最高使用温度：50℃ 

原動機出 力：約 11kW（１台当たり） 

取 付 箇 所：ディーゼル発電機建屋 T.P.6.2m 
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(5) 可搬型タンクローリー 

容    量：約４kL（１台当たり） 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：約 24kPa[gage] 

最高使用温度：40℃ 

台    数：２（予備２） 

設 置 場 所：屋外 

保 管 場 所：屋外 

（１号炉西側 31m エリア及び２号炉東側 31m エリア(b)） 

 

(6) 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

台    数：１ 

冷    却：自冷 

容    量：約 1,000kVA 

定 格 電 圧：１次側 6,600V 

２次側 400V 

取 付 箇 所：原子炉補助建屋 T.P.24.8m 

 

2.14.2.2.3 独立性及び位置的分散の確保 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と同

時にその機能が損なわれることがないよう，表 2.14.28 で示すとおり，位置的分散

を図った設計とする。電源については，代替非常用発電機をディーゼル発電機と位

置的分散された屋外（３号炉東側 32m エリア）に設置する設計とする。電路につい

ては，常設代替交流電源設備から非常用高圧母線（6-A），非常用高圧母線（6-B）

及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤を受電する電路を，非常用交流電源設備

から同母線を受電する電路に対して，独立した電路で系統構成することにより，共

通要因によって同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。電源の冷却方

式については，ディーゼル発電機の水冷式に対して，代替非常用発電機は空冷式と

することで，多様性を有する設計とする。燃料源については，ディーゼル発電機は

ディーゼル発電機燃料油サービスタンクからの供給であるのに対して，代替非常用

発電機は発電機搭載燃料とすることで，位置的分散された設計とする。 

常設代替交流電源設備は，表 2.14.29 で示すとおり，地震，津波，火災及び溢水

により同時に故障することを防止するため，非常用交流電源設備との独立性を確保

する設計とする。 

（57－2，57－4，57－9） 
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表 2.14.28 常設代替交流電源設備の位置的分散 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

電源 

ディーゼル発電機 

＜ディーゼル発電機建屋  

T.P.10.3m＞ 

代替非常用発電機 

＜屋外（３号炉東側 32m エリ

ア）＞ 

電路 

Ａ－ディーゼル発電機～ 

非常用高圧母線（6-A）電路 

 

Ｂ－ディーゼル発電機～ 

非常用高圧母線（6-B）電路 

代替非常用発電機～ 

非常用高圧母線（6-A）， 

非常用高圧母線（6-B） 

及び代替格納容器スプレイポン

プ変圧器盤電路 

電源 

供給先 

非常用高圧母線（6-A） 

非常用高圧母線（6-B） 

＜いずれも原子炉補助建屋  

T.P.10.3m＞ 

非常用高圧母線（6-A） 

非常用高圧母線（6-B） 

＜いずれも原子炉補助建屋  

T.P.10.3m＞ 

代替格納容器スプレイポンプ 

変圧器盤 

＜原子炉補助建屋 T.P.24.8m＞ 

電源の 

冷却方式 
水冷式 空冷式 

燃料源 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

ディーゼル発電機 

燃料油サービスタンク 

＜周辺補機棟 T.P.17.8m＞ 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

燃料タンク（SA） 

＜屋外＞ 

 

代替非常用発電機（発電機搭載

燃料） 

＜屋外＞ 

燃料流路 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

＜ディーゼル発電機建屋  

T.P.6.2m＞ 

可搬型タンクローリー 

＜屋外（１号炉西側 31m エリア

及び２号炉東側 31m 

エリア(b)）＞ 

 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

＜ディーゼル発電機建屋  

T.P.6.2m＞ 
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表 2.14.29 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備は，耐震Ｓクラス設計と

し，重大事故等対処設備の常設代替交流電源設備は，基準地震動で機

能維持可能な設計とすることで，基準地震動が共通要因となり，同時

にその機能が損なわれることのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備は，基準津波の影響を受

けないディーゼル発電機建屋，周辺補機棟及び屋外に設置し，重大事

故等対処設備の常設代替交流電源設備は，基準津波の影響を受けない

屋外へ設置することで，津波が共通要因となり，同時に故障すること

のない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備及び重大事故等対処設

備の常設代替交流電源設備は，火災が共通要因となり，同時に故障す

ることのない設計とする（「共－８ 重大事故等対処設備の内部火災

に対する防護方針について」に示す。）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備及び重大事故等対処設

備の常設代替交流電源設備は，溢水が共通要因となり，同時に故障す

ることのない設計とする（「共－９ 重大事故等対処設備の内部溢水

に対する防護方針について」に示す。）。 

 

2.14.2.2.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.2.2.4.1 設置許可基準規則第 43 条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の使

用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

a. 代替非常用発電機 

常設代替交流電源設備の代替非常用発電機は，屋外（３号炉東側 32m エリア）

に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，

屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.30 に示す設計とする。 

（57－2） 
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表 2.14.30 想定する環境条件及び荷重条件（代替非常用発電機） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機能を損

なわない設計とする。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

b. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

常設代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，常設で屋外に設

置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，屋外

の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.31 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

表 2.14.31 想定する環境条件及び荷重条件（ディーゼル発電機燃料油貯油槽） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響

は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 
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c. 燃料タンク（SA） 

常設代替交流電源設備の燃料タンク（SA）は，常設で屋外に設置する設備であ

ることから，その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環境条件及び

荷重条件を考慮し，表 2.14.32 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

表 2.14.32 想定する環境条件及び荷重条件（燃料タンク（SA）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響

は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

 

d. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，常設でディ

ーゼル発電機建屋 T.P.6.2m に設置する設備であることから，その機能を期待さ

れる重大事故等時における，ディーゼル発電機建屋内の環境条件及び荷重条件

を考慮し，表 2.14.33 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 
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表 2.14.33 想定する環境条件及び荷重条件 

（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

ディーゼル発電機建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び

放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

ディーゼル発電機建屋内に設置するため，天候による影響は

受けない。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
ディーゼル発電機建屋内に設置するため，風（台風）及び積

雪による影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

e. 可搬型タンクローリー 

常設代替交流電源設備の可搬型タンクローリーは，可搬型で屋外の１号炉西

側 31m エリア及び２号炉東側 31m エリア(b)に保管し，重大事故等時は，屋外に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，屋

外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.34 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

表 2.14.34 想定する環境条件及び荷重条件（可搬型タンクローリー） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，固縛等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 
屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機能を損

なわない設計とする。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 
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f. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

常設代替交流電源設備の代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤は，常設で原

子炉補助建屋 T.P.24.8m に設置する設備であることから，その機能を期待され

る重大事故等時における，原子炉補助建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，

表 2.14.35 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

表 2.14.35 想定する環境条件及び荷重条件 

（代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉補助建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

原子炉補助建屋内に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉補助建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪に

よる影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

常設代替交流電源設備の操作が必要な燃料油設備の各機器及び非常用所内電気

設備の各遮断器については，設置場所又は中央制御室で容易に操作可能な設計と

する。また，代替非常用発電機は，中央制御室及び設置場所で容易に操作可能な

設計とする。表 2.14.36～40 に操作対象機器の操作場所を示す。 

（57－2，57－4） 
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表 2.14.36 操作対象機器 

（ディーゼル発電機燃料油貯油槽～可搬型タンクローリー流路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

Ａ１－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 

又は 

Ａ２－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 

又は 

Ｂ１－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 

又は 

Ｂ２－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 

閉止 

→開放 
屋外 屋外 手動操作  

可搬型タンクローリー 

給油ポンプ 

停止 

→運転 
屋外 屋外 

操作器 

操作 
 

ホース 
ホース

接続 
屋外 屋外 手動操作  
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表 2.14.37 操作対象機器 

（ディーゼル発電機燃料油貯油槽～ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

～可搬型タンクローリー流路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

燃料油移送ポンプ出口連

絡サンプリング弁 

全閉 

→全開 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 
手動操作  

燃料油移送ポンプ出口Ａ

側連絡弁 

又は 

燃料油移送ポンプ出口Ｂ

側連絡弁 

全閉 

→全開 

周辺補機棟

T.P.17.8m 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 
手動操作  

Ａ－燃料油 

サービスタンク入口弁 

又は 

Ｂ－燃料油 

サービスタンク入口弁 

全開 

→全閉 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 
手動操作  

Ａ－燃料油サービス 

タンク油面制御元弁 

又は 

Ｂ－燃料油サービス 

タンク油面制御元弁 

全開 

→全閉 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 
手動操作  

Ａディーゼル発電機 

コントロールセンタ 

遮断器 

（Ａ－ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ） 

又は 

Ｂディーゼル発電機 

コントロールセンタ 

遮断器 

（Ｂ－ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ） 

切 

→入 

周辺補機棟 

T.P.10.3m 

周辺補機棟 

T.P.10.3m 

操作器 

操作 
 

可搬型タンクローリー 

マンホール 

閉止 

→開放 
屋外 屋外 手動操作  

ホース 
ホース

接続 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

～屋外 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

及び屋外 

手動操作  
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表 2.14.38 操作対象機器 

（燃料タンク（SA）～可搬型タンクローリー流路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

燃料タンク（SA）給油口 
閉止 

→開放 
屋外 屋外 手動操作  

可搬型タンクローリー 

給油ポンプ 

停止 

→運転 
屋外 屋外 

操作器 

操作 
 

ホース 
ホース

接続 
屋外 屋外 手動操作  

 

表 2.14.39 操作対象機器 

（可搬型タンクローリー～代替非常用発電機流路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

可搬型タンクローリー 

給油ポンプ 

停止 

→運転 
屋外 屋外 

操作器 

操作 
 

ホース 
ホース

引出し 
屋外 屋外 手動操作  

 

表 2.14.40 操作対象機器 

（代替非常用発電機～非常用高圧母線（6-A）及び非常用高圧母線（6-B）電路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

Ａ－代替非常

用発電機 

及び 

Ｂ－代替非常

用発電機 

発電機 
停止 

→運転 
屋外 

（３号炉東

側 32m エリ

ア） 

中央制御室 
操作器 

操作 

設置場所 

からの 

手動投入 

操作も 

可能 
遮断器 

切 

→入 

６－Ａ母線遮断器 

（SA 用代替電源受電） 

切 

→入 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

操作器 

操作 
 

６－Ｂ母線遮断器 

（SA 用代替電源受電） 

切 

→入 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

操作器 

操作 
 

 

以下に，常設代替交流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。 
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a. 代替非常用発電機 

常設代替交流電源設備の代替非常用発電機は，全交流動力電源喪失時に中央

制御室の操作にて速やかに起動可能な設計とする。なお，中央制御室及び設置場

所の操作器等により操作が可能な設計とし，操作器は，誤操作防止のために名称

等により識別可能とすることで操作者の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分な

操作空間を確保し，容易に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

b. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

常設代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，ディーゼル発電

機燃料油貯油槽給油口の手動操作により，設置場所で確実に操作可能な設計と

する。 

（57－2，57－4） 

 

c. 燃料タンク（SA） 

常設代替交流電源設備の燃料タンク（SA）は，燃料タンク（SA）給油口の手動

操作により，設置場所で確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

d. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，設置場所で

の操作器により操作が可能な設計とし，誤操作防止のために名称等により識別

可能とすることで操作者の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分な操作空間を確

保し，容易に操作可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，燃料油移送ポンプ出口連絡サンプリ

ング弁，燃料油移送ポンプ出口連絡弁及び燃料油サービスタンク入口弁の手動

操作により，設置場所で確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

e. 可搬型タンクローリー 

常設代替交流電源設備の可搬型タンクローリーは，設置場所にて付属の操作

器からの操作器操作で起動する設計とする。可搬型タンクローリーは付属の操

作器を操作するにあたり，操作者のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確

保する。また，それぞれの操作対象については名称等により識別可能とし，操作

者の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

可搬型タンクローリーは，ディーゼル発電機燃料油貯油槽及び T.P.10.3m 原

子炉補助建屋海側燃料油移送配管屋外接続口並びに燃料タンク（SA）まで移動可

能な車両設計とするとともに，設置場所にて車輪止めによる固定等が可能な設

計とする。 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具及び技量は必要とせず，簡便な接続方

法により，容易かつ確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 
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f. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

常設代替交流電源設備の代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤は操作不要で

ある。 

（57－2，57－4） 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第１項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は

検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

a. 代替非常用発電機 

常設代替交流電源設備の代替非常用発電機は，表 2.14.41 に示すように，発

電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，特性試験，分解点検及び外観

点検が可能な設計とする。 

代替非常用発電機の運転性能の確認として，発電機の運転状態として電圧，電

流及び周波数の確認が可能な設計とすることにより出力性能の確認が可能な設

計とする。また，発電機の部品状態の確認として，目視等により性能に影響を及

ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことを確認する分解点検が可能な設計と

する。また，代替非常用発電機ケーブルについて，絶縁抵抗測定が可能な設計と

する。 

（57－3） 

 

表 2.14.41 代替非常用発電機の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 

代替非常用発電機の出力性能（電圧，電流及び

周波数）の確認 

代替非常用発電機の運転状態の確認 

特性試験 搭載機器部の絶縁抵抗の確認 

分解点検 
搭載機器部の各部の点検，手入れ，清掃及び消

耗部品の取替え 

外観点検 各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 
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b. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

常設代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，表 2.14.42 に示

すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観点検，漏えい試験及び開放点

検が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽内面の確認として，目視により性能に影響を

及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことの確認が可能な設計とする。 

具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり，内面の点検が可能な設

計とする。 

また，ディーゼル発電機燃料油貯油槽の漏えい試験の実施が可能な設計とす

る。具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽は油面レベルの確認が可能な計器を設ける設

計とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.42 ディーゼル発電機燃料油貯油槽の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観点検 
各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

開放点検 

各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽内面の損傷，腐

食等の有無を目視等で確認 

 

c. 燃料タンク（SA） 

常設代替交流電源設備の燃料タンク（SA）は，表 2.14.43 に示すように，発電

用原子炉の運転中又は停止中に外観点検，漏えい試験及び開放点検が可能な設

計とする。 

燃料タンク（SA）内面の確認として，目視により性能に影響を及ぼすおそれの

ある損傷，腐食等がないことの確認が可能な設計とする。具体的にはタンク上部

のマンホールが開放可能であり，内面の点検が可能な設計とする。 

また，燃料タンク（SA）の漏えい試験の実施が可能な設計とする。 

具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

燃料タンク（SA）は油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。 

（57－3） 
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表 2.14.43 燃料タンク（SA）の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観点検 
各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

開放点検 

各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

燃料タンク（SA）内面の損傷，腐食等の有無を

目視等で確認 

 

d. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，表 2.14.44

に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，漏えい試

験，分解点検及び外観点検が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，運転性能の確認として，ディーゼル発

電機燃料油移送ポンプの吐出圧力，ポンプ周りの振動，異音，異臭等の確認が可

能な設計とする。具体的には，試験用の系統を構成することにより機能・性能試

験が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプの部品状態の確認として，目視等により性

能に影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことを確認する分解点検が可

能な設計とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.44 ディーゼル発電機燃料油移送ポンプの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 
試運転を行い，振動，異音，異臭等の有無を確

認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

分解点検 
各部の分解並びに各部の点検，手入れ，清掃及

び消耗部品の取替え 

外観点検 各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 
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e. 可搬型タンクローリー 

常設代替交流電源設備の可搬型タンクローリーは，表2.14.45に示すように，

発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えい試験，機能・性能試験，分解点検又は

取替え並びに外観点検が可能な設計とする。また，可搬型タンクローリーは車両

として運転状態の確認及び外観点検が可能な設計とする。 

可搬型タンクローリーは，油量及び漏えいの確認が可能なように油面計又は

検尺口を設け，かつ，内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とす

る。さらに，可搬型タンクローリーは車両としての運転状態の確認及び外観の確

認が可能な設計とする。可搬型タンクローリー付ポンプは，通常系統にて機能・

性能確認ができる設計とし，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観点検として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐食

等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.45 可搬型タンクローリーの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

機能・性能試験 
安全弁の作動確認及び計器校正の実施 

車両走行状態の確認 

分解点検 

各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

タンク内面の損傷，腐食等の有無を目視等で確

認 

搭載機器部の分解又は取替え 

外観点検 
各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

可搬型タンクローリー外観の確認 

 

i. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

常設代替交流電源設備の代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤は，表 2.14.46

に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に特性試験及び外観点検が可

能な設計とする。 

代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤の外観点検として，目視等により性能

に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと及び性能確認として絶縁抵抗測定

が可能な設計とする。 

（57－3） 
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表 2.14.46 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観点検 各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっ

ては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

常設代替交流電源設備は，本来の用途以外の用途には使用しない。なお，必要

な常設代替交流電源設備の操作の対象機器は表 2.14.36～40 と同様である。 

非常用交流電源設備から常設代替交流電源設備へ切り替えるために必要な電源

系統の操作は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成から非常用

交流電源設備の隔離及び常設代替交流電源設備の接続として，非常用高圧母線（6-

A）及び非常用高圧母線（6-B）の遮断器を設けることにより，速やかな切替えが可

能な設計とする。また，必要な燃料油設備の操作は，ディーゼル発電機燃料油貯

油槽給油口，燃料油移送ポンプ出口連絡サンプリング弁，燃料油移送ポンプ出口

連絡弁及び燃料油サービスタンク入口弁を設けることにより，想定される重大事

故等時において，通常時の系統構成から速やかな切替えが可能な設計とする。 

これにより，図 2.14.15～19 で示すタイムチャートのとおり速やかに切替えが

可能である。 

（57－4） 
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図 2.14.15 代替非常用発電機による非常用高圧母線（6-A） 

及び非常用高圧母線（6-B）受電のタイムチャート* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.14.16 可搬型タンクローリーによる代替非常用発電機への 

燃料補給のタイムチャート* 

（ホース使用時） 

 

 

 

 

代替非常用発電機によるメタクラ，

パワーコントロールセンタ

代替非常用発電機によるメタクラ， （Ａ系)給電開始

パワーコントロールセンタ 40分

（Ｂ系)給電開始 代替非常用発電機による

15分 45分 コントロールセンタＡ系

及びＢ系給電開始

メタクラＢ系受電準備※1 ②a

代替非常用発電機の起動※2 ④a

メタクラＡ系受電準備※1 ⑰a

　

移動，メタクラＢ系受電準備※3 ③a

メタクラＢ系受電操作※1 ⑩a

コントロールセンタＢ系受電操作※1 ⑪a

メタクラＡ系受電準備※1 ⑱a

メタクラＡ系受電操作※1 ⑳a

コントロールセンタＡ系及び

Ｂ系受電操作，受電確認※1

移動，メタクラＢ系受電準備※3 ③a

メタクラＡ系受電準備※1 ⑱a

※1：機器の操作時間に余裕を見込んだ時間
※2：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間
※3：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

手順の項目 要員（数）

▽

経過時間（分）

▽

▽

代替非常用発電機
によるメタクラＡ
系及びメタクラＢ
系受電
（中央制御室起動
の場合）

運転員
（中央制御室）Ａ

１

運転員
（現場）Ｂ

１

災害対策要員
Ａ，Ｂ

２

㉑a

操作手順

備考10 20 30 40 50 60 70 80

ディーゼル発電機燃料貯油槽から

可搬型タンクローリーへの燃料補給

105分 

保管場所への移動※1※2 ③a

可搬型タンクローリー移動，準備，

ホース敷設※3

燃料汲み上げ※4 ⑧a～⑩a

※1：可搬型タンクローリーの保管場所は１号炉西側31mエリア及び２号炉東側31mエリア(b)
※2：緊急時対策所から１号炉西側31mエリアまでの移動時間に余裕を見込んだ時間
※3：可搬型タンクローリーの移動時間として，１号炉西側31mエリアからディーゼル発電機燃料油貯油槽までを想定した移動時間及び
　　 ホース敷設実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※4：可搬型タンクローリーの燃料汲み上げを想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

経過時間（時間）
備考1 2 3

手順の項目 要員（数） 操作手順

ディーゼル発電機
燃料油貯油槽から
可搬型タンクロー
リーの燃料補給

災害対策要員
Ａ，Ｂ

２ ④a～⑦a

▽

繰り返し
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図 2.14.17 可搬型タンクローリーによる代替非常用発電機への 

燃料補給のタイムチャート* 

（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ使用時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.14.18 燃料タンク（SA）から可搬型タンクローリーへの燃料補給のタイムチ

ャート* 

 

  

ディーゼル発電機燃料油貯油槽から

可搬型タンクローリーへの燃料補給

165分 

保管場所への移動※1※2 ④b

可搬型タンクローリー移動，

ホース敷設，接続※3

可搬型タンクローリー移動，準備※4 ④b⑨b

燃料汲み上げ※5 ⑪b⑬b

移動，系統構成※6 ⑦b

燃料油移送ポンプ受電準備
※7

⑧
b

燃料油移送ポンプ起動※8 ⑩b

燃料油移送ポンプ停止※8 ⑫b

※1：可搬型タンクローリーの保管場所は１号炉西側31mエリア及び２号炉東側31mエリア(b)，
　　 ホースの保管場所は原子炉建屋内
※2：緊急時対策所から１号炉西側31mエリアまでの移動時間に余裕を見込んだ時間
※3：可搬型タンクローリーの移動時間として，１号炉西側31mエリアから原子炉補助建屋付近までを想定した移動時間及び
　　 ホース敷設実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※4：可搬型タンクローリーの移動時間として原子炉補助建屋付近から３号出入管理室横通路までを想定した移動時間，
　　 可搬型タンクローリーの給油準備実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※5：可搬型タンクローリーの燃料汲み上げを想定した作業時間に余裕を見込んだ時間
※6：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間
※7：燃料油移送ポンプ受電準備に余裕を見込んだ時間
※8：機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

ディーゼル発電機
燃料油貯油槽から
可搬型タンクロー
リーへの補給
（ディーゼル発電
機燃料油移送ポン
プにより補給する
場合）

災害対策要員
Ａ，Ｂ

２
④b～⑥b

運転員
（現場）Ａ

１

備考3 4

操作手順

経過時間(時間)

1 2

手順の項目 要員（数）

▽

繰り返し

繰り返し

燃料タンク（SA）から

可搬型タンクローリーへの燃料補給

105分 

保管場所への移動※1※2 ③c

可搬型タンクローリー移動，準備，

ホース敷設
※3

燃料汲み上げ※4 ⑧c～⑩c

※1：可搬型タンクローリーの保管場所は１号炉西側31mエリア及び２号炉東側31mエリア(b)
※2：緊急時対策所から１号炉西側31mエリアまでの移動時間に余裕を見込んだ時間
※3：可搬型タンクローリーの移動時間として，１号炉西側31mエリアから燃料タンク（SA）までを想定した移動時間及び
　　 ホース敷設実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※4：可搬型タンクローリーの燃料汲み上げを想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

経過時間（時間）
備考1 2 3

手順の項目 要員（数） 操作手順

燃料タンク（SA）
から可搬型タンク
ローリーの燃料補
給

災害対策要員
Ａ，Ｂ

２ ④c～⑦c

▽

繰り返し
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図 2.14.19 可搬型タンクローリーによる代替非常用発電機への 

燃料補給のタイムチャート* 

 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状

況についての「1.14 電源の確保に関する手順等」で示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第１項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備は，表 2.14.47 に示すように，通常時は電源となる代替

非常用発電機を非常用所内電気設備と切り離し，また，可搬型タンクローリーを

ディーゼル発電機燃料油貯油槽，ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ及び燃料タ

ンク（SA）と切り離して保管することで隔離する系統構成としており，重大事故

等時に接続，弁操作，遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成

とすることで，非常用交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備に対して悪影響

を及ぼさない設計とする。 

可搬型タンクローリーは，車輪止めによる固定等をすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

なお，代替非常用発電機は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

（57－4，57－6） 

 

  

55分 燃料補給完了

移動※1 ②a

燃料補給準備※2 ②a～④a

代替非常用発電機への補給※2 ⑤a⑦a

※1：可搬型タンクローリーの移動時間は，代替非常用発電機までの移動距離に応じた時間
※2：代替非常用発電機への補給は類似作業の実績に余裕を見込んだ想定時間

２

▽

経過時間（時間）
備考1 2 3

手順の項目 要員（数） 操作手順

代替非常用発電機
への補給

災害対策要員
Ａ，Ｂ
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表 2.14.47 他系統との隔離 

取合い系統 系統隔離 駆動方式 状態 

非常用高圧母線 

６－Ａメタクラ遮断器 

（SA 用代替電源受電） 
電気作動 通常時切 

６－Ｂメタクラ遮断器 

（SA 用代替電源受電） 
電気作動 通常時切 

非常用交流電源設

備 

Ａ１－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 
手動 

通常時 

閉止 

Ａ２－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 
手動 

通常時 

閉止 

Ｂ１－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 
手動 

通常時 

閉止 

Ｂ２－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 
手動 

通常時 

閉止 

燃料油移送ポンプ 

出口連絡サンプリング弁 
手動 

通常時 

切離し 

可搬型代替交流電

源設備 
燃料タンク（SA）給油口 手動 

通常時 

閉止 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び

復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所

の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備の操作に必要な機器の設置場所及び操作場所を表

2.14.36～40 に示す。 

これらの操作場所は，想定される重大事故等時における放射線量が高くなるお

それが少ないため，屋外，中央制御室，周辺補機棟又は原子炉補助建屋内で操作

可能な設計とする。 

（57－2） 

 

2.14.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43 条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第２項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 
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a. 代替非常用発電機 

常設代替交流電源設備の代替非常用発電機は，想定される重大事故等時にお

いて，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料ピット内の燃料体

等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために，

必要となる最大負荷約 2,139kW 及び連続負荷約 1,645kW よりも十分な余裕を有

する，約 1,380kW／台（力率 0.8 において約 1,725kVA／台）を２台有する設計

とし，約 2,760kW を確保する設計とする。 

（57－5） 

 

b. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

常設代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，想定される重大

事故等時において，同時にその機能を発揮することを要求される重大事故等対

処設備が，７日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 182.3kL を上回る，

容量約 540kL を有する設計とする。 

（57－5） 

 

c. 燃料タンク（SA） 

常設代替交流電源設備の燃料タンク（SA）は，想定される重大事故等時におい

て，同時にその機能を発揮することを要求される可搬型重大事故等対処設備が，

７日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 44.2kL を上回る，容量約 50kL

を有する設計とする。 

（57－5） 

 

d. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，代替非常用

発電機の燃料消費量を上回る，容量約 26kL/h／台，吐出圧力約 0.3MPa 及び原動

機出力約 11kW／台を２台有する設計とする。 

（57－5） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。 

ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用

原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子

炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計

とする。 
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(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第２項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能

と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備及

びその燃料油設備に対して，多様性及び位置的分散を図り，共通要因によって同

時に機能が損なわれるおそれがないよう設計する。これらの詳細については，

2.14.2.2.3 項に記載のとおりである。 

（57－2，57－4，57－9） 

 

2.14.2.2.4.3 設置許可基準規則第 43 条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第３項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容量を有

するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 

 

a. 可搬型タンクローリー 

常設代替交流電源設備の可搬型タンクローリーは，想定される重大事故等時

において，その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給

できる容量を有する設計とする。 

容量としては重大事故等時において，その機能を発揮することを要求される

代替非常用発電機及び緊急時対策所用発電機並びに可搬型大型送水ポンプ車の

連続運転が可能な燃料を，それぞれ代替非常用発電機及び緊急時対策所用発電

機並びに可搬型大型送水ポンプ車に供給できる容量を有するものを１セット２

台使用する。保有数は１セット２台と，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として２台の合計４台を分散して保管する。 

（57－5，57－11） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉

施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあ

っては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以上の系

統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部の規格の統

一その他の適切な措置を講じたものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

常設代替交流電源設備の接続が必要な可搬型タンクローリーホース（ディーゼ

ル発電機燃料油移送ポンプ使用時は配管・弁類を含む。）は，現場で容易に接続可

能な設計とする。表 2.14.48～50 に対象機器の接続場所を示す。 

（57－2，57－4） 

 

表 2.14.48 接続対象機器設置場所 

（ディーゼル発電機燃料油貯油槽～代替非常用発電機流路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

可搬型タンクローリー 
ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽 
屋外 

ホース挿入に

よる接続 

可搬型タンクローリー 代替非常用発電機 屋外 ノズル接続 

 

表 2.14.49 接続対象機器設置場所 

（ディーゼル発電機燃料油貯油槽～ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

～代替非常用発電機流路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

可搬型タンクローリー 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

出口連絡 

サンプリングライン 

屋外 

原子炉補助建屋 

T.P.17.8m 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

継手接続 

可搬型タンクローリー 代替非常用発電機 屋外 ノズル接続 

 

表 2.14.50 接続対象機器設置場所 

（燃料タンク（SA）～代替非常用発電機流路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

可搬型タンクローリー 燃料タンク（SA） 屋外 
ホース挿入に

よる接続 

可搬型タンクローリー 代替非常用発電機 屋外 ノズル接続 

 

以下に，常設代替交流電源設備を構成する主要設備の確実な接続性を示す。 
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a. 可搬型タンクローリー 

常設代替交流電源設備の可搬型タンクローリーとディーゼル発電機燃料油貯

油槽又は燃料タンク（SA）の接続については，ホースを接続するために，ディー

ゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）の給油口を開放して給油口内にホ

ースを挿入して接続することにより，容易かつ確実に接続可能な設計とする。 

常設代替交流電源設備の可搬型タンクローリーとディーゼル発電機燃料油移

送ポンプ出口連絡サンプリングラインの接続については，ホースを接続するた

めに，ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ出口連絡サンプリングラインにホー

スを簡便な接続方法で接続することにより，容易かつ確実に接続可能な設計と

する。 

（57－2，57－4） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第３項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することができな

くなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水

又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に

設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

a. 可搬型タンクローリー 

常設代替交流電源設備の可搬型タンクローリーを接続するディーゼル発電機

燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）は，100m 以上離隔を確保し，各々の接続箇

所が共通要因により接続不可とならない設計とする。 

（57－2） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第３項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設

置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放射線量が高く

なるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な

措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備の可搬型タンクローリーの接続場所は，表 2.14.48～50

と同様である。これらの接続場所は，想定される重大事故等時における放射線量

が高くなるおそれが少ないため，接続場所で操作可能な設計とする。 

（57－2） 
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(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第３項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の

条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備の可搬型設備である可搬型タンクローリーは，地震，津

波その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影

響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，

非常用交流電源設備と 100m 以上の離隔で位置的分散を図り，１号炉西側 31m エリ

ア及び２号炉東側 31m エリア(b)の複数箇所に分散して保管する設計とする。 

（57－2） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備を

運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路が確

保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

常設代替交流電源設備の可搬型設備である可搬型タンクローリーは，想定され

る重大事故等が発生した場合においても，保管場所から配備場所までの経路につ

いて，設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，複数のアクセスルー

トを確保する設計とする（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルー

トについて」参照）。 

（57－7） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準規

則第 43 条第３項第七号） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準事故対

処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大

事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたものである

こと。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備のうち，ディーゼル発電機燃料油貯油槽及び燃料タンク

（SA）から代替非常用発電機まで燃料移送する設備は，共通要因によって，設計

基準事故対処設備である非常用交流電源設備と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，表 2.14.51 で示すとおり，多様性及び位置的分散を図る設計とす

る。 

（57－2，57－4，57－9） 

 

表 2.14.51 常設代替交流電源設備の多様性及び位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設

備 

燃料源 

ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

ディーゼル発電機 

燃料油サービスタンク 

＜周辺補機棟 

T.P.17.8m＞ 

ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

燃料タンク（SA） 

＜屋外＞ 

 

代替非常用発電機 

（発電機搭載燃料） 

＜屋外＞ 

ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

燃料タンク（SA） 

＜屋外＞ 

 

可搬型代替電源車 

（車載燃料） 

＜屋外＞ 

燃料流

路 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

＜ディーゼル発電機建

屋 T.P.6.2m＞ 

可搬型タンクローリー 

＜屋外（１号炉西側

31m エリア 

及び２号炉東側 31m 

エリア(b)）＞ 

 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

＜ディーゼル発電機建

屋 T.P.6.2m＞ 

可搬型タンクローリー 

＜屋外（１号炉西側

31m エリア 

及び２号炉東側 31m 

エリア(b)）＞ 

 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

＜ディーゼル発電機建

屋 T.P.6.2m＞ 
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2.14.2.3 所内常設蓄電式直流電源設備 

2.14.2.3.1 設備概要 

所内常設蓄電式直流電源設備は，全交流動力電源喪失した場合，直流電源が必要

な設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著

しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷及

び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するも

のである。 

本系統は，全交流動力電源喪失時に直流電源が必要な設備に電源供給する「蓄電

池（非常用）」及び「後備蓄電池」並びに交流電源復旧後に直流電源が必要な設備に

電源供給する「Ａ充電器」及び「Ｂ充電器」で構成する。 

本系統の概要図を図 2.14.20～24 に，本系統に関する重大事故等対処設備一覧を

表 2.14.52 に示す。 

本系統は，全交流動力電源喪失直後に蓄電池（非常用）から設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備に電源供給を行い，全交流動力電源喪失から１時間以内

に中央制御室及び中央制御室に隣接する安全系計装盤室において，全交流動力電源

喪失から８時間後に，不要な負荷の切離しを行い，蓄電池（非常用）及び後備蓄電

池を組み合わせることにより全交流動力電源喪失から 24 時間必要な負荷に電力を

供給することが可能である。 

なお，交流電源である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備の復旧

後に，交流電源をＡ充電器，Ｂ充電器及び蓄電池（非常用）を経由してＡ直流母線

及びＢ直流母線に接続することで，電力を供給できる設計とする。 
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安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ( ト レ ン

B)( 保 守 用 ) （ S F M B 5 , 6 ）
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B)( 保 守 用 ) （ S F M B 1 , 2 ）
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安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

B )( 運 転 用 ) （ S F O B 3 ）
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（ 自 動 制 御 盤 ）

原 子 炉 安 全 保 護 盤( チ ャ ン ネ ル ) 炉 外 核 計

装 信 号 処 理 部( 計 装 用 電 源 )( 主 系)
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各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

共 通 要 因 故 障 対 策 操 作 盤

各 負 荷

共 通 要 因 故 障 対 策 操 作 盤

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ａ グ ル ー プ ２ )( １ 系)

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ａ グ ル ー プ ３ )( １ 系)

各 負 荷

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御 盤( 発 電 機 盤)

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御 盤( 励 磁 機 盤)

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御 盤( 発 電 機 盤)

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御 盤( 励 磁 機 盤)

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷
安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ｂ グ ル ー プ ２ )( ２ 系 )

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ｂ グ ル ー プ ３)( ２ 系 )

各 負 荷

各 負 荷
安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ｂ グ ル ー プ ２ )( １ 系)

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ｂ グ ル ー プ ３ )( １ 系 )

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

A )( 保 守 用) （ S F M A 3 , 4 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ( ト レ ン

A )( 保 守 用) （ S F M A 7 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ( ト レ ン

A )( 保 守 用 ） （ S F M A 1 , 2 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

A )( 保 守 用 ） （ S F M A 5 , 6 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ( ト レ ン

B )( 保 守 用) （ S F M B 5 , 6 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ( ト レ ン

B )( 保 守 用) （ S F M B 1 , 2 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ( ト レ ン

B )( 運 転 用) （ S F O B 2 ）

共 通 要 因 故 障 対 策 盤

（ 自 動 制 御 盤 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ( ト レ ン

B)( 保 守 用) （ S F M B 7 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

B )( 保 守 用) （ S F M B 3 , 4 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

B)( 運 転 用) （ S F O B 3 ）

原 子 炉 安 全 保 護 盤( チ ャ ン ネ ル ) 炉 外 核 計

装 信 号 処 理 部( 計 装 用 電 源)( 主 系)

Ⅳ

原 子 炉 安 全 保 護 盤( チ ャ ン ネ ル ) 炉 外 核 計

装 信 号 処 理 部( 制 御 用 電 源 )( 主 系)
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デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御 盤( 発 電 機 盤)

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御 盤( 励 磁 機 盤)

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

共 通 要 因 故 障 対 策 操 作 盤
安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

A )( 保 守 用) （ S F M A 3 , 4 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ( ト レ ン

A)( 保 守 用 ) （ S F M A 7 ）

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ａ グ ル ー プ ２ )( １ 系)

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ａ グ ル ー プ ３ )( １ 系)

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

A )( 保 守 用 ） （ S F M A 1 , 2 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

A)( 保 守 用 ） （ S F M A 5 , 6 ）

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ｂ グ ル ー プ ２ )( １ 系)

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ｂ グ ル ー プ ３ )( １ 系 )

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

B )( 保 守 用) （ S F M B 5 , 6 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

B )( 保 守 用) （ S F M B 1 , 2 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

B)( 運 転 用 ) （ S F O B 2 ）

共 通 要 因 故 障 対 策 盤

（ 自 動 制 御 盤 ）
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( ト レ ン Ｂ グ ル ー プ ２ )( ２ 系)

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤
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B )( 保 守 用) （ S F M B 7 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

B )( 保 守 用) （ S F M B 3 , 4 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ( ト レ ン
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原 子 炉 安 全 保 護 盤 ( チ ャ ン ネ ル ) 炉 外 核 計

装 信 号 処 理 部 ( 計 装 用 電 源)( 主 系 )
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表 2.14.52 所内常設蓄電式直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

蓄電池（非常用）*1【常設】 

後備蓄電池*2【常設】 

Ａ充電器【常設】 

Ｂ充電器【常設】 

附属設備 － 

燃料流路 － 

電路 

Ａ蓄電池及びＡ充電器～Ａ直流母線*3電路【常設】 

Ｂ蓄電池及びＢ充電器～Ｂ直流母線*4電路【常設】 

 

Ａ後備蓄電池～Ａ直流母線電路*3【常設】 

Ｂ後備蓄電池～Ｂ直流母線電路*4【常設】 

計装設備（補助）*5 

６－Ａ母線電圧 

６－Ｂ母線電圧 

Ａ直流コントロールセンタ母線電圧 

Ｂ直流コントロールセンタ母線電圧 

*1：蓄電池（非常用）は，Ａ蓄電池及びＢ蓄電池により構成される。 

*2：後備蓄電池は，Ａ後備蓄電池及びＢ後備蓄電池により構成される。 

*3：Ａ直流母線は，Ａ直流コントロールセンタにより構成される。 

*4：Ｂ直流母線は，Ｂ直流コントロールセンタにより構成される。 

*5：計装設備については，「2.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

 

2.14.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 蓄電池（非常用） 

組    数：２ 

電    圧：約 130V 

容    量：約 2,400Ah（１組当たり） 

取 付 箇 所：原子炉補助建屋 T.P.10.3m 

 

(2) 後備蓄電池 

組    数：２ 

電    圧：約 130V 

容    量：約 2,400Ah（１組当たり） 

取 付 箇 所：原子炉補助建屋 T.P.14.2m 
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(3) Ａ充電器 

台    数：１ 

直流出力電圧：129V 

直流出力電流：約 700A 

取 付 箇 所：原子炉補助建屋 T.P.10.3m 

 

(4) Ｂ充電器 

台    数：１ 

直流出力電圧：129V 

直流出力電流：約 700A 

取 付 箇 所：原子炉補助建屋 T.P.10.3m 

 

2.14.2.3.3 独立性及び位置的分散の確保 

所内常設蓄電式直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設

備と同時にその機能が損なわれることがないよう，表 2.14.53 で示すとおり，位置

的分散を図った設計とする。蓄電池（非常用）は，Ａ直流母線及びＢ直流母線に直

流電源を給電することで，ディーゼル発電機の交流を直流に変換する電路を用いた

直流電源からの給電に対して，多様性を有する設計とする。後備蓄電池は，Ａ直流

母線及びＢ直流母線に直流電源を給電することで，ディーゼル発電機の交流を直流

に変換する電路を用いた直流電源からの給電に対して，多様性を有する設計とする。

蓄電池（非常用）及び後備蓄電池は，ディーゼル発電機建屋内のディーゼル発電機

と異なる原子炉補助建屋内に設置することで，位置的分散を図る設計とする。また，

後備蓄電池は，原子炉補助建屋内の蓄電池（非常用）と異なる区画に設置すること

で，位置的分散を図る設計とする。蓄電池（非常用）及び後備蓄電池を使用した代

替電源系統は，蓄電池（非常用）からＡ直流母線及びＢ直流母線までの電源系統並

びに後備蓄電池からＡ直流母線及びＢ直流母線までの電源系統において，独立した

電路で系統構成することにより，ディーゼル発電機の交流を直流に変換する電路を

用いたＡ直流母線及びＢ直流母線までの電源系統に対して，独立した設計とする。

また，後備蓄電池を使用した代替電源系統は，後備蓄電池からＡ直流母線及びＢ直

流母線までの電源系統において，独立した電路で系統構成することにより，蓄電池

（非常用）からＡ直流母線及びＢ直流母線までの電源系統に対して，独立した設計

とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，表 2.14.54 で示すとおり，地震，津波，火災及

び溢水により同時に故障することを防止するため，非常用交流電源設備との独立性

を確保する設計とする。 

（57－2，57－4，57－10） 
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表 2.14.53 所内常設蓄電式直流電源設備の位置的分散 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 所内常設蓄電式直流電源設備 

電源 

ディーゼル発電機 

＜ディーゼル発電機建屋  

T.P.10.3m＞ 

Ａ蓄電池 

Ｂ蓄電池 

＜いずれも原子炉補助建屋 

T.P.10.3m＞ 

 

Ａ後備蓄電池 

Ｂ後備蓄電池 

＜いずれも原子炉補助建屋 

T.P.14.2m＞ 

 

Ａ充電器 

Ｂ充電器 

＜いずれも原子炉補助建屋 

T.P.10.3m＞ 

 

電路 

Ａ－ディーゼル発電機～ 

非常用高圧母線（6-A）電路 

 

Ｂ－ディーゼル発電機～ 

非常用高圧母線（6-B）電路 

Ａ蓄電池及びＡ充電器～ 

Ａ直流母線電路 

 

Ｂ蓄電池及びＢ充電器～ 

Ｂ直流母線電路 

 

Ａ後備蓄電池～Ａ直流母線電路 

 

Ｂ後備蓄電池～Ｂ直流母線電路 
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表 2.14.54 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 所内常設蓄電式直流電源設備 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備は，耐震Ｓクラス設計と

し，重大事故等対処設備の所内常設蓄電式直流電源設備は，基準地震

動で機能維持可能な設計とすることで，基準地震動が共通要因とな

り，同時にその機能が損なわれることのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備は，基準津波の影響を受

けないディーゼル発電機建屋，周辺補機棟及び屋外に設置し，重大事

故等対処設備の所内常設蓄電式直流電源設備は，基準津波の影響を受

けない原子炉補助建屋内へ設置することで，津波が共通要因となり，

同時に故障することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備及び重大事故等対処設

備の所内常設蓄電式直流電源設備は，火災が共通要因となり，同時に

故障することのない設計とする（「共－８ 重大事故等対処設備の内

部火災に対する防護方針について」に示す。）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備及び重大事故等対処設

備の所内常設蓄電式直流電源設備は，溢水が共通要因となり，同時に

故障することのない設計とする（「共－９ 重大事故等対処設備の内

部溢水に対する防護方針について」に示す。）。 

 

2.14.2.3.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.2.3.4.1 設置許可基準規則第 43 条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の使

用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

a. 蓄電池（非常用） 

所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池（非常用）は，原子炉補助建屋 T.P.10.3m

に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，

原子炉補助建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.55 に示す設計と

する。 

（57－2） 
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表 2.14.55 想定する環境条件及び荷重条件（蓄電池（非常用）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉補助建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

原子炉補助建屋内に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉補助建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪に

よる影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

b. 後備蓄電池 

所内常設蓄電式直流電源設備の後備蓄電池は，原子炉補助建屋 T.P.14.2m に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，

原子炉補助建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.56 に示す設計と

する。 

（57－2） 

 

表 2.14.56 想定する環境条件及び荷重条件（後備蓄電池） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉補助建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

原子炉補助建屋内に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉補助建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪に

よる影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 
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c. Ａ充電器 

所内常設蓄電式直流電源設備のＡ充電器は，原子炉補助建屋 T.P.10.8m に設

置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，原子

炉補助建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表2.14.57に示す設計とする。 

（57－2） 

 

表 2.14.57 想定する環境条件及び荷重条件（Ａ充電器） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉補助建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

原子炉補助建屋内に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉補助建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪に

よる影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

d. Ｂ充電器 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ充電器は，原子炉補助建屋 T.P.10.8m に設

置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，原子

炉補助建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表2.14.58に示す設計とする。 

（57－2） 
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表 2.14.58 想定する環境条件及び荷重条件（Ｂ充電器） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉補助建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

原子炉補助建屋内に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉補助建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪に

よる影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備の全交流動力電源喪失から１時間以内に簡易な操

作で負荷の切離しを行う遮断器は，中央制御室及び中央制御室に隣接する安全系

計装盤室にて容易に操作可能な設計とし，全交流動力電源喪失から８時間後に不

要な負荷の切離しを行う遮断器は，中央制御室及び中央制御室に隣接する安全系

計装盤室以外の場所で容易に操作可能な設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備の後備蓄電池をＡ直流母線及びＢ直流母線に接続

する遮断器は，中央制御室にて容易に操作可能な設計とする。表 2.14.59～62 に

操作対象機器を示す。 

（57－4） 
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表 2.14.59 操作対象機器 

（全交流動力電源喪失から１時間を経過する前までの負荷切り離し操作） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

安全系 FDP プロセッサ

（トレンＡ）（保守用）

（SFMA1,2）遮断器 

（AC100V（主系）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

安全系 

計装盤室 

操作器 

操作 
 

安全系 FDP プロセッサ

（トレンＡ）（保守用）

（SFMA3,4） 

遮断器 

（AC100V（主系）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

安全系 

計装盤室 

操作器 

操作 
 

安全系 FDP プロセッサ

（トレンＡ）（保守用）

（SFMA5,6）遮断器 

（AC100V（主系）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

安全系 

計装盤室 

操作器 

操作 
 

安全系 FDP プロセッサ

（トレンＡ）（保守用）

（SFMA7）遮断器 

（AC100V（主系）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

安全系 

計装盤室 

操作器 

操作 
 

安全系現場制御監視盤 

（トレンＡグループ２） 

遮断器 

（AC100V（１系）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

安全系 

計装盤室 

操作器 

操作 
 

安全系現場制御監視盤 

（トレンＡグループ３） 

遮断器 

（AC100V（１系）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

安全系 

計装盤室 

操作器 

操作 
 

安全系 FDP プロセッサ

（トレンＢ）（保守用）

（SFMB1,2）遮断器 

（AC100V（主系）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

安全系 

計装盤室 

操作器 

操作 
 

安全系 FDP プロセッサ

（トレンＢ）（保守用）

（SFMB3,4）遮断器 

（AC100V（主系）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

安全系 

計装盤室 

操作器 

操作 
 

安全系 FDP プロセッサ

（トレンＢ）（保守用）

（SFMB5,6）遮断器 

（AC100V（主系）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

安全系 

計装盤室 

操作器 

操作 
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機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

安全系 FDP プロセッサ

（トレンＢ）（保守用）

（SFMB7）遮断器 

（AC100V（主系）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

安全系 

計装盤室 

操作器 

操作 
 

安全系 FDP プロセッサ

（トレンＢ）（運転用）

（SFOB2）遮断器 

（AC100V（主系）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

安全系 

計装盤室 

操作器 

操作 
 

安全系 FDP プロセッサ

（トレンＢ）（運転用）

(SFOB3)遮断器 

（AC100V（主系）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

安全系 

計装盤室 

操作器 

操作 
 

安全系現場制御監視盤

（トレンＢグループ２） 

遮断器 

（AC100V（１系）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

安全系 

計装盤室 

操作器 

操作 
 

安全系現場制御監視盤

（トレンＢグループ２） 

遮断器 

（AC100V（２系）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

安全系 

計装盤室 

操作器 

操作 
 

安全系現場制御監視盤

（トレンＢグループ３） 

遮断器 

（AC100V（１系）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

安全系 

計装盤室 

操作器 

操作 
 

安全系現場制御監視盤

（トレンＢグループ３） 

遮断器 

（AC100V（２系）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

安全系 

計装盤室 

操作器 

操作 
 

原子炉安全保護盤（チ

ャンネルⅣ）炉外核計

装信号処理部遮断器 

（計装用電源 AC100V

（主系）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

安全系 

計装盤室 

操作器 

操作 
 

原子炉安全保護盤（チ

ャンネルⅣ）炉外核計

装信号処理部遮断器 

（制御用電源 AC100V

（主系）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

安全系 

計装盤室 

操作器 

操作 
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機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

共通要因故障対策盤

（自動制御盤）遮断器 

（AC100V） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

安全系 

計装盤室 

操作器 

操作 
 

Ａ直流コントロール 

センタ遮断器 

(Ｃ計装用インバータ) 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

中央制御室 
操作器 

操作 
 

Ａ補助建屋直流 

分電盤遮断器 

（Ａ－共通要因故障 

対策操作盤） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

中央制御室 
操作器 

操作 
 

Ｂ補助建屋直流 

分電盤遮断器 

（Ｂ－共通要因故障 

対策操作盤） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

中央制御室 
操作器 

操作 
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表 2.14.60 操作対象機器 

（全交流動力電源喪失から８時間を経過した時点の負荷切り離し操作） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

Ａ直流コントロール 

センタ遮断器 

（Ａ－ディーゼル発電

機制御盤（発電機

盤）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

操作器 

操作 
 

Ａ直流コントロール 

センタ遮断器 

（Ａ－ディーゼル発電

機制御盤（励磁機

盤）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

操作器 

操作 
 

Ｂ直流コントロール 

センタ遮断器 

（Ｂ－ディーゼル発電

機制御盤（発電機

盤）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

操作器 

操作 
 

Ｂ直流コントロール 

センタ遮断器 

（Ｂ－ディーゼル発電

機制御盤（励磁機

盤）） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

操作器 

操作 
 

A1 計装用交流分電盤 

遮断器 

（不要な負荷） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

操作器 

操作 
 

B1 計装用交流分電盤 

遮断器 

（不要な負荷） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

操作器 

操作 
 

D1 計装用交流分電盤 

遮断器 

（不要な負荷） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

操作器 

操作 
 

Ｂ補助建屋直流分電盤

遮断器 

（不要な負荷） 

入 

→切 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

操作器 

操作 
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表 2.14.61 操作対象機器 

（Ａ後備蓄電池～Ａ直流母線電路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

Ａ直流コントロール 

センタ電源盤遮断器 

（Ａ後備蓄電池接続盤） 

切 

→入 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

中央制御室 
操作器 

操作 
 

 

表 2.14.62 操作対象機器 

（Ｂ後備蓄電池～Ｂ直流母線電路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

Ｂ直流コントロール 

センタ電源盤遮断器 

（Ｂ後備蓄電池接続盤） 

切 

→入 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

中央制御室 
操作器 

操作 
 

 

以下に，所内常設蓄電式直流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。 

 

a. 蓄電池（非常用） 

所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池（非常用）は操作不要である。 

（57－4） 

 

b. 後備蓄電池 

所内常設蓄電式直流電源設備の後備蓄電池は，中央制御室又は設置場所での

操作器により操作が可能な設計とし，誤操作防止のために名称等により識別可

能とすることで操作者の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分な操作空間を確保

することで，容易に操作可能な設計とする。 

（57－4） 

 

c. Ａ充電器 

所内常設蓄電式直流電源設備のＡ充電器は操作不要である。 

（57－4） 

 

d. Ｂ充電器 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ充電器は操作不要である。 

（57－4） 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第１項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は

検査ができるものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

a. 蓄電池（非常用） 

所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池（非常用）は，表 2.14.63 に示すよう

に，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観点検が可能な設

計とする。 

性能の確認として，蓄電池（非常用）の単体及び総電圧の確認が可能な設計と

し，蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また，蓄電池

単体については，電圧の確認が可能な設計とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.63 蓄電池（非常用）の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 

外観点検 各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

 

b. 後備蓄電池 

所内常設蓄電式直流電源設備の後備蓄電池は，表 2.14.64 に示すように，発

電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観点検が可能な設計と

する。 

性能の確認として，後備蓄電池の単体及び総電圧の確認が可能な設計とし，蓄

電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また，蓄電池単体に

ついては，電圧の確認が可能な設計とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.64 後備蓄電池の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 

外観点検 各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 
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c. Ａ充電器 

所内常設蓄電式直流電源設備のＡ充電器は，表 2.14.65 に示すように，発電

用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，外観点検及び特性試験が可能な

設計とする。 

性能の確認として，Ａ充電器の盤内外部の目視により性能に影響を及ぼすお

それのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常がないこと及び運転状

態により半導体素子の動作に異常がないことの確認が可能な設計とする。 

Ａ充電器の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.65 Ａ充電器の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 充電器の出力電圧の確認 

特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観点検 各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

 

d. Ｂ充電器 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ充電器は，表 2.14.66 に示すように，発電

用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，外観点検及び特性試験が可能な

設計とする。 

性能の確認として，Ｂ充電器の盤内外部の目視により性能に影響を及ぼすお

それのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常がないこと及び運転状

態により半導体素子の動作に異常がないことの確認が可能な設計とする。 

Ｂ充電器の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.66 Ｂ充電器の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 充電器の出力電圧の確認 

特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観点検 各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっ

ては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであ

ること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池（非常用）は，通常時において本来の用

途である設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備として電源供給しており，

所内常設蓄電式直流電源設備として電源供給元を切り替える操作を行うことなく，

継続して電源供給することが可能な設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備の後備蓄電池は，本来の用途以外の用途には使用

しない。後備蓄電池から電源を供給するために必要な電源系統の操作は，想定さ

れる重大事故等時において，速やかな電源供給が可能な設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池（非常用）及び後備蓄電池を組み合わ

せることにより，24 時間にわたり電源供給することが可能な設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備の負荷切離し操作の対象機器は表 2.14.59～60 と

同様であり，後備蓄電池による電源供給操作の対象機器は表 2.14.61～62 と同様

である。 

これにより図 2.14.25 で示すタイムチャートのとおり速やかに不要な負荷の切

り離し及び後備蓄電池による電源供給が可能である。 

（57－4） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.14.25 所内常設蓄電式直流電源設備による給電のタイムチャート* 

 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状

況についての「1.14 電源の確保に関する手順等」で示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第１項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

  

不要な直流負荷

不要な直流負荷切離し操作完了 切離し操作完了 Ｂ後備蓄電池投入 Ａ後備蓄電池投入

20分 510分 780分 1,020分

不要直流負荷切離し操作
※1 ⑤

Ｂ後備蓄電池投入※1 ⑧

Ａ後備蓄電池投入
※1 ⑪

移動，不要直流負荷切離し操作※2 ⑤

移動，不要直流負荷切離し操作
※2 ⑥

※1：機器の操作時間に余裕を見込んだ時間
※2：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

9 備考188 13 14 17

▽

操作手順

所内常設蓄電式直
流電源設備による
給電

運転員
（中央制御室）Ａ

１

運転員
（現場）Ｂ

１

手順の項目 要員（数）

▽ ▽ ▽

1

経過時間（時間）

2
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池（非常用）は，通常時は設計基準事故対

処設備の非常用直流電源設備として電源供給し，重大事故等時に系統構成を変更

することなく，重大事故等対処設備の所内常設蓄電式直流電源設備として電源供

給することで，他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備の後備蓄電池は，表 2.14.67 に示すように，通常

時は遮断器により非常用直流電源設備から隔離し，重大事故等時に遮断器操作に

より重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に対して悪影

響を及ぼさない設計とする。 

（57－4，57－6） 

 

表 2.14.67 他系統との隔離 

取合い系統 系統隔離 駆動方式 状態 

非常用直流電源設

備 

Ａ－直流コントロールセンタ電源盤 

遮断器 

（Ａ後備蓄電池接続盤） 

電気作動 通常時切 

非常用直流電源設

備 

Ｂ－直流コントロールセンタ電源盤 

遮断器 

（Ｂ後備蓄電池接続盤） 

電気作動 通常時切 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び

復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所

の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備の操作に必要な機器の設置場所及び操作場所を表

2.14.59～62 に示す。 

これらの操作場所は，想定される重大事故等時における放射線量が高くなるお

それが少ないため，中央制御室，安全系計装盤室又は原子炉補助建屋で操作可能

な設計とする。 

（57－2） 

 

2.14.2.3.4.2 設置許可基準規則第 43 条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第２項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，全交流動力電源喪失直後に蓄電池（非常用）

から設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に電源供給を行い，全交流動

力電源喪失から１時間以内に，中央制御室及び中央制御室に隣接する安全系計装

盤室において不要な負荷の切離しを行う。さらに，全交流動力電源喪失から８時

間後に，現場において不要な負荷の切離しを行い，蓄電池（非常用）及び後備蓄電

池を組み合わせることにより全交流動力電源喪失から 24 時間必要な負荷に電源

供給するために必要な容量として，蓄電池（非常用）は約 2,400Ah／組を２組，後

備蓄電池は約 2,400Ah／組を２組の合計４組を有する設計とする。 

（57－5） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

 

 (ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。 

ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用

原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子

炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用しな

い設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第２項第三号） 

 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能

と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源

設備に対して，位置的分散を図り，共通要因によって同時に機能が損なわれるお

それがないよう設計する。これらの詳細については，2.14.2.3.3 項に記載のとお

りである。 

（57－2，57－4，57－10） 
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2.14.2.4 可搬型代替直流電源設備 

2.14.2.4.1 設備概要 

可搬型代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪

失した場合，直流電源が必要な設備に電源を供給することにより，重大事故等が発

生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料ピット

内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止する

ことを目的として設置するものである。 

本系統は，ディーゼルエンジン及び発電機を搭載した「可搬型直流電源用発電機」，

可搬型直流電源用発電機から受電した交流電源を直流電源に変換する「可搬型直流

変換器」，可搬型直流電源用発電機の燃料を保管する「ディーゼル発電機燃料油貯油

槽」及び「燃料タンク（SA）」，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）

から可搬型直流電源用発電機まで燃料を運搬する「可搬型タンクローリー」，可搬型

直流電源用発電機を接続する「可搬型直流電源接続盤１」及び「可搬型直流電源接

続盤２」並びに可搬型直流変換器を接続する「Ａ後備蓄電池接続盤」及び「Ｂ後備

蓄電池接続盤」で構成する。 

可搬型代替直流電源設備は，可搬型直流電源用発電機を可搬型直流変換器を経由

し，Ａ直流母線及びＢ直流母線に接続することで，電力を供給できる設計とする。 

本系統の概要図を図 2.14.26～31 に，本系統に関する重大事故等対処設備一覧を

表 2.14.68 に示す。 

本系統は，可搬型直流電源用発電機を所定の接続先である可搬型直流電源接続盤

１又は可搬型直流電源接続盤２に接続し，可搬型直流変換器を所定の接続先である

Ａ後備蓄電池接続盤又はＢ後備蓄電池接続盤に接続した後，可搬型直流電源用発電

機及び可搬型直流変換器の操作器により起動し，Ａ直流母線又はＢ直流母線に接続

することで，必要な負荷に合計 24 時間以上，電源供給することが可能である。 

可搬型直流電源用発電機は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）

より可搬型タンクローリーを用いて可搬型直流電源用発電機に燃料を補給すること

で可搬型直流電源用発電機の運転を継続する。 

可搬型代替直流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的分散

については，2.14.2.4.3 項に詳細を示す。 
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原 子 炉 安 全 保 護 盤 ( チ ャ ン ネ ル ) 炉 外 核 計

装 信 号 処 理 部 ( 計 装 用 電 源)( 主 系 )

Ⅳ

原 子 炉 安 全 保 護 盤 ( チ ャ ン ネ ル ) 炉 外 核 計

装 信 号 処 理 部 ( 制 御 用 電 源)( 主 系 )

Ⅳ
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4
40
V
4-
A
2母

線
4
40
V
 4
-
A1
母

線
4
40
V
4-
B
1母

線
4
40
V

4-
B2
母

線

4
40
V

A
2原

子
炉

コ
ン

ト
ロ
ー
ル
セ

ン
タ

44
0V

A1
原
子

炉
コ

ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

Ａ
後

備
蓄

電
池

6
.6
k
V
6
-A
母

線
6.
6
kV
 
6-
B母

線

6
6k
V

Ａ
－

可
搬
型

代
替

電
源

接
続
盤

Ｂ
－
可

搬
型
代

替
電
源

接
続
盤

所
内

変
圧

器

主
変

圧
器

予
備

変
圧
器

27
5k
V

2
75
k
V

後
備
変

圧
器

代
替
所
内

電
気

設
備
変
圧

器

代
替
所
内

電
気

設
備
分
電
盤

Ａ
－
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電
機

Ｂ
－
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機

D
/G

D/
G

代
替
給

電
用
接
続
盤

Ｇ

Ａ
－

代
替
非

常
用

発
電
機

Ｇ

Ｂ
－
代
替

非
常

用
発
電
機

号
炉

間
連
絡

ケ
ー
ブ

ル

※
1

※
2

※
3

※
2

※
3

※
1

※
4 
 
※

5 
 
  
 
  
 
※
6 

  
※
7

Ａ
充

電
器

可
搬
型

直
流
変
換

器

Ａ
後
備

充
電
器

Ａ
蓄
電

池
（

非
常

用
）

1
25
V
 Ａ

直
流
コ

ン
ト
ロ
ー
ル

セ
ン
タ

Ｃ
計

装
用

イ
ン
バ

ー
タ

※
4
  
  

※
5

可
搬
型

直
流

電
源
接

続
盤
１

可
搬

型
直
流

電
源

接
続
盤
２

A2
-
動
力

変
圧
器

A1
-動

力
変
圧
器

B
1-
動

力
変

圧
器

B
2-
動
力

変
圧
器

【
凡

例
】 ：

遮
断
器

：
メ

カ
ニ
カ
ル

イ
ン
タ
ー

ロ
ッ
ク

：
Ａ
系

：
Ｂ
系

：
SA

【
色
分

け
】

1
00
V

C
2計

装
用
交
流

分
電

盤

1
00
V

C
1計

装
用

交
流
分
電
盤

【
凡
例
】

：
負
荷
切
離

し
箇

所

Ａ
計
装

用
イ

ン
バ
ー
タ

Ａ
計
装

用
イ

ン
バ
ー
タ

各 負 荷

２ 次 系 冷 却 設 備

（ 補 給 水 設 備 ）

遮 断 器 操 作 回 路

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御 盤 ( 発 電 機 盤 )

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御 盤 ( 励 磁 機 盤 )

44
0V

B1
原
子

炉
コ

ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

4
40
V

B
2原

子
炉
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
セ
ン

タ
Ｂ

後
備

蓄
電

池

Ｂ
充
電

器

Ｂ
後

備
充
電

器

Ｂ
蓄
電

池
（
非
常

用
）

12
5V
 Ｂ

直
流
コ
ン

ト
ロ
ー

ル
セ

ン
タ

Ｂ
計
装

用
イ
ン
バ

ー
タ

Ｄ
計
装

用
イ

ン
バ

ー
タ

※
6 
  
 ※

7

10
0
V

B2
計
装

用
交

流
分
電

盤
10
0V

B1
計
装

用
交
流

分
電

盤

1
00
V

D
1計

装
用
交
流

分
電

盤

10
0V

D2
計

装
用
交

流
分
電

盤

２ 次 系 冷 却 設 備

（ 補 給 水 設 備 ）

遮 断 器 操 作 回 路

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御 盤 ( 発 電 機 盤 )

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御 盤( 励 磁 機 盤)

各 負 荷

可
搬
型

直
流

電
源
用

発
電
機

Ａ
補

助
建
屋

直
流
分

電
盤

Ｂ
補
助

建
屋
直

流
分

電
盤

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

共 通 要 因 故 障 対 策 操 作 盤

Ａ
計
装

用
イ

ン
バ
ー
タ

Ａ
計
装

用
イ

ン
バ
ー
タ

1
00
V

A
1計

装
用
交
流

分
電

盤
1
00
V

A
2計

装
用
交

流
分
電

盤

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

共 通 要 因 故 障 対 策 操 作 盤
安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

A)( 保 守 用 ) （ S F M A 3 , 4 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

A)( 保 守 用 ) （ S F M A 7 ）

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ａ グ ル ー プ ２ )( １ 系)

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ａ グ ル ー プ ３ )( １ 系)

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

A)( 保 守 用 ） （ S F M A 1 , 2 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ( ト レ ン

A)( 保 守 用 ） （ S F M A 5 , 6 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

B )( 保 守 用) （ S F M B 5 , 6 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

B )( 保 守 用) （ S F M B 1 , 2 ）

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ｂ グ ル ー プ ２)( １ 系 )

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ｂ グ ル ー プ ３ )( １ 系)

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

B)( 運 転 用 ) （ S F O B 2 ）

共 通 要 因 故 障 対 策 盤

（ 自 動 制 御 盤 ）

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ｂ グ ル ー プ ２ )( ２ 系)

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ｂ グ ル ー プ ３ )( ２ 系 )

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ( ト レ ン

B )( 保 守 用) （ S F M B 7 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

B )( 保 守 用 ) （ S F M B 3 , 4 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ( ト レ ン

B )( 運 転 用) （ S F O B 3 ）

原 子 炉 安 全 保 護 盤 ( チ ャ ン ネ ル ) 炉 外 核 計

装 信 号 処 理 部 ( 計 装 用 電 源)( 主 系 )

Ⅳ

原 子 炉 安 全 保 護 盤 ( チ ャ ン ネ ル ) 炉 外 核 計

装 信 号 処 理 部 ( 制 御 用 電 源)( 主 系 )

Ⅳ
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電
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盤
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可
搬
型

代
替

電
源
接

続
盤

所
内
変

圧
器

主
変
圧

器
予
備

変
圧
器

2
75
kV

2
75
k
V

後
備
変

圧
器

代
替
所

内
電

気
設

備
変

圧
器

代
替
所

内
電

気
設
備

分
電
盤

Ａ
－
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
Ｂ
－
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電
機

D
/G

D/
G

代
替
給

電
用
接
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盤

Ｇ

Ａ
－
代

替
非
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用

発
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機
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代

替
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用

発
電

機

号
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間

連
絡
ケ

ー
ブ
ル

※
1

※
2

※
3

※
2

※
3

※
1

※
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※
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7

Ａ
充
電

器
Ｂ

充
電

器

可
搬
型

直
流
変

換
器

Ａ
後
備

充
電
器

Ａ
蓄
電

池
（
非
常

用
）

12
5V
 
Ａ
直
流

コ
ン

ト
ロ
ー

ル
セ
ン

タ

Ａ
計
装

用
イ
ン
バ
ー
タ

Ｃ
計
装

用
イ
ン
バ

ー
タ

Ｂ
後
備

充
電
器

Ｂ
蓄
電

池
（
非
常

用
）

※
4
  

 
 
※
5

※
6
 
  

 
※
7

可
搬
型

直
流

電
源
接

続
盤

１
可
搬
型

直
流

電
源
接

続
盤

２

A2
-
動
力
変
圧
器

A
1-
動
力

変
圧
器

B
1-

動
力
変
圧
器

B2
-
動
力
変
圧

器

【
凡
例

】 ：
遮
断
器

：
メ
カ
ニ
カ

ル
イ

ン
タ

ー
ロ
ッ

ク

：
Ａ
系

：
Ｂ
系

：
S
A

【
色
分

け
】

1
00
V

C
2
計
装
用

交
流

分
電
盤

1
00
V

C
1
計
装
用
交

流
分
電

盤

1
00
V

A
1
計
装
用

交
流

分
電
盤

10
0
V

A2
計
装

用
交

流
分
電
盤

【
凡
例

】

：
負
荷

切
離
し

箇
所

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御 盤 ( 発 電 機 盤 )

各 負 荷

２ 次 系 冷 却 設 備

（ 補 給 水 設 備 ）

遮 断 器 操 作 回 路

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御 盤( 励 磁 機 盤)

12
5V
 
Ｂ
直
流
コ
ン

ト
ロ
ー
ル

セ
ン
タ

２ 次 系 冷 却 設 備

（ 補 給 水 設 備 ）

遮 断 器 操 作 回 路

各 負 荷

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御 盤( 発 電 機 盤)

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御 盤( 励 磁 機 盤)

Ｂ
計
装

用
イ
ン
バ

ー
タ

Ｄ
計

装
用

イ
ン
バ

ー
タ

10
0V

B2
計
装

用
交

流
分
電

盤
1
00
V

B
1
計
装
用
交

流
分
電

盤

10
0
V

D1
計
装

用
交

流
分
電
盤

10
0
V

D2
計
装

用
交

流
分
電
盤

可
搬
型

直
流

電
源
用

発
電
機

Ａ
補

助
建

屋
直

流
分
電
盤

Ｂ
補
助

建
屋

直
流
分

電
盤

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

共 通 要 因 故 障 対 策 操 作 盤
各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

共 通 要 因 故 障 対 策 操 作 盤
各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

A )( 保 守 用) （ S F M A 3 , 4 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ( ト レ ン

A )( 保 守 用) （ S F M A 7 ）

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ａ グ ル ー プ ２ )( １ 系)

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ａ グ ル ー プ ３ )( １ 系)

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

A )( 保 守 用 ） （ S F M A 1 , 2 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

A )( 保 守 用 ） （ S F M A 5 , 6 ）

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ｂ グ ル ー プ ２ )( １ 系)

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ｂ グ ル ー プ ３)( １ 系 )

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

B )( 保 守 用) （ S F M B 5 , 6 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

B )( 保 守 用) （ S F M B 1 , 2 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ( ト レ ン

B)( 運 転 用 ) （ S F O B 2 ）

共 通 要 因 故 障 対 策 盤

（ 自 動 制 御 盤 ）

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ｂ グ ル ー プ ２ )( ２ 系)

安 全 系 現 場 制 御 監 視 盤

( ト レ ン Ｂ グ ル ー プ ３ )( ２ 系 )

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ( ト レ ン

B)( 保 守 用) （ S F M B 7 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ ( ト レ ン

B )( 保 守 用) （ S F M B 3 , 4 ）

安 全 系 F D P プ ロ セ ッ サ( ト レ ン

B)( 運 転 用) （ S F O B 3 ）

原 子 炉 安 全 保 護 盤 ( チ ャ ン ネ ル ) 炉 外 核 計

装 信 号 処 理 部 ( 計 装 用 電 源)( 主 系)

Ⅳ

原 子 炉 安 全 保 護 盤( チ ャ ン ネ ル ) 炉 外 核 計

装 信 号 処 理 部( 制 御 用 電 源)( 主 系)
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表 2.14.68 可搬型代替直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

可搬型直流電源用発電機【可搬】 

可搬型直流変換器【可搬】 

燃料タンク（SA）【常設】 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽*1【常設】 

可搬型タンクローリー【可搬】 

附属設備 － 

燃料流路 ホース【可搬】 

電路 

可搬型直流電源用発電機～可搬型直流電源接続盤*2～可

搬型直流変換器～Ａ後備蓄電池接続盤又はＢ後備蓄電池

接続盤～Ａ直流母線*3又はＢ直流母線*4電路 

（可搬型直流電源用発電機～可搬型直流電源接続盤*2 電

路【可搬】） 

（可搬型直流電源接続盤*2～可搬型直流変換器電路【常

設】） 

（可搬型直流変換器～Ａ後備蓄電池接続盤又はＢ後備蓄

電池接続盤電路【可搬】） 

（Ａ後備蓄電池接続盤又はＢ後備蓄電池接続盤～Ａ直流

母線*3又はＢ直流母線*4電路【常設】） 

計装設備（補助）*5 

６－Ａ母線電圧 

６－Ｂ母線電圧 

Ａ直流コントロールセンタ母線電圧 

Ｂ直流コントロールセンタ母線電圧 

*1：ディーゼル発電機燃料油貯油槽は，Ａ１－ディーゼル発電機燃料油貯油槽，

Ａ２－ディーゼル発電機燃料油貯油槽，Ｂ１－ディーゼル発電機燃料油貯油

槽及びＢ２－ディーゼル発電機燃料油貯油槽により構成される。 

*2：可搬型直流電源接続盤は，可搬型直流電源接続盤１及び可搬型直流電源接続

盤２により構成される。 

*3：Ａ直流母線は，Ａ直流コントロールセンタにより構成される。 

*4：Ｂ直流母線は，Ｂ直流コントロールセンタにより構成される。 

*5：計装設備については，「2.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 
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2.14.2.4.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 可搬型直流電源用発電機 

エンジン 

台    数：２（予備２） 

使 用 燃 料：軽油 

発電機 

台    数：２（予備２） 

型    式：突極回転界磁形同期発電機 

容    量：約 125kVA（１台当たり） 

力    率：0.8（遅れ） 

電    圧：200V 

周 波 数：50Hz 

設 置 場 所：屋外 

（３号炉東側 32m エリア及び３号炉西側 32m エリア） 

保 管 場 所：屋外 

（１号炉西側 31m エリア，２号炉東側 31m エリア(a)，２号炉東

側 31m エリア(b)及び展望台行管理道路脇西側 60m エリア） 

 

(2) 可搬型直流変換器 

台    数：１（予備２） 

直流出力電圧：150V（使用電圧 125V） 

直流出力電流：200A 

取 付 場 所：原子炉補助建屋 T.P.10.3m 

 

(3) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

型    式：横置円筒形 

基    数：４ 

容    量：約 146kL（１基当たり） 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：大気圧 

最高使用温度：40℃ 

取 付 場 所：屋外 

 

(4) 燃料タンク（SA） 

型    式：横置円筒形 

基    数：１ 

容    量：約 55kL 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：大気圧 

最高使用温度：40℃ 

取 付 箇 所：屋外 
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(5) 可搬型タンクローリー 

容    量：約 4kL（１台当たり） 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：約 24kPa 

最高使用温度：40℃ 

台    数：２（予備２） 

設 置 場 所：屋外 

保 管 場 所：屋外 

（１号炉西側 31m エリア及び２号炉東側 31m エリア(b)） 

 

2.14.2.4.3 独立性及び位置的分散の確保 

可搬型代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備と

同時にその機能が損なわれることがないよう，表 2.14.69 で示すとおり，位置的分

散を図った設計とする。 

可搬型直流電源用発電機及び可搬型タンクローリーは，屋外のディーゼル発電機

建屋から離れた場所に設置又は保管することで，ディーゼル発電機建屋内のディー

ゼル発電機及びディーゼル発電機燃料油移送ポンプ並びに周辺補機棟内のディーゼ

ル発電機燃料油サービスタンクと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

位置的分散を図る設計とする。可搬型直流変換器は，原子炉補助建屋内の蓄電池（非

常用）と異なる区画に設置又は保管することで，原子炉補助建屋内の蓄電池（非常

用）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とす

る。可搬型直流電源用発電機からＡ直流母線及びＢ直流母線までの系統において，

独立した電路で系統構成することにより，非常用直流電源設備の蓄電池（非常用）

からＡ直流母線及びＢ直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。

電源の冷却方式については，可搬型直流電源用発電機の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷であるディーゼル発電機から給電する非常用直流電源設備に対

して多様性を有する設計とする。また，可搬型直流変換器により交流を直流に変換

できることで，蓄電池（非常用）を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有

する設計とする。燃料源については，ディーゼル発電機はディーゼル発電機燃料油

サービスタンクからの供給であるのに対して，可搬型直流電源用発電機は発電機搭

載燃料とすることで，位置的分散された設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，表 2.14.70 で示すとおり，地震，津波，火災及び溢

水により同時に故障することを防止するため，非常用直流電源設備との独立性を確

保する設計とする。 

（57－2，57－4，57－9，57－10） 
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表 2.14.69 可搬型代替直流電源設備の位置的分散 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用直流電源設備 可搬型代替直流電源設備 

電源 

Ａ蓄電池 

Ｂ蓄電池 

＜いずれも原子炉補助建屋 

T.P.10.3m＞ 

 

Ａ充電器 

Ｂ充電器 

＜いずれも原子炉補助建屋 

T.P.10.3m＞ 

 

ディーゼル発電機 

＜ディーゼル発電機建屋  

T.P.10.3m＞ 

可搬型直流変換器 

＜原子炉補助建屋 T.P.10.3m＞ 

 

可搬型直流電源用発電機 

＜屋外（１号炉西側 31m エリ

ア，２号炉東側 31m エリア(a)，

２号炉東側 31m エリア(b)及び 

展望台行管理道路脇西側 60m 

エリア）＞ 

電路 

Ａ－ディーゼル発電機～ 

Ａ充電器電路 

 

Ｂ－ディーゼル発電機～ 

Ｂ充電器電路 

 

Ａ蓄電池及びＡ充電器～ 

Ａ直流母線電路 

 

Ｂ蓄電池及びＢ充電器～ 

Ｂ直流母線電路 

可搬型直流電源用発電機～可搬

型直流電源接続盤～可搬型直流

変換器電路 

 

可搬型直流変換器～Ａ後備蓄電

池接続盤又はＢ後備蓄電池接続

盤～Ａ直流母線又はＢ直流母線

電路 

電源方式 蓄電池による給電 交流電力を直流電力に変換 

電源の 

冷却方式 
水冷式 空冷式 
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項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用直流電源設備 可搬型代替直流電源設備 

燃料源 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

ディーゼル発電機 

燃料油サービスタンク 

＜周辺補機棟 T.P.17.8m＞ 

ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

燃料タンク（SA） 

＜屋外＞ 

 

可搬型直流電源用発電機（発電

機搭載燃料） 

＜屋外＞ 

燃料流路 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

＜ディーゼル発電機建屋  

T.P.6.2m＞ 

可搬型タンクローリー 

＜屋外（１号炉西側 31m エリア

及び２号炉東側 31m 

エリア(b)）＞ 

 

表 2.14.70 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用直流電源設備 可搬型代替直流電源設備 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備は，耐震Ｓクラス設計と

し，重大事故等対処設備の可搬型代替直流電源設備は，基準地震動で

機能維持可能な設計とすることで，基準地震動が共通要因となり，同

時にその機能が損なわれることのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備は，基準津波の影響を受

けない原子炉補助建屋に設置し，重大事故等対処設備の可搬型代替直

流電源設備は，基準津波の影響を受けない屋外及び原子炉補助建屋へ

保管及び設置することで，津波が共通要因となり，同時に故障するこ

とのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備及び重大事故等対処設

備の可搬型代替直流電源設備は，火災が共通要因となり，同時に故障

することのない設計とする（「共－８ 重大事故等対処設備の内部火

災に対する防護方針について」に示す。）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備及び重大事故等対処設

備の可搬型代替直流電源設備は，溢水が共通要因となり，同時に故障

することのない設計とする（「共－９ 重大事故等対処設備の内部溢

水に対する防護方針について」に示す。）。 
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2.14.2.4.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.2.4.4.1 設置許可基準規則第 43 条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の使

用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

a. 可搬型直流電源用発電機 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機は，可搬型で屋外の１号

炉西側 31m エリア，２号炉東側 31m エリア(a)，２号炉東側 31m エリア(b)及び

展望台行管理道路脇西側 60m エリアに保管し，重大事故等時は，屋外（３号炉

東側 32m エリア及び３号炉西側 32m エリア）に設置する設備であることから，

その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を

考慮し，表 2.14.71 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

表 2.14.71 想定する環境条件及び荷重条件（可搬型直流電源用発電機） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，固縛等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 
屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機能を損

なわない設計とする。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

b. 可搬型直流変換器 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流変換器は，可搬型で原子炉補助建屋

T.P.10.3m に保管及び設置する設備であることから，その機能を期待される重大

事故等時における，原子炉補助建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表

2.14.72 に示す設計とする。 

（57－2） 
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表 2.14.72 想定する環境条件及び荷重条件（可搬型直流変換器） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉補助建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

原子炉補助建屋内に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，固縛等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 
原子炉補助建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪に

よる影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

c. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

可搬型代替直流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，常設で屋外に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，屋

外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.73 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

表 2.14.73 想定する環境条件及び荷重条件（ディーゼル発電機燃料油貯油槽） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響

は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 
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d. 燃料タンク（SA） 

可搬型代替交流電源設備の燃料タンク（SA）は，常設で屋外に設置する設備で

あることから，その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環境条件及

び荷重条件を考慮し，表 2.14.74 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

表 2.14.74 想定する環境条件及び荷重条件（燃料タンク（SA）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響

は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

e. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替直流電源設備の可搬型タンクローリーは，可搬型で屋外の１号炉

西側 31m エリア及び２号炉東側 31m エリア(b)に保管し，重大事故等時は，屋外

に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，

屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.75 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

  



添 57-121 

 

表 2.14.75 想定する環境条件及び荷重条件（可搬型タンクローリー） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，固縛等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 
屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機能を損

なわない設計とする。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備の操作に必要な燃料油設備の各機器並びに可搬型直流

電源用発電機，可搬型直流変換器，可搬型代替直流電源設備及び非常用直流電源

設備の各遮断器については，設置場所で容易に操作可能な設計とする。表 2.14.76

～79 に操作対象機器を示す。 

（57－2，57－4） 
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表 2.14.76 操作対象機器 

（ディーゼル発電機燃料油貯油槽～可搬型タンクローリー流路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

Ａ１－ディーゼル発電機

燃料油貯油槽給油口 

又は 

Ａ２－ディーゼル発電機

燃料油貯油槽給油口 

又は 

Ｂ１－ディーゼル発電機

燃料油貯油槽給油口 

又は 

Ｂ２－ディーゼル発電機

燃料油貯油槽給油口 

閉止 

→開放 
屋外 屋外 手動操作  

可搬型タンクローリー 

給油ポンプ 

停止 

→運転 
屋外 屋外 

操作器 

操作 
 

ホース 
ホース

接続 
屋外 屋外 手動操作  

 

表 2.14.77 操作対象機器 

（燃料タンク（SA）～可搬型タンクローリー流路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

燃料タンク（SA）給油口 
閉止 

→開放 
屋外 屋外 手動操作  

可搬型タンクローリー 

給油ポンプ 

停止 

→運転 
屋外 屋外 

操作器 

操作 
 

ホース 
ホース

接続 
屋外 屋外 手動操作  

 

表 2.14.78 操作対象機器 

（可搬型タンクローリー～可搬型直流電源用発電機流路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

可搬型タンクローリー 

給油ポンプ 

停止 

→運転 
屋外 屋外 

操作器 

操作 
 

ホース 
ホース

引出し 
屋外 屋外 手動操作  
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表 2.14.79 操作対象機器 

（可搬型直流電源用発電機～可搬型直流電源接続盤～可搬型直流変換器 

～Ａ直流母線又はＢ直流母線電路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

可搬型直流 

電源用発電機 

発電機 
停止 

→運転 

屋外 

（３号炉東

側 32m エリ

ア又は３号

炉西側 32m

エリア） 

屋外 

（３号炉東

側 32m エリ

ア又は３号

炉西側 32m

エリア） 

操作器 

操作 
 

遮断器 
切 

→入 

可搬型直流変換器 
停止 

→運転 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

操作器 

操作 
 

Ａ後備蓄電池接続盤 

遮断器 

（可搬型直流変換器 

受電） 

又は 

Ｂ後備蓄電池接続盤 

遮断器 

（可搬型直流変換器 

受電） 

切 

→入 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

操作器 

操作 
 

Ａ直流コントロール 

センタ電源盤遮断器 

（Ａ後備蓄電池接続盤） 

又は 

Ｂ直流コントロール 

センタ電源盤遮断器 

（Ｂ後備蓄電池接続盤） 

切 

→入 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

原子炉補助

建屋 

T.P.10.3m 

操作器 

操作 
 

 

以下に，可搬型代替直流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。 
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a. 可搬型直流電源用発電機 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機は，屋外に設置する可搬

型直流電源接続盤１又は可搬型直流電源接続盤２まで移動可能な車両設計とす

るとともに，設置場所にて車輪止めによる固定等が可能な設計とする。また，可

搬型直流電源用発電機は，付属の操作器等により設置場所での操作が可能な設

計とする。可搬型直流電源用発電機の現場操作器は，誤操作防止のために名称等

により識別可能とすることで操作者の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分な操

作空間を確保し，容易に操作可能な設計とする。可搬型直流電源用発電機のケー

ブルは，ボルト・ネジ接続が可能な設計とし，一般的に用いられる工具を用いる

ことで可搬型直流電源接続盤１又は可搬型直流電源接続盤２に容易に接続及び

敷設可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

b. 可搬型直流変換器 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流変換器は，原子炉補助建屋の設置場所

まで移動可能な設計とするとともに，設置場所にて車輪止めによる固定等が可

能な設計とする。また，可搬型直流変換器は，付属の操作器等により設置場所で

の操作が可能な設計とする。可搬型直流変換器の現場操作器は，誤操作防止のた

めに名称等により識別可能とすることで操作者の操作及び監視性を考慮し，か

つ，十分な操作空間を確保し，容易に操作可能な設計とする。可搬型直流変換器

のケーブルは，ボルト・ネジ接続が可能な設計とし，一般的に用いられる工具を

用いることでＡ後備蓄電池接続盤又はＢ後備蓄電池接続盤に容易に接続及び敷

設可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

c. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

可搬型代替直流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，ディーゼル発

電機燃料油貯油槽給油口の手動操作により，設置場所で確実に操作可能な設計

とする。 

（57－2，57－4） 

 

d. 燃料タンク（SA） 

可搬型代替交流電源設備の燃料タンク（SA）は，燃料タンク（SA）給油口の手

動操作により，設置場所で確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 
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e. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替直流電源設備の可搬型タンクローリーは，設置場所にて付属の操

作器からの操作器操作で起動する設計とする。可搬型タンクローリーは付属の

操作器を操作するにあたり，操作者のアクセス性を考慮して十分な操作空間を

確保する。また，それぞれの操作対象については名称等により識別可能とし，操

作者の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

可搬型タンクローリーは，ディーゼル発電機燃料油貯油槽及び燃料タンク（SA）

まで移動可能な車両設計とするとともに，設置場所にて車輪止めによる固定等

が可能な設計とする。 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具及び技量は必要とせず，簡便な接続方

法により，容易かつ確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第１項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は

検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

a. 可搬型直流電源用発電機 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機は，表 2.14.80 に示すよ

うに，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，特性試験，分解点検

及び外観点検が可能な設計とする。 

可搬型直流電源用発電機は，運転性能の確認として，発電機の運転状態として

電圧，電流及び周波数の確認が可能な設計とすることにより出力性能の確認が

可能な設計とする。また，可搬型直流電源用発電機の部品状態の確認として，目

視等により性能に影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことを確認す

る分解点検又は取替えが可能な設計とする。 

また，可搬型直流電源用発電機ケーブルの絶縁抵抗測定が可能な設計とする。 

（57－3） 
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表 2.14.80 可搬型直流電源用発電機の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 

可搬型直流電源用発電機の出力性能（電圧，電

流及び周波数）の確認 

可搬型直流電源用発電機の運転状態の確認 

特性試験 搭載機器部及びケーブルの絶縁抵抗の確認 

分解点検 
搭載機器部の分解又は取替え並びに各部の点

検，手入れ，清掃及び消耗部品の取替え 

外観点検 
各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

可搬型直流電源用発電機外観の確認 

 

b. 可搬型直流変換器 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流変換器は，表 2.14.81 に示すように，

発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，特性試験及び外観点検が可

能な設計とする。 

性能の確認として，可搬型直流変換器の盤内外部の目視により性能に影響を

及ぼすおそれのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常がないこと及

び運転状態により半導体素子の動作に異常がないことの確認が可能な設計とす

る。 

可搬型直流変換器の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.81 可搬型直流変換器の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 可搬型直流変換器の出力電圧の確認 

特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観点検 各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 
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c. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

可搬型代替直流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，表 2.14.82 に

示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観点検，漏えい試験及び開放

点検が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽内面の確認として，目視により性能に影響を

及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことの確認が可能な設計とする。具体的

にはタンク上部のマンホールが開放可能であり，内面の点検が可能な設計とす

る。 

また，ディーゼル発電機燃料油貯油槽の漏えい試験の実施が可能な設計とす

る。具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽は油面レベルの確認が可能な計器を設ける設

計とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.82 ディーゼル発電機燃料油貯油槽の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観点検 
各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

開放点検 

各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽内面の損傷，腐

食等の有無を目視等で確認 

 

d. 燃料タンク（SA） 

可搬型代替直流電源設備の燃料タンク（SA）は，表 2.14.83 に示すように，発

電用原子炉の運転中又は停止中に外観点検，漏えい試験及び開放点検が可能な

設計とする。 

燃料タンク（SA）内面の確認として，目視により性能に影響を及ぼすおそれの

ある損傷，腐食等がないことの確認が可能な設計とする。具体的にはタンク上部

のマンホールが開放可能であり，内面の点検が可能な設計とする。 

また，燃料タンク（SA）の漏えい試験の実施が可能な設計とする。具体的には

漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

燃料タンク（SA）は油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。 

（57－3） 
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表 2.14.83 燃料タンク（SA）の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観点検 
各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

開放点検 

各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

燃料タンク（SA）内面の損傷，腐食等の有無を

目視等で確認 

 

e. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替直流電源設備の可搬型タンクローリーは，表 2.14.84 に示すよう

に，発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えい試験，機能・性能試験，分解点検

又は取替え並びに外観点検が可能な設計とする。また，可搬型タンクローリーは

車両として運転状態の確認及び外観点検が可能な設計とする。 

可搬型タンクローリーは，油量及び漏えいの確認が可能なように油面計又は

検尺口を設け，かつ，内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とす

る。さらに，可搬型タンクローリーは車両としての運転状態の確認及び外観の確

認が可能な設計とする。可搬型タンクローリー付ポンプは，通常系統にて機能・

性能確認ができる設計とし，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観点検として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐食

等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.84 可搬型タンクローリーの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

機能・性能試験 
安全弁の作動確認及び計器校正の実施 

車両走行状態の確認 

分解点検 

各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

タンク内面の損傷，腐食等の有無を目視等で確

認 

搭載機器部の分解又は取替え 

外観点検 
各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

可搬型タンクローリー外観の確認 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっ

ては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであ

ること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備は，本来の用途以外の用途には使用しない。 

なお，必要な可搬型代替直流電源設備の操作の対象機器は表 2.14.76～79 と同様

である。 

所内常設蓄電式直流電源設備から可搬型代替直流電源設備へ切り替えるために

必要な電源系統の操作は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成

から速やかな切替えが可能な設計とする。また，必要な燃料油設備の操作は，デ

ィーゼル発電機燃料油貯油槽給油口を設けることにより，想定される重大事故等

時において，通常時の系統構成から速やかな切替えが可能な設計とする。 

これにより，図 2.14.32～35 で示すタイムチャートのとおり速やかに切替えが

可能である。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.14.32 可搬型直流電源用発電機及び可搬型直流変換器による 

代替電源（直流）の給電のタイムチャート* 

 

  

可搬型代替直流電源設備による給電

190分

移動，直流母線受電準備※1 ③

移動，直流母線給電操作※1 ⑨

保管場所への移動※2※3 ②

可搬型直流電源用発電機の移動，

ケーブル敷設，接続
※4

可搬型直流電源用発電機の起動，

給電，可搬型直流変換器の起動※5

※1：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間
※2：可搬型直流電源用発電機の保管場所は１号炉西側31mエリア，２号炉東側31mエリア(a)及び２号炉東側31mエリア(b)
※3：中央制御室から１号炉西側31mエリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間
※4：可搬型直流電源用発電機の移動時間として，１号炉西側31mエリアから原子炉補助建屋付近又は原子炉建屋付近までを想定した移動時間及び
     ケーブル敷設実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※5：可搬型直流電源用発電機の起動，給電及び可搬型直流変換器の起動実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

要員（数）

可搬型代替直流電
源設備による給電

運転員
（現場）Ａ

１

②④災害対策要員
Ａ～Ｃ

３

⑧

▽

操作手順

備考3 4

経過時間（時間）

1 2

手順の項目
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図 2.14.33 ディーゼル発電機燃料油貯油槽から 

可搬型タンクローリーへの燃料補給のタイムチャート 

（ホース使用時）* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.14.34 燃料タンク（SA）から可搬型タンクローリーへの燃料補給のタイムチ

ャート* 

 

  

ディーゼル発電機燃料貯油槽から

可搬型タンクローリーへの燃料補給

105分 

保管場所への移動※1※2 ③a

可搬型タンクローリー移動，準備，

ホース敷設※3

燃料汲み上げ※4 ⑧a～⑩a

※1：可搬型タンクローリーの保管場所は１号炉西側31mエリア及び２号炉東側31mエリア(b)
※2：緊急時対策所から１号炉西側31mエリアまでの移動時間に余裕を見込んだ時間
※3：可搬型タンクローリーの移動時間として，１号炉西側31mエリアからディーゼル発電機燃料油貯油槽までを想定した移動時間及び
　　 ホース敷設実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※4：可搬型タンクローリーの燃料汲み上げを想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

経過時間（時間）
備考1 2 3

手順の項目 要員（数） 操作手順

ディーゼル発電機
燃料油貯油槽から
可搬型タンクロー
リーの燃料補給

災害対策要員
Ａ，Ｂ

２ ④a～⑦a

▽

繰り返し

燃料タンク（SA）から

可搬型タンクローリーへの燃料補給

105分 

保管場所への移動※1※2 ③c

可搬型タンクローリー移動，準備，

ホース敷設※3

燃料汲み上げ
※4

⑧
c
～⑩

c

※1：可搬型タンクローリーの保管場所は１号炉西側31mエリア及び２号炉東側31mエリア(b)
※2：緊急時対策所から１号炉西側31mエリアまでの移動時間に余裕を見込んだ時間
※3：可搬型タンクローリーの移動時間として，１号炉西側31mエリアから燃料タンク（SA）までを想定した移動時間及び
　　 ホース敷設実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※4：可搬型タンクローリーの燃料汲み上げを想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

経過時間（時間）
備考1 2 3

手順の項目 要員（数） 操作手順

燃料タンク（SA）
から可搬型タンク
ローリーの燃料補

給

災害対策要員
Ａ，Ｂ

２ ④
c
～⑦

c

▽

繰り返し
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図 2.14.35 可搬型タンクローリーによる可搬型直流電源用発電機への 

燃料補給のタイムチャート* 

 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状

況についての「1.14 電源の確保に関する手順等」で示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第１項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備は，表 2.14.85 に示すように，電源となる可搬型直流

電源用発電機を可搬型直流変換器と切り離し，可搬型直流変換器を非常用直流電

源設備と切り離し，また，可搬型タンクローリーをディーゼル発電機燃料油貯油

槽及び燃料タンク（SA）と切り離して保管することで隔離する系統構成としてお

り，重大事故等時に接続，弁操作，遮断器操作等により重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすることで，非常用直流電源設備及び所内常設蓄電式直流電源設

備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型直流電源用発電機，可搬型直流変換器及び可搬型タンクローリーは，車

輪止めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（57－4，57－6） 

 

  

25分 燃料補給完了

移動
※1

②
a

燃料補給準備
※2

②
a
～④

a

可搬型直流電源用発電機等への補給※2※3 ⑤a⑦a

※1：可搬型タンクローリーの移動時間は，補給対象設備までの移動距離に応じた時間
※2：補給対象設備への補給は類似作業の実績に余裕を見込んだ想定時間
※3：補給対象設備は可搬型直流電源用発電機，可搬型大型送水ポンプ車及び緊急時対策所用発電機

手順の項目 要員（数） 操作手順

可搬型直流電源用
発電機等への補給

災害対策要員
Ａ，Ｂ

２

▽

備考1 2 3

経過時間（時間）
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表 2.14.85 他系統との隔離 

取合い系統 系統隔離 駆動方式 状態 

非常用直流電源設

備 

可搬型直流電源接続盤１ 手動 
通常時 

切離し 

可搬型直流電源接続盤２ 手動 
通常時 

切離し 

Ａ後備蓄電池接続盤 手動 
通常時 

切離し 

Ｂ後備蓄電池接続盤 手動 
通常時 

切離し 

非常用交流電源設

備 

Ａ１－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 
手動 

通常時 

閉止 

Ａ２－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 
手動 

通常時 

閉止 

Ｂ１－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 
手動 

通常時 

閉止 

Ｂ２－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 
手動 

通常時 

閉止 

常設代替交流電源

設備 

可搬型代替交流電

源設備 

燃料タンク（SA）給油口 手動 
通常時 

閉止 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び

復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所

の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備の操作に必要な機器の設置場所及び操作場所を表

2.14.76～79 に示す。 

これらの操作場所は，想定される重大事故等時における放射線量が高くなるお

それが少ないため，屋外又は原子炉補助建屋で操作可能な設計とする。 

（57－2） 

 

2.14.2.4.4.2 設置許可基準規則第 43 条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第２項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 

 

a. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

可搬型代替直流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，想定される重

大事故等時において，同時にその機能を発揮することを要求される可搬型重大

事故等対処設備が，７日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 49.0kL を上

回る，容量約 540kL を有する設計とする。 

（57－5） 

 

b. 燃料タンク（SA） 

可搬型代替直流電源設備の燃料タンク（SA）は，想定される重大事故等時にお

いて，同時にその機能を発揮することを要求される可搬型重大事故等対処設備

が，７日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 44.2kL を上回る，容量約

50kL を有する設計とする。 

（57－5） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以上

の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安

全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して

悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設

計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第２項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能

と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備

に対して，多様性及び位置的分散を図り，共通要因によって同時に機能が損なわ

れるおそれがないよう設計する。これらの詳細については，2.14.2.4.3 項に記載

のとおりである。 

（57－2，57－4，57－10） 
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2.14.2.4.4.3 設置許可基準規則第 43 条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第３項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容量を有

するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 

 

a. 可搬型直流電源用発電機 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機は，想定される重大事故

等時において，最低限必要な設備に電力を供給できる容量を有するものを１セ

ット１台使用する。保有数は２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として２台の合計４台を分散して保管する。 

具体的には，可搬型直流電源用発電機は，可搬型直流変換器の最大出力の約

30kW に対して，十分に余裕な容量を確保するため，約 125kVA（100kW）／台の可

搬型直流電源用発電機を１台有する設計とする。また，可搬型直流電源用発電機

は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）より可搬型タンクロー

リーを用いて燃料を可搬型直流電源用発電機に補給する。 

（57－5） 

 

b. 可搬型直流変換器 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流変換器は，想定される重大事故等時に

おいて，最低限必要な設備に電力を供給できる容量を有するものを１セット１

台使用する。保有数は１セット１台に加えて，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として２台の合計３台を分散して保管する。 

具体的には，必要となる負荷は約 158.5A に対して，十分に余裕な容量を確保

するため，直流出力約 200A／台の可搬型直流変換器が１台必要である。 

（57－5） 

 

c. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替直流電源設備の可搬型タンクローリーは，想定される重大事故等

時において，その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補

給できる容量を有する設計とする。 

容量としては重大事故等時において，その機能を発揮することを要求される

可搬型直流電源用発電機及び緊急時対策所用発電機並びに可搬型大型送水ポン

プ車の連続運転が可能な燃料を，それぞれ可搬型直流電源用発電機及び緊急時

対策所用発電機並びに可搬型大型送水ポンプ車に供給できる容量を有するもの

を１セット２台使用する。保有数は１セット２台と，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として２台の合計４台を分散して保管する。 

（57－5，57－11） 
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(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉

施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあ

っては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以上の系

統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部の規格の統

一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備の接続が必要な可搬型直流電源用発電機ケーブル及び

可搬型タンクローリーホースは，現場で容易に接続可能な設計とする。表 2.14.86

～88 に対象機器の接続場所を示す。 

（57－2，57－4，57－8） 

 

表 2.14.86 接続対象機器設置場所 

（可搬型直流電源用発電機～可搬型直流電源接続盤１又は可搬型直流電源接続盤２

～可搬型直流変換器～Ａ後備蓄電池接続盤又はＢ後備蓄電池接続盤 

～Ａ直流母線又はＢ直流母線電路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

可搬型直流電源用 

発電機 

可搬型直流電源接続

盤１又は可搬型直流

電源接続盤２ 

屋外（３号炉東

側 32m エリア又

は３号炉西側 32m

エリア） 

ボルト・ネジ

接続 

可搬型直流変換器 

Ａ後備蓄電池接続盤 

又はＢ後備蓄電池接

続盤 

原子炉補助建屋 

T.P.10.3m 

ボルト・ネジ

接続 

 

表 2.14.87 接続対象機器設置場所 

（ディーゼル発電機燃料油貯油槽～可搬型直流電源用発電機流路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

可搬型タンクローリー 
ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽 
屋外 

ホース挿入に

よる接続 

可搬型タンクローリー 
可搬型直流電源用 

発電機 
屋外 ノズル接続 
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表 2.14.88 接続対象機器設置場所 

（燃料タンク（SA）～可搬型直流電源用発電機流路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

可搬型タンクローリー 燃料タンク（SA） 屋外 
ホース挿入に

よる接続 

可搬型タンクローリー 
可搬型直流電源用 

発電機 
屋外 ノズル接続 

 

以下に，可搬型代替直流電源設備を構成する主要設備の確実な接続性を示す。 

a. 可搬型直流電源用発電機  

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機は，一般的に用いられる

工具を用いることで可搬型直流電源接続盤１又は可搬型直流電源接続盤２へボ

ルト・ネジ接続すること及び接続状態を目視で確認できることから，容易かつ確

実に接続可能な設計とする。 

（57－2，57－4，57－8） 

 

b. 可搬型直流変換器 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流変換器は，一般的に用いられる工具を

用いることでＡ後備蓄電池接続盤又はＢ後備蓄電池接続盤へボルト・ネジ接続

すること及び接続状態を目視で確認できることから，容易かつ確実に接続可能

な設計とする。 

（57－2，57－4，57－8） 

 

c. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替直流電源設備の可搬型タンクローリーとディーゼル発電機燃料油

貯油槽又は燃料タンク（SA）の接続については，ホースを接続するために，ディ

ーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）の給油口を開放して給油口内に

ホースを挿入して接続することにより，容易かつ確実に接続可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第３項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することができな

くなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水

又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に

設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 
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a. 可搬型直流電源用発電機 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機は，原子炉建屋及び原子

炉補助建屋の異なる面に位置的分散を図った２箇所の接続口を設置することか

ら，共通要因により接続不可とならない設計とする。 

（57－2） 

 

b. 可搬型直流変換器 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流変換器は，原子炉補助建屋内の異なる

区画に位置的分散を図った２箇所の接続口を設置することから，共通要因によ

り接続不可とならない設計とする。 

（57－2） 

 

c. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替直流電源設備の可搬型タンクローリーを接続するディーゼル発電

機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）は，100m 以上離隔を確保し，各々の接続

箇所が共通要因により接続不可とならない設計とする。 

（57－2） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第３項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設

置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放射線量が高く

なるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な

措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機，可搬型直流変換器及び可

搬型タンクローリーの接続場所は，表 2.14.86～88 と同様である。これらの接続

場所は，想定される重大事故等時における放射線量が高くなるおそれが少ないた

め，接続場所で操作可能な設計とする。 

（57－2） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第３項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の

条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 
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可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機及び可搬型タンクローリー

は，地震，津波その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の

条件を考慮し，非常用交流電源設備及び常設代替交流電源設備と，100m 以上の離

隔で位置的分散を図り，１号炉西側 31m エリア，２号炉東側 31m エリア(a)，２号

炉東側 31m エリア(b)及び展望台行管理道路脇西側 60m エリアの複数箇所に分散

して保管する設計とする。 

（57－2） 

 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流変換器は，地震，津波その他自然現象又

は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対

処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，蓄電池（非常用）

及び後備蓄電池と原子炉補助建屋内の異なる区画に分散して保管する設計とする。 

（57－2） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備を

運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路が確

保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機及び可搬型直流変換器は，

想定される重大事故等が発生した場合においても，保管場所から配備場所までの

経路について，設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，複数のアク

セスルートを確保する設計とする（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアク

セスルートについて」参照）。 

（57－7） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準規

則第 43 条第３項第七号） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準事故対

処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大

事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたものである

こと。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 
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可搬型代替直流電源設備は，共通要因によって，設計基準事故対処設備である

非常用直流電源設備又は重大事故等対処設備である所内常設蓄電式直流電源設備

と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，表 2.14.89 で示すとおり，多

様性及び位置的分散を図る設計とする。 

（57－2，57－4，57－9） 
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表 2.14.89 可搬型代替直流電源設備の多様性及び位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用直流電源設備 
所内常設蓄電式 

直流電源設備 

可搬型代替直流電源設

備 

電源 

Ａ蓄電池 

Ｂ蓄電池 

＜いずれも原子炉補助

建屋 T.P.10.3m＞ 

 

Ａ充電器 

Ｂ充電器 

＜いずれも原子炉補助

建屋 T.P.10.3m＞ 

 

ディーゼル発電機 

＜ディーゼル発電機建

屋 T.P.10.3m＞ 

Ａ蓄電池 

Ｂ蓄電池 

＜いずれも原子炉補

助建屋 T.P.10.3m＞ 

 

Ａ後備蓄電池 

Ｂ後備蓄電池 

＜いずれも原子炉補

助建屋 T.P.14.2m＞ 

可搬型直流変換器 

＜原子炉補助建屋 

T.P.10.3m＞ 

 

可搬型直流電源用 

発電機 

＜屋外（１号炉西側

31m エリア，２号炉東

側 31m エリア(a)，２

号炉東側 31m エリア

(b)及び展望台行管理

道路脇西側 60m エリ

ア）＞ 

電路 

Ａ－ディーゼル発電機

～Ａ充電器電路 

 

Ｂ－ディーゼル発電機

～Ｂ充電器電路 

 

Ａ蓄電池及びＡ充電器

～Ａ直流母線電路 

 

Ｂ蓄電池及びＢ充電器

～Ｂ直流母線電路 

Ａ蓄電池～ 

Ａ直流母線電路 

 

Ｂ蓄電池～ 

Ｂ直流母線電路 

 

Ａ後備蓄電池～ 

Ａ直流母線電路 

 

Ｂ後備蓄電池～ 

Ｂ直流母線電路 

可搬型直流電源用発電

機～可搬型直流電源接

続盤～可搬型直流変換

器電路 

 

可搬型直流変換器～Ａ

後備蓄電池接続盤又は

Ｂ後備蓄電池接続盤～

Ａ直流母線又はＢ直流

母線電路 

電源方

式 
蓄電池による給電 蓄電池による給電 

交流電力を直流電力に

変換 

 

 

 

  



添 57-141 

 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用直流電源設備 
所内常設蓄電式 

直流電源設備 

可搬型代替直流電源設

備 

電源の 

冷却 

方式 

水冷式 － 空冷式 

燃料源 

ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

ディーゼル発電機 

燃料油サービスタンク 

＜周辺補機棟 

T.P.17.8m＞ 

－ 

ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

燃料タンク（SA） 

＜屋外＞ 

 

可搬型直流電源用 

発電機 

（発電機搭載燃料） 

＜屋外＞ 

燃料流

路 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

＜ディーゼル発電機建

屋 T.P.6.2m＞ 

－ 

可搬型タンクローリー 

＜屋外（１号炉西側

31m エリア及び２号炉

東側 31m エリア(b)）＞ 
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2.14.2.5 代替所内電気設備 

2.14.2.5.1 設備概要 

代替所内電気設備は，設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が喪失した場

合，代替非常用発電機又は可搬型代替電源車から電源を供給することにより，重大

事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済

燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷

を防止することを目的として設置するものである。 

本系統は，ディーゼルエンジン及び発電機を搭載した「代替非常用発電機」及び

「可搬型代替電源車」，代替非常用発電機及び可搬型代替電源車の燃料を保管する

「ディーゼル発電機燃料油貯油槽」及び「燃料タンク（SA）」，ディーゼル発電機燃

料油貯油槽又は燃料タンク（SA）から代替非常用発電機及び可搬型代替電源車まで

燃料を運搬する「可搬型タンクローリー」及び「ディーゼル発電機燃料油移送ポン

プ」，可搬型代替電源車を接続する「Ａ－可搬型代替電源接続盤」及び「Ｂ－可搬型

代替電源接続盤」並びに電路を構成する「代替所内電気設備変圧器」，「代替所内電

気設備分電盤」及び「代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤」で構成する。 

本系統の概要図を図 2.14.36～41 に，本系統に関する重大事故等対処設備一覧を

表 2.14.90 に示す。 

本系統は，代替非常用発電機又は可搬型代替電源車を起動し，代替所内電気設備

変圧器，代替所内電気設備分電盤及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤に接続

することで電力を供給できる設計とする。 

代替非常用発電機又は可搬型代替電源車は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は

燃料タンク（SA）より可搬型タンクローリー（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ

使用時を含む。）を用いて代替非常用発電機又は可搬型代替電源車に燃料を補給す

ることで代替非常用発電機又は可搬型代替電源車の運転を継続する。 

代替所内電気設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的分散につい

ては，2.14.2.5.3 項に詳細を示す。所内電気設備への接近性の確保については

2.14.2.5.4 項に詳細を示す。 
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表 2.14.90 代替所内電気設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

代替非常用発電機*1【常設】 

可搬型代替電源車【可搬】 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽*2【常設】 

燃料タンク（SA）【常設】 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ*3【常設】 

可搬型タンクローリー【可搬】 

代替所内電気設備変圧器【常設】 

代替所内電気設備分電盤【常設】 

代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤【常設】 

附属設備 － 

燃料流路 
ディーゼル発電機設備（燃料油設備）配管・弁【常設】 

ホース・接続口【可搬】 

電路 

代替非常用発電機*1～代替所内電気設備変圧器～代替所内

電気設備分電盤電路【常設】 

代替非常用発電機*1～代替格納容器スプレイポンプ変圧器

盤電路【常設】 

可搬型代替電源車～可搬型代替電源接続盤*4～代替所内電

気設備変圧器～代替所内電気設備分電盤電路 

可搬型代替電源車～可搬型代替電源接続盤*4～代替格納容

器スプレイポンプ変圧器盤電路 

（可搬型代替電源車～可搬型代替電源接続盤*4電路【可搬】） 

（可搬型代替電源接続盤*4～代替所内電気設備変圧器～代

替所内電気設備分電盤電路【常設】） 

（可搬型代替電源接続盤*4～代替格納容器スプレイポンプ

変圧器盤電路【常設】） 

計装設備（補助）*5 

６－Ａ母線電圧 

６－Ｂ母線電圧 

Ａ直流コントロールセンタ母線電圧 

Ｂ直流コントロールセンタ母線電圧 

*1：代替非常用発電機は，Ａ－代替非常用発電機及びＢ－代替非常用発電機によ

り構成される。 

*2：ディーゼル発電機燃料油貯油槽は，Ａ１－ディーゼル発電機燃料油貯油槽，

Ａ２－ディーゼル発電機燃料油貯油槽，Ｂ１－ディーゼル発電機燃料油貯油

槽及びＢ２－ディーゼル発電機燃料油貯油槽により構成される。 

*3：ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，Ａ－ディーゼル発電機燃料油移送ポ

ンプ及びＢ－ディーゼル発電機燃料油移送ポンプにより構成される。 

*4：可搬型代替電源接続盤は，Ａ－可搬型代替電源接続盤及びＢ－可搬型代替電

源接続盤により構成される。 

*5：計装設備については，「2.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 
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2.14.2.5.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 代替非常用発電機 

エンジン 

台    数：２ 

使 用 燃 料：軽油 

出    力：約 1,450kW（１台当たり） 

発電機 

台    数：２ 

型    式：防滴保護，空気冷却自己自由通風型 

容    量：約 1,725kVA（１台当たり） 

力    率：0.8（遅れ） 

電    圧：6.6kV 

周 波 数：50Hz 

取 付 箇 所：屋外（３号炉東側 32m エリア） 

 

(2) 可搬型代替電源車 

エンジン 

台    数：２（予備２） 

使 用 燃 料：軽油 

発電機 

台    数：２（予備２） 

型    式：回転界磁形同期発電機 

容    量：約 2,200kVA（１台当たり） 

力    率：0.8（遅れ） 

電    圧：6.6kV 

周 波 数：50Hz 

設 置 場 所：屋外 

（３号炉東側 32m エリア及び３号炉西側 32m エリア） 

保 管 場 所：屋外 

（１号炉西側 31m エリア，２号炉東側 31m エリア(a)及び展望台

行管理道路脇西側 60m エリア） 

 

(3) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

型    式：横置円筒形 

基    数：４ 

容    量：約 146kL（１基当たり） 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：大気圧 

最高使用温度：40℃ 

取 付 箇 所：屋外 
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(4) 燃料タンク（SA） 

型    式：横置円筒形 

基    数：１ 

容    量：約 55kL 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：大気圧 

最高使用温度：40℃ 

取 付 箇 所：屋外 

 

(5) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

型    式：歯車形 

台    数：２ 

容    量：約 26kL/h（１台当たり） 

吐 出 圧 力：約 0.3MPa[gage] 

最高使用温度：50℃ 

原動機出 力：約 11kW（１台当たり） 

取 付 箇 所：ディーゼル発電機建屋 T.P.6.2m 

 

(6) 可搬型タンクローリー 

容    量：約４kL（１台当たり） 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：約 24kPa 

最高使用温度：40℃ 

台    数：２（予備２） 

設 置 場 所：屋外 

保 管 場 所：屋外 

（１号炉西側 31m エリア及び２号炉東側 31m エリア(b)） 

 

(7) 代替所内電気設備変圧器 

台    数：１ 

冷    却：自冷 

容    量：約 300kVA 

定 格 電 圧：１次側 6,600V 

２次側 460V 

取 付 箇 所：原子炉補助建屋 T.P.17.8m 

 

(8) 代替所内電気設備分電盤 

台    数：１ 

定 格 電 圧：440V 

定 格 電 流：約 600A 

取 付 箇 所：原子炉補助建屋 T.P.17.8m 
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(9) 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

台    数：１ 

冷    却：自冷 

容    量：約 1,000kVA 

定 格 電 圧：１次側 6,600V 

２次側 400V 

取 付 箇 所：原子炉補助建屋 T.P.24.8m 

 

2.14.2.5.3 独立性及び位置的分散の確保 

代替所内電気設備は，設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備と同時に

その機能が損なわれることがないよう，表 2.14.91 で示すとおり，位置的分散を図

った設計とする。電源については，代替非常用発電機をディーゼル発電機と位置的

分散された屋外（３号炉東側 32m エリア）に設置する設計とする。また，可搬型代

替電源車をディーゼル発電機と位置的分散された屋外（１号炉西側 31m エリア，２

号炉東側 31m エリア(a)及び展望台行管理道路脇西側 60m エリア）に保管し，設置位

置についてもディーゼル発電機と位置的分散された屋外（３号炉東側 32m エリア及

び３号炉西側 32m エリア）に設置する設計とする。電源の冷却方式については，デ

ィーゼル発電機の水冷式に対して，代替非常用発電機及び可搬型代替電源車は空冷

式とすることで，多様性を有する設計とする。燃料源については，ディーゼル発電

機はディーゼル発電機燃料油サービスタンクからの供給であるのに対して，代替非

常用発電機は発電機搭載燃料とし，可搬型代替電源車は車載燃料とすることで，位

置的分散された設計とする。電源盤については，代替所内電気設備変圧器，代替所

内電気設備分電盤及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤を，設計基準事故対処

設備である非常用高圧母線（6-A）及び非常用高圧母線（6-B）と位置的分散された

原子炉補助建屋内の異なる区画にそれぞれ配置し，同時に機能が喪失しない設計と

する。電路については，代替所内電気設備を，非常用所内電気設備に対して，独立

した電路で系統構成することにより，共通要因によって同時に機能を損なわれない

よう独立した設計とする。 

代替所内電気設備は，表 2.14.92 で示すとおり，地震，津波，火災及び溢水によ

り同時に故障することを防止するため，非常用所内電気設備との独立性を確保する

設計とする。 

（57－2，57－4，57－9） 
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表 2.14.91 代替所内電気設備の位置的分散 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用所内電気設備 代替所内電気設備 

電源 

ディーゼル発電機 

＜ディーゼル発電機建屋 

T.P.10.3m＞ 

代替非常用発電機 

＜屋外（３号炉東側 32m エリ

ア）＞ 

 

可搬型代替電源車 

＜屋外（１号炉西側 31m エリ

ア，２号炉東側 31m エリア(a) 

及び展望台行管理道路脇西側 

60m エリア）＞ 

電源盤 

非常用高圧母線（6-A） 

非常用高圧母線（6-B） 

＜いずれも原子炉補助建屋 

T.P.10.3m＞ 

代替所内電気設備変圧器 

＜原子炉補助建屋 T.P.17.8m＞ 

 

代替所内電気設備分電盤 

＜原子炉補助建屋 T.P.17.8m＞ 

 

代替格納容器スプレイポンプ 

変圧器盤 

＜原子炉補助建屋 T.P.24.8m＞ 

電路 

Ａ－ディーゼル発電機～ 

非常用高圧母線（6-A）電路 

 

Ｂ－ディーゼル発電機～ 

非常用高圧母線（6-B）電路 

代替非常用発電機～代替所内電

気設備変圧器～代替所内電気設

備分電盤電路 

 

代替非常用発電機～代替格納容

器スプレイポンプ変圧器盤電路 

 

可搬型代替電源車～可搬型代替

電源接続盤～代替所内電気設備

変圧器～代替所内電気設備分電

盤電路 

 

可搬型代替電源車～可搬型代替

電源接続盤～代替格納容器スプ

レイポンプ変圧器盤電路 
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項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用所内電気設備 代替所内電気設備 

電源 

供給先 

非常用高圧母線（6-A） 

非常用高圧母線（6-B） 

＜いずれも原子炉補助建屋 

T.P.10.3m＞ 

代替所内電気設備変圧器 

代替所内電気設備分電盤 

＜原子炉補助建屋 T.P.17.8m＞ 

 

代替格納容器スプレイポンプ 

変圧器盤 

＜原子炉補助建屋 T.P.24.8m＞ 

電源の 

冷却方式 
水冷式 空冷式 

燃料源 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

ディーゼル発電機 

燃料油サービスタンク 

＜周辺補機棟 T.P.17.8m＞ 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

燃料タンク（SA） 

＜屋外＞ 

 

代替非常用発電機（発電機搭載

燃料） 

＜屋外＞ 

 

可搬型代替電源車（車載燃料） 

＜屋外＞ 

燃料流路 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

＜ディーゼル発電機建屋 

T.P.6.2m＞ 

可搬型タンクローリー 

＜屋外（１号炉西側 31m エリア

及び２号炉東側 31m 

エリア(b)）＞ 

 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

＜ディーゼル発電機建屋 

T.P.6.2m＞ 

 

  



添 57-155 

 

表 2.14.92 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用所内電気設備 代替所内電気設備 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の所内電気設備である２系統の非常用母線等

は，耐震Ｓクラス設計とし，重大事故等対処設備の代替所内電気設備

は，基準地震動で機能維持可能な設計とすることで，基準地震動が共

通要因となり，同時にその機能が損なわれることのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の所内電気設備である２系統の非常用母線等

は，基準津波の影響を受けないディーゼル発電機建屋，原子炉補助建

屋，周辺補機棟及び屋外に設置し，重大事故等対処設備の代替所内電

気設備は，基準津波の影響を受けない屋外及び原子炉補助建屋へ設置

することで，津波が共通要因となり，同時に故障することのない設計

とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の所内電気設備である２系統の非常用母線等

及び重大事故等対処設備の代替所内電気設備は，火災が共通要因とな

り，同時に故障することのない設計とする（「共－８ 重大事故等対

処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す。）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の所内電気設備である２系統の非常用母線等

及び重大事故等対処設備の代替所内電気設備は，溢水が共通要因とな

り，同時に故障することのない設計とする（「共－９ 重大事故等対

処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す。）。 

 

2.14.2.5.4 所内電気設備への接近性の確保 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合に

おいて，代替非常用発電機又は可搬型代替電源車からの電力を確保するために，以

下のとおり，原子炉補助建屋 T.P.10.3m に設置する非常用所内電気設備へアクセス

可能な設計とし，接近性を確保する設計とする。 

（57－7） 

 

屋内のアクセスルートに影響を与えるおそれがある以下の事象について評価した

結果，問題はない（詳細は，「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルー

トについて」参照）。 

(1) 地震時の影響 

プラントウォークダウンにて確認した結果，問題なし。 

(2) 地震随伴火災の影響 

アクセスルート近傍に地震随伴火災の火災源となる機器が設置されていない

ことから問題なし。 
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(3) 地震による内部溢水の影響 

原子炉補助建屋内に溢水源となる耐震 B,C クラスの機器のうち，基準地震動

で破損が生じる機器を考慮しても溢水による影響がないことから問題なし。 

万一，非常用所内電気設備の設置場所である原子炉補助建屋 T.P.10.3m への接近

性が失われることを考慮して，代替所内電気設備を原子炉補助建屋 T.P.17.8m 及び

原子炉補助建屋 T.P.24.8m に設置することにより，接近性の向上を図る設計とする。 

なお，重大事故等時において，非常用所内電気設備及び代替所内電気設備は，中

央制御室又は設置場所から操作可能な設計とする。 

 

2.14.2.5.5 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.2.5.5.1 設置許可基準規則第 43 条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の使

用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

a. 代替非常用発電機 

代替所内電気設備の代替非常用発電機は，屋外（３号炉東側 32m エリア）に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，屋

外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.93 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

表 2.14.93 想定する環境条件及び荷重条件（代替非常用発電機） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機能を損

なわない設計とする。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 
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b. 可搬型代替電源車 

代替所内電気設備の可搬型代替電源車は，可搬型で屋外の１号炉西側 31m エ

リア，２号炉東側 31m エリア(a)及び展望台行管理道路脇西側 60m エリアに保管

し，重大事故等時は，屋外（３号炉東側 32m エリア及び３号炉西側 32m エリア）

に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，

屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.94 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

表 2.14.94 想定する環境条件及び荷重条件（可搬型代替電源車） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，固縛等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 
屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機能を損

なわない設計とする。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

c. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

代替所内電気設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，常設で屋外に設置す

る設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環

境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.95 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

  



添 57-158 

 

表 2.14.95 想定する環境条件及び荷重条件（ディーゼル発電機燃料油貯油槽） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響

は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

d. 燃料タンク（SA） 

代替所内電気設備の燃料タンク（SA）は，常設で屋外に設置する設備であるこ

とから，その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重

条件を考慮し，表 2.14.96 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

表 2.14.96 想定する環境条件及び荷重条件（燃料タンク（SA）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響

は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 
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e. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

代替所内電気設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，常設でディーゼ

ル発電機建屋 T.P.6.2m に設置する設備であることから，その機能を期待される

重大事故等時における，ディーゼル発電機建屋内の環境条件及び荷重条件を考

慮し，表 2.14.97 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

表 2.14.97 想定する環境条件及び荷重条件 

（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

ディーゼル発電機建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び

放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

ディーゼル発電機建屋内に設置するため，天候による影響は

受けない。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
ディーゼル発電機建屋内に設置するため，風（台風）及び積

雪による影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

 

f. 可搬型タンクローリー 

代替所内電気設備の可搬型タンクローリーは，可搬型で屋外の１号炉西側 31m

エリア及び２号炉東側 31m エリア(b)に保管し，重大事故等時は，屋外に設置す

る設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環

境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.98 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 
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表 2.14.98 想定する環境条件及び荷重条件（可搬型タンクローリー） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，固縛等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 
屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機能を損

なわない設計とする。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

g. 代替所内電気設備変圧器 

代替所内電気設備の代替所内電気設備変圧器は，原子炉補助建屋T.P.17.8mに

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，原

子炉補助建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.99 に示す設計とす

る。 

（57－2） 

 

表 2.14.99 想定する環境条件及び荷重条件（代替所内電気設備変圧器） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉補助建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

原子炉補助建屋内に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉補助建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪に

よる影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 
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h. 代替所内電気設備分電盤 

代替所内電気設備の代替所内電気設備分電盤は，原子炉補助建屋T.P.17.8mに

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，原

子炉補助建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.100 に示す設計とす

る。 

（57－2） 

 

表 2.14.100 想定する環境条件及び荷重条件（代替所内電気設備分電盤） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉補助建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

原子炉補助建屋内に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉補助建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪に

よる影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

i. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

代替所内電気設備の代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤は，常設で原子炉

補助建屋 T.P.24.8m に設置する設備であることから，その機能を期待される重

大事故等時における，原子炉補助建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表

2.14.101 に示す設計とする。 

（57－2） 
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表 2.14.101 想定する環境条件及び荷重条件 

（代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉補助建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

原子炉補助建屋内に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉補助建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪に

よる影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替所内電気設備の操作が必要な燃料油設備の各機器並びに代替非常用発電機，

可搬型代替電源車，代替所内電気設備変圧器及び代替所内電気設備分電盤の各遮断

器については，中央制御室又は設置場所で容易に操作可能な設計とする。表

2.14.102～108 に操作対象機器を示す。 

（57－2，57－4） 
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表 2.14.102 操作対象機器 

（ディーゼル発電機燃料油貯油槽～可搬型タンクローリー流路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

Ａ１－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 

又は 

Ａ２－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 

又は 

Ｂ１－ディーゼル発電機

燃料油貯油槽給油口 

又は 

Ｂ２－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 

閉止 

→開放 
屋外 屋外 手動操作  

可搬型タンクローリー 

給油ポンプ 

停止 

→運転 
屋外 屋外 

操作器 

操作 
 

ホース 
ホース

接続 
屋外 屋外 手動操作  
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表 2.14.103 操作対象機器 

（ディーゼル発電機燃料油貯油槽～ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

～可搬型タンクローリー流路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

燃料油移送ポンプ出口連

絡サンプリング弁 

全閉 

→全開 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 
手動操作  

燃料油移送ポンプ出口Ａ

側連絡弁 

又は 

燃料油移送ポンプ出口Ｂ

側連絡弁 

全閉 

→全開 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 
手動操作  

Ａ－燃料油 

サービスタンク入口弁 

又は 

Ｂ－燃料油 

サービスタンク入口弁 

全開 

→全閉 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 
手動操作  

Ａ－燃料油サービス 

タンク油面制御元弁 

又は 

Ｂ－燃料油サービス 

タンク油面制御元弁 

全開 

→全閉 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 
手動操作  

Ａディーゼル発電機 

コントロールセンタ 

遮断器 

（Ａ－ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ） 

又は 

Ｂディーゼル発電機 

コントロールセンタ 

遮断器 

（Ｂ－ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ） 

切 

→入 

周辺補機棟 

T.P.10.3m 

周辺補機棟 

T.P.10.3m 

操作器 

操作 
 

可搬型タンクローリー 

マンホール 

閉止 

→開放 
屋外 屋外 手動操作  

ホース 
ホース

接続 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

～屋外 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

及び屋外 

手動操作  
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表 2.14.104 操作対象機器 

（燃料タンク（SA）～可搬型タンクローリー流路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

燃料タンク（SA）給油口 
閉止 

→開放 
屋外 屋外 手動操作  

可搬型タンクローリー 

給油ポンプ 

停止 

→運転 
屋外 屋外 

操作器 

操作 
 

ホース 
ホース

接続 
屋外 屋外 手動操作  

 

表 2.14.105 操作対象機器 

（可搬型タンクローリー～代替非常用発電機又は可搬型代替電源車流路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

可搬型タンクローリー 

給油ポンプ 

停止 

→運転 
屋外 屋外 

操作器 

操作 
 

ホース 
ホース

引出し 
屋外 屋外 手動操作  

 

表 2.14.106 操作対象機器 

（代替非常用発電機 

～代替所内電気設備変圧器及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤電路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

Ａ－代替非常

用発電機 

及び 

Ｂ－代替非常

用発電機 

発電機 
停止 

→運転 
屋外 

（３号炉東

側 32m エリ

ア） 

中央制御室 
操作器 

操作 

設置場所 

からの 

手動投入 

操作も 

可能 
遮断器 

切 

→入 

 

表 2.14.107 操作対象機器 

（可搬型代替電源車～Ａ－可搬型代替電源接続盤又はＢ－可搬型代替電源接続盤 

～代替所内電気設備変圧器及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤電路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

可搬型 

代替電源車 

発電機 
停止 

→運転 

屋外 

（３号炉東

側 32m エリ

ア又は３号

炉西側 32m

エリア） 

屋外 

（３号炉東

側 32m エリ

ア又は３号

炉西側 32m

エリア） 

操作器 

操作 
 

遮断器 
切 

→入 
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表 2.14.108 操作対象機器 

（代替所内電気設備変圧器～代替所内電気設備分電盤電路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

代替所内電気設備 

変圧器遮断器 

切 

→入 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

操作器 

操作 
 

代替所内電気設備 

分電盤遮断器 

切 

→入 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

原子炉補助

建屋 

T.P.17.8m 

操作器 

操作 
 

 

以下に，代替所内電気設備を構成する主要設備の操作性を示す。 

 

a. 代替非常用発電機 

代替所内電気設備の代替非常用発電機は，全交流動力電源喪失時に中央制御

室の操作にて速やかに起動可能な設計とする。なお，中央制御室及び設置場所の

操作器等により操作が可能な設計とし，操作器は，誤操作防止のために名称等に

より識別可能とすることで操作者の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分な操作

空間を確保し，容易に操作可能な設計とする。また，代替非常用発電機は２台同

期運転が可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

b. 可搬型代替電源車 

代替所内電気設備の可搬型代替電源車は，屋外に設置するＡ－可搬型代替電

源接続盤又はＢ－可搬型代替電源接続盤まで移動可能な車両設計とするととも

に，設置場所にて車輪止めによる固定等が可能な設計とする。また，可搬型代替

電源車は，付属の操作器等により，設置場所での操作が可能な設計とする。可搬

型代替電源車の現場操作器は，誤操作防止のために名称等により識別可能とす

ることで操作者の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分な操作空間を確保し，容

易に操作可能な設計とする。可搬型代替電源車のケーブルは，ボルト・ネジ接続

が可能な設計とし，一般的に用いられる工具を用いることでＡ－可搬型代替電

源接続盤又はＢ－可搬型代替電源接続盤に容易に接続及び敷設可能な設計とす

る。 

（57－2，57－4） 

 

c. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

代替所内電気設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，設置場所でのディー

ゼル発電機燃料油貯油槽給油口の手動操作により，設置場所で確実に操作可能

な設計とする。 

（57－2，57－4） 
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d. 燃料タンク（SA） 

代替所内電気設備の燃料タンク（SA）は，燃料タンク（SA）給油口の手動操作

により，設置場所で確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

e. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

代替所内電気設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，設置場所での操

作器により操作が可能な設計とし，誤操作防止のために名称等により識別可能

とすることで操作者の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分な操作空間を確保

し，容易に操作可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，燃料油移送ポンプ出口連絡サンプリ

ング弁，燃料油移送ポンプ出口連絡弁及び燃料油サービスタンク入口弁の手動

操作により，設置場所で確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

f. 可搬型タンクローリー 

代替所内電気設備の可搬型タンクローリーは，設置場所にて付属の操作器か

らの操作器操作で起動する設計とする。可搬型タンクローリーは付属の操作器

を操作するにあたり，操作者のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保す

る。また，それぞれの操作対象については名称等により識別可能とし，操作者の

操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

可搬型タンクローリーは，ディーゼル発電機燃料油貯油槽及び T.P.10.3m 原

子炉補助建屋海側燃料油移送配管屋外接続口並びに燃料タンク（SA）まで移動可

能な車両設計とするとともに，設置場所にて車輪止めによる固定等が可能な設

計とする。 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具及び技量は必要とせず，簡便な接続方

法により，容易かつ確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

g. 代替所内電気設備変圧器 

代替所内電気設備の代替所内電気設備変圧器は，設置場所での操作器により

操作が可能な設計とし，誤操作防止のために名称等により識別可能とすること

で操作者の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分な操作空間を確保し，容易に操

作可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

h. 代替所内電気設備分電盤 

代替所内電気設備の代替所内電気設備分電盤は，設置場所での操作器により

操作が可能な設計とし，誤操作防止のために名称等により識別可能とすること

で操作者の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分な操作空間を確保し，容易に操

作可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 
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i. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

代替所内電気設備の代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤は操作不要である。 

（57－2，57－4） 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第１項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は

検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

a. 代替非常用発電機 

代替所内電気設備の代替非常用発電機は，表 2.14.109 に示すように，発電用

原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，特性試験，分解点検及び外観点検

が可能な設計とする。 

代替非常用発電機の運転性能の確認として，発電機の運転状態として電圧，電

流及び周波数の確認が可能な設計とすることにより出力性能の確認が可能な設

計とする。また，発電機の部品状態の確認として，目視等により性能に影響を及

ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことを確認する分解点検が可能な設計と

する。また，代替非常用発電機ケーブルについて，絶縁抵抗測定が可能な設計と

する。 

（57－3） 

 

表 2.14.109 代替非常用発電機の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 

模擬負荷による代替非常用発電機の出力性能

（電圧，電流及び周波数）の確認 

代替非常用発電機の運転状態の確認 

特性試験 搭載機器部の絶縁抵抗の確認 

分解点検 
搭載機器部の各部の点検，手入れ，清掃及び消

耗部品の取替え 

外観点検 各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 
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b. 可搬型代替電源車 

代替所内電気設備の可搬型代替電源車は，表 2.14.110 に示すように，発電用

原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，特性試験，分解点検及び外観点検

が可能な設計とする。また，可搬型代替電源車は車両としての運転状態の確認及

び外観の確認が可能な設計とする。 

可搬型代替電源車は，運転性能の確認として，発電機の運転状態として電圧，

電流及び周波数の確認が可能な設計とすることにより出力性能の確認が可能な

設計とする。また，可搬型代替電源車の部品状態の確認として，目視等により性

能に影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことを確認する分解点検又

は取替えが可能な設計とする。また，可搬型代替電源車ケーブルの絶縁抵抗測定

が可能な設計とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.110 可搬型代替電源車の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 

模擬負荷による可搬型代替電源車の出力性能

（電圧，電流及び周波数）の確認 

可搬型代替電源車の運転状態の確認 

車両走行状態の確認 

特性試験 搭載機器部及びケーブルの絶縁抵抗の確認 

分解点検 
搭載機器部の分解又は取替え並びに各部の点

検，手入れ，清掃及び消耗部品の取替え 

外観点検 
各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

可搬型代替電源車外観の確認 

 

c. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

代替所内電気設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，表 2.14.111 に示すよ

うに，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観点検，漏えい試験及び開放点検が

可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽内面の確認として，目視により性能に影響を

及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことの確認が可能な設計とする。具体的

にはタンク上部のマンホールが開放可能であり，内面の点検が可能な設計とす

る。 

また，ディーゼル発電機燃料油貯油槽の漏えい試験の実施が可能な設計とす

る。具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽は油面レベルの確認が可能な計器を設ける設

計とする。 

（57－3） 
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表 2.14.111 ディーゼル発電機燃料油貯油槽の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観点検 
各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

開放点検 

各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽内面の損傷，腐

食等の有無を目視等で確認 

 

d. 燃料タンク（SA） 

代替所内電気設備の燃料タンク（SA）は，表 2.14.112 に示すように，発電用

原子炉の運転中又は停止中に外観点検，漏えい試験及び開放点検が可能な設計

とする。 

燃料タンク（SA）内面の確認として，目視により性能に影響を及ぼすおそれの

ある損傷，腐食等がないことの確認が可能な設計とする。具体的にはタンク上部

のマンホールが開放可能であり，内面の点検が可能な設計とする。 

また，燃料タンク（SA）の漏えい試験の実施が可能な設計とする。具体的には

漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

燃料タンク（SA）は油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.112 燃料タンク（SA）の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観点検 
各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

開放点検 

各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

燃料タンク（SA）内面の損傷，腐食等の有無を

目視等で確認 
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e. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

代替所内電気設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，表 2.14.113 に示

すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，漏えい試験，分

解点検及び外観点検が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，運転性能の確認として，ディーゼル発

電機燃料油移送ポンプの吐出圧力，ポンプ周りの振動，異音，異臭等の確認が可

能な設計とする。具体的には，試験用の系統を構成することにより機能・性能試

験が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプの部品状態の確認として，目視等により

性能に影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことを確認する分解点検

が可能な設計とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.113 ディーゼル発電機燃料油移送ポンプの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 
試運転を行い，振動，異音，異臭等の有無を確

認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

分解点検 
各部の分解並びに各部の点検，手入れ，清掃及

び消耗部品の取替え 

外観点検 各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

 

f. 可搬型タンクローリー 

代替所内電気設備の可搬型タンクローリーは，表 2.14.114 に示すように，発

電用原子炉の運転中又は停止中に漏えい試験，機能・性能試験，分解点検又は取

替え並びに外観点検が可能な設計とする。また，可搬型タンクローリーは車両と

して運転状態の確認及び外観点検が可能な設計とする。 

可搬型タンクローリーは，油量及び漏えいの確認が可能なように油面計又は

検尺口を設け，かつ，内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とす

る。さらに，可搬型タンクローリーは車両としての運転状態の確認及び外観の確

認が可能な設計とする。可搬型タンクローリー付ポンプは，通常系統にて機能・

性能確認ができる設計とし，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観点検として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐食

等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（57－3） 
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表 2.14.114 可搬型タンクローリーの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

機能・性能試験 
安全弁の作動確認及び計器校正の実施 

車両走行状態の確認 

分解点検 

各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

タンク内面の損傷，腐食等の有無を目視等で確

認 

搭載機器部の分解又は取替え 

外観点検 
各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

可搬型タンクローリー外観の確認 

 

g. 代替所内電気設備変圧器 

代替所内電気設備の代替所内電気設備変圧器は，表 2.14.115 に示すように，

発電用原子炉の運転中又は停止中に特性試験及び外観点検が可能な設計とする。 

代替所内電気設備変圧器の外観点検として，目視等により性能に影響を及ぼ

すおそれのある異常がないこと及び性能確認として絶縁抵抗測定が可能な設計

とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.115 代替所内電気設備変圧器の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観点検 各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

 

h. 代替所内電気設備分電盤 

代替所内電気設備の代替所内電気設備分電盤は，表 2.14.116 に示すように，

発電用原子炉の運転中又は停止中に特性試験及び外観点検が可能な設計とする。 

代替所内電気設備分電盤の外観点検として，目視等により性能に影響を及ぼ

すおそれのある異常がないこと及び性能確認として絶縁抵抗測定が可能な設計

とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.116 代替所内電気設備分電盤の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観点検 各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 
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i. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

代替所内電気設備の代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤は，表 2.14.117 に

示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に特性試験及び外観点検が可能

な設計とする。 

代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤の外観点検として，目視等により性能

に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと及び性能確認として絶縁抵抗測定

が可能な設計とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.117 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観点検 各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっ

ては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替所内電気設備は，本来の用途以外の用途には使用しない。なお，代替所内

電気設備は遮断器を設けることにより通常時の系統構成から遮断器操作により速

やかな切替えが可能な設計とする。切替え操作の対象機器は表 2.14.102～108 と

同様である。 

これにより，図 2.14.42～48 で示すタイムチャートのとおり速やかに電源供給

が可能である。 

（57－4） 
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図 2.14.42 代替所内電気設備による交流の給電（代替非常用発電機）の 

タイムチャート* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.14.43 代替所内電気設備による交流の給電（可搬型代替電源車）の 

タイムチャート* 

 

  

135分　代替非常用発電機起動

155分　代替所内電気設備による給電（２次系設備）

205分 代替所内電気設備に

よる給電（１次系設備）

移動，系統構成
※1

③
a

移動，代替非常用発電機の起動
※2

⑦
a

代替所内電気設備対象負荷の

切替・給電（２次系設備）
※3

代替所内電気設備対象負荷の

切替・給電（１次系設備）
※3

移動，代替非常用発電機の起動
※2

⑦
a

移動，系統構成※1

代替所内電気設備対象負荷の

切替・給電（１次系設備）
※3

※1：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間
※2：中央制御室から代替非常用発電機までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間
※3：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間

⑧
a
⑨

a

運転員
（現場）Ｂ

１

災害対策要員
Ａ，Ｂ

２

運転員
（現場）Ａ

１

②
a

備考4

操作手順

▽

▽

2 3

▽

代替非常用発電機
による代替格納容
器スプレイポンプ
変圧器盤及び代替
所内電気設備分電
盤給電

手順の項目 要員（数）

経過時間（時間） 

1

305分　可搬型代替電源車起動

330分　代替所内電気設備による給電

（２次系設備）

380分 代替所内電気設備による給電

（１次系設備） 

移動，系統構成※1 ③b

移動，代替所内電気設備対象負荷の

切替・給電（２次系設備）※2

代替所内電気設備対象負荷の

切替・給電（１次系設備）
※2

移動，系統構成※1 ②b

保管場所への移動※3※4

可搬型代替電源車の移動※5

ケーブル敷設，接続及び

可搬型代替電源車の起動
※6

可搬型代替電源車の給電
※7

⑧
b

代替所内電気設備対象負荷の

切替・給電（１次系設備）※2

※1：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間
※2：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間
※3：可搬型代替電源車の保管場所は１号炉西側31mエリア，２号炉東側31mエリア(a)
※4：機器操作場所から１号炉西側31mエリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間
※5：可搬型代替電源車の移動時間として，１号炉西側31mエリアから原子炉補助建屋付近又は原子炉建屋付近までを想定した移動時間
※6：ケーブル敷設実績及び可搬型代替電源車の起動実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※7：可搬型代替電源車の給電実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

⑨b⑩b

災害対策要員
Ａ～Ｃ

３

④
b

④b⑧b

可搬型代替電源車
による代替格納容
器スプレイポンプ
変圧器盤及び代替
所内電気設備分電盤
給電

②
b

備考

操作手順

8

運転員
（現場）Ａ

１

4 5 6 7

▽

▽

▽

手順の項目 要員（数）

1 2 3

経過時間（時間）
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図 2.14.44 ディーゼル発電機燃料油貯油槽から 

可搬型タンクローリーへの燃料補給のタイムチャート 

（ホース使用時）* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.14.45 ディーゼル発電機燃料油貯油槽から 

可搬型タンクローリーへの燃料補給のタイムチャート 

（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ使用時）* 

 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽から

可搬型タンクローリーへの燃料補給

165分 

保管場所への移動※1※2 ④b

可搬型タンクローリー移動，

ホース敷設，接続※3

可搬型タンクローリー移動，準備※4 ④b⑨b

燃料汲み上げ※5 ⑪b⑬b

移動，系統構成※6 ⑦b

燃料油移送ポンプ受電準備
※7

⑧
b

燃料油移送ポンプ起動※8 ⑩b

燃料油移送ポンプ停止※8 ⑫b

※1：可搬型タンクローリーの保管場所は１号炉西側31mエリア及び２号炉東側31mエリア(b)，
　　 ホースの保管場所は原子炉建屋内
※2：緊急時対策所から１号炉西側31mエリアまでの移動時間に余裕を見込んだ時間
※3：可搬型タンクローリーの移動時間として，１号炉西側31mエリアから原子炉補助建屋付近までを想定した移動時間及び
　　 ホース敷設実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※4：可搬型タンクローリーの移動時間として原子炉補助建屋付近から３号出入管理室横通路までを想定した移動時間，
　　 可搬型タンクローリーの給油準備実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※5：可搬型タンクローリーの燃料汲み上げを想定した作業時間に余裕を見込んだ時間
※6：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間
※7：燃料油移送ポンプ受電準備に余裕を見込んだ時間
※8：機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

ディーゼル発電機
燃料油貯油槽から
可搬型タンクロー
リーへの補給
（ディーゼル発電
機燃料油移送ポン
プにより補給する
場合）

災害対策要員
Ａ，Ｂ

２
④b～⑥b

運転員
（現場）Ａ

１

備考3 4

操作手順

経過時間(時間)

1 2

手順の項目 要員（数）

▽

繰り返し

繰り返し

ディーゼル発電機燃料貯油槽から

可搬型タンクローリーへの燃料補給

105分 

保管場所への移動※1※2 ③a

可搬型タンクローリー移動，準備，

ホース敷設※3

燃料汲み上げ※4 ⑧a～⑩a

※1：可搬型タンクローリーの保管場所は１号炉西側31mエリア及び２号炉東側31mエリア(b)
※2：緊急時対策所から１号炉西側31mエリアまでの移動時間に余裕を見込んだ時間
※3：可搬型タンクローリーの移動時間として，１号炉西側31mエリアからディーゼル発電機燃料油貯油槽までを想定した移動時間及び
　　 ホース敷設実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※4：可搬型タンクローリーの燃料汲み上げを想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

経過時間（時間）
備考1 2 3

手順の項目 要員（数） 操作手順

ディーゼル発電機
燃料油貯油槽から
可搬型タンクロー
リーの燃料補給

災害対策要員
Ａ，Ｂ

２ ④a～⑦a

▽

繰り返し
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図 2.14.46 燃料タンク（SA）から可搬型タンクローリーへの燃料補給のタイムチ

ャート* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.14.47 可搬型タンクローリーによる可搬型代替電源車 

への燃料補給のタイムチャート* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.14.48 可搬型タンクローリーによる代替非常用発電機への 

燃料補給のタイムチャート* 

 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状

況についての「1.14 電源の確保に関する手順等」で示すタイムチャート 

  

燃料タンク（SA）から

可搬型タンクローリーへの燃料補給

105分 

保管場所への移動※1※2 ③c

可搬型タンクローリー移動，準備，

ホース敷設
※3

燃料汲み上げ※4 ⑧c～⑩c

※1：可搬型タンクローリーの保管場所は１号炉西側31mエリア及び２号炉東側31mエリア(b)
※2：緊急時対策所から１号炉西側31mエリアまでの移動時間に余裕を見込んだ時間
※3：可搬型タンクローリーの移動時間として，１号炉西側31mエリアから燃料タンク（SA）までを想定した移動時間及び
　　 ホース敷設実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※4：可搬型タンクローリーの燃料汲み上げを想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

経過時間（時間）
備考1 2 3

手順の項目 要員（数） 操作手順

燃料タンク（SA）
から可搬型タンク
ローリーの燃料補
給

災害対策要員
Ａ，Ｂ

２ ④c～⑦c

▽

繰り返し

60分 燃料補給完了

移動※1 ②a

燃料補給準備※2 ②a～④a

可搬型代替電源車への補給※2 ⑤a⑦a

※1：可搬型タンクローリーの移動時間は，可搬型代替電源車までの移動距離に応じた時間
※2：可搬型代替電源車への補給は類似作業の実績に余裕を見込んだ想定時間

可搬型代替電源車
への補給

災害対策要員
Ａ，Ｂ

２

▽

備考1 2 3

手順の項目 要員（数） 操作手順

経過時間（時間）

55分 燃料補給完了

移動※1 ②a

燃料補給準備※2 ②a～④a

代替非常用発電機への補給※2 ⑤a⑦a

※1：可搬型タンクローリーの移動時間は，代替非常用発電機までの移動距離に応じた時間
※2：代替非常用発電機への補給は類似作業の実績に余裕を見込んだ想定時間

２

▽

経過時間（時間）
備考1 2 3

手順の項目 要員（数） 操作手順

代替非常用発電機
への補給

災害対策要員
Ａ，Ｂ
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第１項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

代替所内電気設備は，表 2.14.118 に示すように，電源となる代替非常用発電機

及び可搬型代替電源車並びに電路を構成する代替所内電気設備変圧器，代替所内

電気設備分電盤及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤は，通常時は遮断器に

より接続先の系統から切り離し，また，可搬型タンクローリーをディーゼル発電

機燃料油貯油槽，ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ及び燃料タンク（SA）と切

り離して保管することで隔離する系統構成としており，重大事故等時に接続，弁

操作，遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，

他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替電源車及び可搬型タンクローリーは，車輪止めによる固定等をする

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

なお，代替非常用発電機，可搬型代替電源車は，飛散物となって他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

（57－4，57－6） 
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表 2.14.118 他系統との隔離 

取合い系統 系統隔離 駆動方式 状態 

非常用所内電気設

備 

６－Ａメタクラ遮断器 

（SA 用代替電源受電） 
電気作動 通常時切 

６－Ｂメタクラ遮断器 

（SA 用代替電源受電） 
電気作動 通常時切 

Ａ計装用インバータ 

交流電源切換器盤 
手動 通常時切 

Ｂ計装用インバータ 

交流電源切換器盤 
手動 通常時切 

Ｃ計装用インバータ 

交流電源切換器盤 
手動 通常時切 

Ｄ計装用インバータ 

交流電源切換器盤 
手動 通常時切 

CV 水素濃度計電源盤 手動 通常時切 

Ｂ－アニュラス空気浄化ファン 

電源切換器盤 
手動 通常時切 

Ａ－ディーゼル発電機燃料油移送ポ

ンプ電源切換器盤 
手動 通常時切 

Ｂ－ディーゼル発電機燃料油移送ポ

ンプ電源切換器盤 
手動 通常時切 

可搬型代替交流電

源設備 

Ａ－可搬型代替電源接続盤 手動 
通常時 

切離し 

Ｂ－可搬型代替電源接続盤 手動 
通常時 

切離し 

非常用交流電源設

備 

Ａ１－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 
手動 

通常時 

閉止 

Ａ２－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 
手動 

通常時 

閉止 

Ｂ１－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 
手動 

通常時 

閉止 

Ｂ２－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 
手動 

通常時 

閉止 

常設代替交流電源

設備 

可搬型代替交流電

源設備 

代替所内電気設備変圧器遮断器 

（代替所内電気設備分電盤） 
手動 通常時切 

代替所内電気設備分電盤遮断器 

（負荷） 
手動 通常時切 

燃料タンク（SA）給油口 手動 
通常時 

閉止 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び

復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所

の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

代替所内電気設備の操作に必要な機器の設置場所及び操作場所を表 2.14.102～

108 に示す。 

これらの操作場所は，想定される重大事故等時における放射線量が高くなるお

それが少ないため，屋外，中央制御室又は原子炉補助建屋で操作可能な設計とす

る。 

（57－2） 

 

2.14.2.5.5.2 設置許可基準規則第 43 条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第２項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 

 

a. 代替非常用発電機 

代替所内電気設備の代替非常用発電機は，重大事故等時に必要な容量約 340kW

に余裕を考慮し，約 1,380kW／台（力率 0.8 において約 1,725kVA／台）を２台

有する設計とし，約 2,760kW を確保する設計とする。 

（57－5） 

 

b. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

代替所内電気設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，想定される重大事故

等時において，同時にその機能を発揮することを要求される重大事故等対処設

備が，７日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 182.3kL を上回る，容量

約 540kL を有する設計とする。 

（57－5） 

 

c. 燃料タンク（SA） 

代替所内電気設備の燃料タンク（SA）は，想定される重大事故等時において，

同時にその機能を発揮することを要求される可搬型重大事故等対処設備が，７

日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 44.2kL を上回る，容量約 50kL を

有する設計とする。 

（57－5） 
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d. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

代替所内電気設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，可搬型代替電源

車の燃料消費量を上回る，容量約 26kL/h／台，吐出圧力約 0.3MPa 及び原動機出

力約 11kW／台を２台有する設計とする。 

（57－5） 

e. 代替所内電気設備変圧器 

代替所内電気設備の代替所内電気設備変圧器は，重大事故等時に必要な容量

約 167kVA に余裕を考慮し，約 300kVA を有する設計とする。 

（57－5） 

 

f. 代替所内電気設備分電盤 

代替所内電気設備の代替所内電気設備分電盤は，重大事故等時に必要な容量

約 230A に対し，余裕を有する定格電流である約 600A を有する設計とする。 

（57－5） 

 

g. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

代替所内電気設備の代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤は，重大事故等時

に必要な容量約 209kVA に余裕を考慮し，約 1,000kVA を有する設計とする。 

（57－5） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以上

の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安

全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して

悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

代替所内電気設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とす

る。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第２項第三号） 

 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能

と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 
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代替所内電気設備は，設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備に対し

て，多様性及び位置的分散を図り，共通要因によって同時に機能が損なわれるお

それがないよう設計する。これらの詳細については，2.14.2.5.3 項に記載のとお

りである。 

（57－2，57－4，57－9） 

 

2.14.2.5.5.3 設置許可基準規則第 43 条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第３項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容量を有

するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 

 

a. 可搬型代替電源車 

代替所内電気設備の可搬型代替電源車は，想定される重大事故等時において，

最低限必要な設備に電力を供給できる容量を有するものを１セット１台使用す

る。保有数は２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップ用として２台の合計４台を分散して保管する。 

具体的には，可搬型代替電源車は，代替非常用発電機が使用できない場合，代

替所内電気設備変圧器，代替所内電気設備分電盤及び代替格納容器スプレイポ

ンプ変圧器盤に電源供給する。必要となる負荷は，重大事故等時に必要な容量約

340kW に余裕を考慮し，約 2,200kVA（1,760kW）／台の可搬型代替電源車が１台

必要である。また，可搬型代替電源車は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃

料タンク（SA）よりディーゼル発電機燃料油移送ポンプ及び可搬型タンクローリ

ーを用いて燃料を可搬型代替電源車に補給する。 

（57－5） 

 

b. 可搬型タンクローリー 

代替所内電気設備の可搬型タンクローリーは，想定される重大事故等時にお

いて，その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給でき

る容量を有する設計とする。 

容量としては重大事故等時において，その機能を発揮することを要求される

代替非常用発電機又は可搬型代替電源車及び緊急時対策所用発電機並びに可搬

型大型送水ポンプ車の連続運転が可能な燃料を，それぞれ代替非常用発電機又

は可搬型代替電源車及び緊急時対策所用発電機並びに可搬型大型送水ポンプ車

に供給できる容量を有するものを１セット２台使用する。保有数は１セット２

台と，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として２台の合

計４台を分散して保管する。 

（57－5，57－11） 
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(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉

施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあ

っては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以上の系

統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部の規格の統

一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替所内電気設備の接続が必要な可搬型代替電源車ケーブル及び可搬型タンク

ローリーホース（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ使用時は配管・弁類を含む。）

は，現場で容易に接続可能な設計とする。 

表 2.14.119～122 に対象機器の接続場所を示す。 

（57－2，57－4，57－8） 

 

表 2.14.119 接続対象機器設置場所 

（可搬型代替電源車～Ａ－可搬型代替電源接続盤又はＢ－可搬型代替電源接続盤 

～代替所内電気設備変圧器及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤電路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

可搬型代替電源車 

Ａ－可搬型代替電源

接続盤又はＢ－可搬

型代替電源接続盤 

屋外（３号炉東

側 32m エリア又

は３号炉西側 32m

エリア） 

ボルト・ネジ

接続 

 

表 2.14.120 接続対象機器設置場所 

（ディーゼル発電機燃料油貯油槽～代替非常用発電機又は可搬型代替電源車流路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

可搬型タンクローリー 
ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽 
屋外 

ホース挿入に

よる接続 

可搬型タンクローリー 
代替非常用発電機又

は可搬型代替電源車 
屋外 ノズル接続 
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表 2.14.121 接続対象機器設置場所 

（ディーゼル発電機燃料油貯油槽～ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

～代替非常用発電機流路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

可搬型タンクローリー 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

出口連絡 

サンプリングライン 

屋外 

原子炉補助建屋 

T.P.17.8m 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

継手接続 

可搬型タンクローリー 
代替非常用発電機又

は可搬型代替電源車 
屋外 ノズル接続 

 

表 2.14.122 接続対象機器設置場所 

（燃料タンク（SA）～代替非常用発電機又は可搬型代替電源車流路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

可搬型タンクローリー 燃料タンク（SA） 屋外 
ホース挿入に

よる接続 

可搬型タンクローリー 
代替非常用発電機又

は可搬型代替電源車 
屋外 ノズル接続 

 

以下に，代替所内電気設備を構成する主要設備の確実な接続性を示す。 

 

a. 可搬型代替電源車 

代替所内電気設備の可搬型代替電源車は，一般的に用いられる工具を用いる

ことでＡ－可搬型代替電源接続盤又はＢ－可搬型代替電源接続盤へボルト・ネ

ジ接続すること及び接続状態を目視で確認できることから，容易かつ確実に接

続可能な設計とする。 

（57－2，57－4，57－8） 

 

b. 可搬型タンクローリー 

代替所内電気設備の可搬型タンクローリーとディーゼル発電機燃料油貯油槽

又は燃料タンク（SA）の接続については，ホースを接続するために，ディーゼル

発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）の給油口を開放して給油口内にホース

を挿入して接続することにより，容易かつ確実に接続可能な設計とする。 

代替所内電源設備の可搬型タンクローリーとディーゼル発電機燃料油移送ポ

ンプ出口連絡サンプリングラインの接続については，ホースを接続するために，

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ出口連絡サンプリングラインにホースを簡

便な接続方法で接続することにより，容易かつ確実に接続可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 
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(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第３項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することができな

くなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水

又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に

設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

a. 可搬型代替電源車 

代替所内電気設備の可搬型代替電源車は，代替所内電気設備変圧器，代替所内

電気設備分電盤及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤へ電源供給する場合

において，原子炉建屋及び原子炉補助建屋の異なる面に位置的分散を図った２

箇所の接続口を設置することから，共通要因により接続不可とならない設計と

する。 

（57－2） 

 

b. 可搬型タンクローリー 

代替所内電気設備の可搬型タンクローリーを接続するディーゼル発電機燃料

油貯油槽又は燃料タンク（SA）は，100m 以上離隔を確保し，各々の接続箇所が

共通要因により接続不可とならない設計とする。 

（57－2） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第３項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設

置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放射線量が高く

なるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な

措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

代替所内電気設備の可搬型代替電源車及び可搬型タンクローリーの接続場所は，

表 2.14.119～122 と同様である。これらの接続場所は，想定される重大事故等時

における放射線量が高くなるおそれが少ないため，接続場所で操作可能な設計と

する。 

（57－2） 
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(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第３項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の

条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

代替所内電気設備の可搬型代替電源車及び可搬型タンクローリーは，地震，津

波その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影

響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，

非常用交流電源設備及び常設代替交流電源設備と 100m 以上の離隔で位置的分散

を図り，１号炉西側 31m エリア，２号炉東側 31m エリア(a)，２号炉東側 31m エリ

ア(b)及び展望台行管理道路脇西側 60m エリアの複数箇所に分散して保管する設

計とする。 

（57－2） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備を

運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路が確

保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替所内電気設備の可搬型代替電源車は，想定される重大事故等が発生した場

合においても，保管場所から配備場所までの経路について，設備の運搬及び移動

に支障をきたすことのないよう，複数のアクセスルートを確保する設計とする

（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参照）。 

（57－7） 
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(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準規

則第 43 条第３項第七号） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準事故対

処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大

事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたものである

こと。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

代替所内電気設備のうち，可搬型代替電源車から代替所内電気設備変圧器，代

替所内電気設備分電盤及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤へ電源供給する

系統並びにディーゼル発電機燃料油貯油槽及び燃料タンク（SA）から代替非常用

発電機又は可搬型代替電源車まで燃料を移送する設備は，共通要因によって，設

計基準事故対処設備である非常用交流電源設備又は重大事故等対処設備である常

設代替交流電源設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，表

2.14.123 で示すとおり，多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

（57－2，57－4，57－9） 

 

  



添 57-187 

 

表 2.14.123 代替所内電気設備の多様性及び位置的分散 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 代替所内電気設備 

電源 

ディーゼル発電機 

＜ディーゼル発電機建

屋 T.P.10.3m＞ 

代替非常用発電機 

＜屋外（３号炉東側

32m エリア）＞ 

可搬型代替電源車 

＜屋外（１号炉西側

31m エリア，２号炉東

側 31m エリア(a)及び

展望台行管理道路脇西

側 60m エリア）＞ 

電路 

Ａ－ディーゼル発電機

～非常用高圧母線 

（6-A）電路 

 

Ｂ－ディーゼル発電機

～非常用高圧母線 

（6-B）電路 

代替非常用発電機～非

常用高圧母線（6-A）

及び非常用高圧母線 

（6-B）電路 

可搬型代替電源車～可

搬型代替電源接続盤～

非常用高圧母線（6-

A）及び非常用高圧母

線（6-B）電路 

電源 

供給先 

非常用高圧母線 

（6-A） 

非常用高圧母線 

（6-B） 

＜いずれも原子炉補助

建屋 T.P.10.3m＞ 

非常用高圧母線 

（6-A） 

非常用高圧母線 

（6-B） 

＜いずれも原子炉補助

建屋 T.P.10.3m＞ 

代替所内電気設備変圧

器及び代替所内電気設

備分電盤 

＜原子炉補助建屋 

T.P.17.8m＞ 

代替格納容器スプレイ

ポンプ変圧器盤 

＜原子炉補助建屋 

T.P.24.8m＞ 

電源の 

冷却 

方式 

水冷式 空冷式 空冷式 
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項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 代替所内電気設備 

燃料源 

ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

ディーゼル発電機 

燃料油サービスタンク 

＜周辺補機棟 

T.P.17.8m＞ 

ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

燃料タンク（SA） 

＜屋外＞ 

 

代替非常用発電機（発

電機搭載燃料） 

＜屋外＞ 

ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

燃料タンク（SA） 

＜屋外＞ 

 

可搬型代替電源車 

（車載燃料） 

＜屋外＞ 

燃料流

路 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

＜ディーゼル発電機建

屋 T.P.6.2m＞ 

可搬型タンクローリー 

＜屋外（１号炉西側

31m エリア及び２号炉

東側 31m エリア(b)）＞ 

 

ディーゼル発電機燃料

油移送ポンプ 

＜ディーゼル発電機建

屋 T.P.6.2m＞ 

可搬型タンクローリー 

＜屋外（１号炉西側

31m エリア及び２号炉

東側 31m エリア(b)）＞ 

 

ディーゼル発電機燃料

油移送ポンプ 

＜ディーゼル発電機建

屋 T.P.6.2m＞ 
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2.14.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

2.14.3.1 非常用交流電源設備 

2.14.3.1.1 設備概要 

非常用交流電源設備は，外部電源が喪失した場合，非常用所内電気設備に電源を

供給することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子

炉格納容器の破損，使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原

子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。 

本系統は，ディーゼルエンジン及び発電機を搭載した「ディーゼル発電機」，ディ

ーゼル発電機の燃料を保管する「ディーゼル発電機燃料油貯油槽」，ディーゼル発電

機近傍で燃料を保管する「ディーゼル発電機燃料油サービスタンク」及びディーゼ

ル発電機燃料油貯油槽からディーゼル発電機燃料油サービスタンクに燃料を補給す

る「ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ」，並びに非常用所内電気設備として電路を

構成する「非常用高圧母線（6-A）」及び「非常用高圧母線（6-B）」で構成する。 

ディーゼル発電機は，非常用高圧母線（6-A）及び非常用高圧母線（6-B）の電源

喪失を検出し，自動起動することで，非常用高圧母線（6-A）及び非常用高圧母線（6-

B）に電源を供給する。ディーゼル発電機の燃料は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽

からディーゼル発電機燃料油サービスタンクにディーゼル発電機燃料油移送ポンプ

を用いて自動で供給され，ディーゼル発電機燃料油サービスタンクから自重でディ

ーゼル発電機に供給される。 

非常用交流電源設備のうちディーゼル発電機は，原子炉出力抑制（自動），原子

炉出力抑制（手動），ほう酸水注入，１次冷却系のフィードアンドブリード，蒸気

発生器２次側からの除熱，炉心注水，代替炉心注水，再循環運転，代替再循環運

転，格納容器スプレイ，代替格納容器スプレイ，余熱除去設備，低圧注入系，格納

容器内自然対流冷却，原子炉格納容器下部への注水，水素濃度制御設備，水素濃度

監視設備，アニュラス空気浄化設備による水素排出，アニュラス部の水素濃度監

視，使用済燃料ピットの監視，計測制御装置，中央制御室空調装置，可搬型照明

（SA），放射性物質の濃度低減，通信連絡設備へ電力を供給できる設計とする。 

本系統の概要図を図 2.14.49～50 に，本系統に関する重大事故等対処設備（設計

基準拡張）一覧を表 2.14.124 に示す。 

本系統は設計基準事故対処設備であるとともに，想定される重大事故等時におい

てその機能を考慮するため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置づける。 
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表 2.14.124 非常用交流電源設備に関する 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

ディーゼル発電機*1【常設】 

ディーゼル発電機燃料油サービスタンク*2【常設】 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽*3【常設】 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ*4【常設】 

附属設備 － 

燃料流路 ディーゼル発電機設備（燃料油設備）配管・弁【常設】 

電路 
ディーゼル発電機*1～非常用高圧母線（6-A）*5及び非常用

高圧母線（6-B）*6電路【常設】 

計装設備（補助）*7 
６－Ａ母線電圧 

６－Ｂ母線電圧 

 

*1：ディーゼル発電機は，Ａ－ディーゼル発電機及びＢ－ディーゼル発電機によ

り構成される。 

*2：ディーゼル発電機燃料油サービスタンクは，Ａ－ディーゼル発電機燃料油サ

ービスタンク及びＢ－ディーゼル発電機燃料油サービスタンクにより構成さ

れる。 

*3：ディーゼル発電機燃料油貯油槽は，Ａ１－ディーゼル発電機燃料油貯油槽，

Ａ２－ディーゼル発電機燃料油貯油槽，Ｂ１－ディーゼル発電機燃料油貯油

槽及びＢ２－ディーゼル発電機燃料油貯油槽により構成される。 

*4：ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，Ａ－ディーゼル発電機燃料油移送ポ

ンプ及びＢ－ディーゼル発電機燃料油移送ポンプにより構成される。 

*5：非常用高圧母線（6-A）は，６－Ａメタクラにより構成される。 

*6：非常用高圧母線（6-B）は，６－Ｂメタクラにより構成される。 

*7：計装設備については，「2.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 
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2.14.3.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) ディーゼル発電機 

エンジン 

型    式：４サイクルたて形 16 気筒ディーゼル機関 

台    数：２ 

出    力：約 5,600kW（１台当たり） 

回 転 速 度：約 750min-1 

起 動 方 式：圧縮空気起動 

起 動 時 間：約 10 秒 

使 用 燃 料：軽油 

発電機 

型    式：横置・回転界磁形・三相同期発電機 

台    数：２ 

容    量：約 7,000kVA（１台当たり） 

力    率：0.8（遅れ） 

電    圧：6.9kV 

周 波 数：50Hz 

回 転 速 度：約 750min-1 

取 付 箇 所：ディーゼル発電機建屋 T.P.10.3m 

 

(2) ディーゼル発電機燃料油サービスタンク 

型    式：たて置円筒形 

容    量：約 13kL（１基当たり） 

最高使用圧力：大気圧 

最高使用温度：50℃ 

基    数：１ 

取 付 箇 所：周辺補機棟 T.P.17.8m 

 

(3) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

型    式：横置円筒形 

基    数：４ 

容    量：約 146kL（１基当たり） 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：大気圧 

最高使用温度：40℃ 

取 付 箇 所：屋外 
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(4) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

型    式：歯車形 

台    数：２ 

容    量：約 26kL/h（１台当たり） 

吐 出 圧 力：約 0.3MPa[gage] 

最高使用温度：50℃ 

原動機出 力：約 11kW（１台当たり） 

取 付 箇 所：ディーゼル発電機建屋 T.P.6.2m 

 

2.14.3.1.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

非常用交流電源設備については，想定される重大事故等時に重大事故等対処設備

（設計基準拡張）として使用するため，「1.3 重大事故等対処設備」に示す基本方

針のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

非常用交流電源設備については，設計基準事故対処設備として使用する場合と同

様の系統構成で重大事故等時においても重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計とする。 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

非常用交流電源設備のディーゼル発電機，ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ，

ディーゼル発電機燃料油貯油槽及びディーゼル発電機燃料油サービスタンクは，設

計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十

分であることから，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 

非常用交流電源設備については，想定される重大事故等が発生した場合における

温度，放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要

な機能を有効に発揮するものとする。 

 

(1) ディーゼル発電機 

非常用交流電源設備のディーゼル発電機は，ディーゼル発電機建屋 T.P.10.3m に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，ディ

ーゼル発電機建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮する

ことができるよう，表 2.14.125 に示す設計とする。 
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表 2.14.125 想定する環境条件及び荷重条件（ディーゼル発電機） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

ディーゼル発電機建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び

放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

ディーゼル発電機建屋内に設置するため，天候による影響は

受けない。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
ディーゼル発電機建屋内に設置するため，風（台風）及び積

雪による影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

(2) ディーゼル発電機燃料油サービスタンク 

非常用交流電源設備のディーゼル発電機燃料油サービスタンクは，周辺補機棟

T.P.17.8m に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時に

おける，周辺補機棟内の環境条件及び荷重条件等を考慮し，その機能を有効に発揮

することができるよう，表 2.14.126 に示す設計とする。 

 

表 2.14.126 想定する環境条件及び荷重条件 

（ディーゼル発電機燃料油サービスタンク） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

ディーゼル発電機建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び

放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

ディーゼル発電機建屋内に設置するため，天候による影響は

受けない。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
ディーゼル発電機建屋内に設置するため，風（台風）及び積

雪による影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 
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(3) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

非常用交流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，常設で屋外に設置する

設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環境条

件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.127 に示す設計とする。 

 

表 2.14.127 想定する環境条件及び荷重条件（ディーゼル発電機燃料油貯油槽） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響

は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

 

(4) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

非常用交流電源設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，常設でディーゼル

発電機建屋 T.P.6.2m に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事

故等時における，ディーゼル発電機建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表

2.14.128 に示す設計とする。 
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表 2.14.128 想定する環境条件及び荷重条件 

（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

ディーゼル発電機建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び

放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

ディーゼル発電機建屋内に設置するため，天候による影響は

受けない。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
ディーゼル発電機建屋内に設置するため，風（台風）及び積

雪による影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

また，ディーゼル発電機燃料油サービスタンク，ディーゼル発電機燃料油貯油槽

及びディーゼル発電機燃料油移送ポンプは操作不要並びにディーゼル発電機は中央

制御室及び設置場所にて操作可能な設計とする。 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

非常用交流電源設備については，設計基準事故対処設備として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等時においても使用する設計とする。また，ディーゼル発電

機は，中央制御室及び設置場所の操作器により操作可能な設計とする。 

ディーゼル発電機は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能，外観の確

認及び分解が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油サービスタンクは，発電用原子炉の運転中に漏えいの有

無の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中又は停止中に内部の確

認及び弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽は，発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えいの

有無の確認及び内部の確認が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・

性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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2.14.3.2 燃料補給設備 

2.14.3.2.1 設備概要 

燃料補給設備は，重大事故等発生時に重大事故等対処設備で使用する軽油が，枯

渇することを防止するため，補機駆動用の軽油を補給することを目的として使用す

る。 

本設備は，燃料を保管する「ディーゼル発電機燃料油貯油槽」及び「燃料タンク

（SA）」並びにディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）から燃料を運搬

する「可搬型タンクローリー」及び「ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ」並びに

流路である「ディーゼル発電機設備（燃料油設備）配管・弁」及び「ホース・接続

口」で構成する。 

緊急時対策所用発電機，可搬型大型送水ポンプ車及び可搬型大容量海水送水ポン

プ車は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽から可搬型タンクローリー（ディーゼル発

電機燃料油移送ポンプ使用時を含む。）を用いて燃料を補給できる設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）から可搬型タンクローリー

への軽油の補給は，配管・弁類及びホースを用いる設計とする。 

本設備の概要図を図 2.14.51～53 に，本設備に関する重大事故等対処設備一覧を

表 2.14.129 に示す。 
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表 2.14.129 燃料補給設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽*1【常設】 

燃料タンク（SA）【常設】 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ*2【常設】 

可搬型タンクローリー【可搬】 

附属設備 － 

燃料源 － 

燃料流路 
ディーゼル発電機設備（燃料油設備）配管・弁【常設】 

ホース・接続口【可搬】 

燃料補給先 

可搬型タンクローリー 

緊急時対策所用発電機 

可搬型大型送水ポンプ車 

可搬型大容量海水送水ポンプ車 

電路 － 

 

*1：ディーゼル発電機燃料油貯油槽は，Ａ１－ディーゼル発電機燃料油貯油槽，

Ａ２－ディーゼル発電機燃料油貯油槽，Ｂ１－ディーゼル発電機燃料油貯油

槽及びＢ２－ディーゼル発電機燃料油貯油槽により構成される。 

*2：ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，Ａ－ディーゼル発電機燃料油移送ポ

ンプ及びＢ－ディーゼル発電機燃料油移送ポンプにより構成される。 
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2.14.3.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

種    類：横置円筒形 

基    数：４ 

容    量：約 146kL（１基当たり） 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：大気圧 

最高使用温度：40℃ 

取 付 箇 所：屋外 

 

(2) 燃料タンク（SA） 

型    式：横置円筒形 

基    数：１ 

容    量：約 55kL 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：大気圧 

最高使用温度：40℃ 

取 付 箇 所：屋外 

 

(3) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

種    類：歯車形 

台    数：２ 

容    量：約 26kL/h（１台当たり） 

吐 出 圧 力：約 0.3MPa[gage] 

最高使用温度：50℃ 

原動機出 力：約 11kW（１台当たり） 

取 付 箇 所：ディーゼル発電機建屋 T.P.6.2m 

 

(4) 可搬型タンクローリー 

容    量：約４kL（１台当たり） 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：約 24kPa[gage] 

最高使用温度：40℃ 

台 数：２（予備２） 

設 置 場 所：屋外 

保 管 場 所：屋外 

（１号炉西側 31m エリア及び２号炉東側 31m エリア(b)） 

 

  



添 57-204 

 

2.14.3.2.3 独立性及び位置的分散の確保 

燃料補給設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれることがないよう，表 2.14.130 で示すとおり，位

置的分散を図った設計とする。 

燃料補給設備は，表 2.14.131 で示すとおり，地震，津波，火災及び溢水により同

時に故障することを防止するため，非常用交流電源設備との独立性を確保する設計

とする。 

 

表 2.14.130 燃料補給設備の位置的分散 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 燃料補給設備 

燃料源 

ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

ディーゼル発電機 

燃料油サービスタンク 

＜周辺補機棟 T.P.17.8m＞ 

ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽 

＜屋外＞ 

 

燃料タンク（SA） 

＜屋外＞ 

 

可搬型代替電源車 

（車載燃料） 

＜屋外＞ 

燃料流路 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

＜ディーゼル発電機建屋 

T.P.6.2m＞ 

可搬型タンクローリー 

＜屋外（１号炉西側 31m エリア

及び２号炉東側 31m 

エリア(b)）＞ 

 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

＜ディーゼル発電機建屋 

T.P.6.2m＞ 
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表 2.14.131 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 燃料補給設備 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備は，耐震Ｓクラス設計と

し，重大事故等対処設備の燃料補給設備は，基準地震動で機能維持可

能な設計とすることで，基準地震動が共通要因となり，同時にその機

能が損なわれることのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備は，基準津波の影響を受

けないディーゼル発電機建屋，周辺補機棟及び屋外に設置し，重大事

故等対処設備の燃料補給設備は，基準津波の影響を受けない屋外へ保

管及び設置することで，津波が共通要因となり，同時に故障すること

のない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備及び重大事故等対処設

備の燃料補給設備は，火災が共通要因となり，同時に故障することの

ない設計とする（「共－８ 重大事故等対処設備の内部火災に対する

防護方針について」に示す。）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備及び重大事故等対処設

備の燃料補給設備は，溢水が共通要因となり，同時に故障することの

ない設計とする（「共－９ 重大事故等対処設備の内部溢水に対する

防護方針について」に示す。）。 
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2.14.3.2.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.3.2.4.1 設置許可基準規則第 43 条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の使

用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料補給設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽及び燃料タンク（SA）は，常設

で屋外に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時にお

ける，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.132～133 に示す設計とす

る。 

 

燃料補給設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，常設でディーゼル発電

機建屋 T.P.6.2m に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故

等時における，ディーゼル発電機建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表

2.14.134 に示す設計とする。 

燃料補給設備の可搬型タンクローリーは，可搬型で屋外の１号炉西側 31m エリ

ア及び２号炉東側 31m エリア(b)に保管し，重大事故等時は，屋外に設置する設備

であることから，その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環境条件

及び荷重条件を考慮し，表 2.14.135 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

表 2.14.132 想定する環境条件及び荷重条件（ディーゼル発電機燃料油貯油槽） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響

は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 
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表 2.14.133 想定する環境条件及び荷重条件（燃料タンク（SA）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響

は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

表 2.14.134 想定する環境条件及び荷重条件 

（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

ディーゼル発電機建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び

放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

ディーゼル発電機建屋内に設置するため，天候による影響は

受けない。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機能を損なわな

い設計とする（詳細は「1.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 
ディーゼル発電機建屋内に設置するため，風（台風）及び積

雪による影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 
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表 2.14.135 想定する環境条件及び荷重条件（可搬型タンクローリー） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，固縛等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 
屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機能を損

なわない設計とする。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料補給設備を運転する場合は，可搬型タンクローリーの配備及びディーゼル

発電機燃料油貯油槽，燃料タンク（SA）又はディーゼル発電機燃料油移送ポンプ

へのホース接続を行い，軽油の抜き取りを実施した後，可搬型タンクローリーを

緊急時対策所用発電機，可搬型大型送水ポンプ車及び可搬型大容量海水送水ポン

プ車の近傍に移動及びホースの接続を行い，可搬型タンクローリーを起動するこ

とで燃料の補給を行う。燃料補給設備の操作に必要な各機器及びホースを表

2.14.136～139 に示す。 

燃料補給設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，ディーゼル発電機燃料油貯

油槽給油口の手動操作により，設置場所で確実に操作可能な設計とする。 

燃料補給設備の燃料タンク（SA）は，燃料タンク（SA）給油口の手動操作によ

り，設置場所で確実に操作可能な設計とする。 

燃料補給設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，設置場所での操作器に

より操作が可能な設計とし，誤操作防止のために名称等により識別可能とし，操

作者の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分な操作空間を確保し，容易に操作可

能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，燃料油移送ポンプ出口連絡サンプリン

グ弁，燃料油移送ポンプ出口連絡弁及び燃料油サービスタンク入口弁の手動操作

により，設置場所で確実に操作可能な設計とする。 
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燃料補給設備の可搬型タンクローリーは，設置場所にて付属の操作器からの操

作器操作で起動する設計とする。可搬型タンクローリーは付属の操作器を操作す

るにあたり，操作者のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，

それぞれの操作対象については名称等により識別可能とし，操作者の操作及び監

視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

可搬型タンクローリーは，ディーゼル発電機燃料油貯油槽及び T.P.10.3m 原子

炉補助建屋海側燃料油移送配管屋外接続口並びに燃料タンク（SA）まで移動可能

な車両設計とするとともに，設置場所にて車輪止めによる固定等が可能な設計と

する。 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具及び技量は必要とせず，簡便な接続方

法により，容易かつ確実に操作可能な設計とする。 

表 2.14.136～139 に操作対象機器の操作場所を示す。 

（57－2，57－4） 

 

表 2.14.136 操作対象機器 

（ディーゼル発電機燃料油貯油槽～可搬型タンクローリー流路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

Ａ１－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 

又は 

Ａ２－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 

又は 

Ｂ１－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 

又は 

Ｂ２－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 

閉止 

→開放 
屋外 屋外 手動操作  

可搬型タンクローリー 

給油ポンプ 

停止 

→運転 
屋外 屋外 

操作器 

操作 
 

ホース 
ホース

接続 
屋外 屋外 手動操作  
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表 2.14.137 操作対象機器 

（ディーゼル発電機燃料油貯油槽～ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

～可搬型タンクローリー流路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

燃料油移送ポンプ出口連

絡サンプリング弁 

全閉 

→全開 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 
手動操作  

燃料油移送ポンプ出口Ａ

側連絡弁 

又は 

燃料油移送ポンプ出口Ｂ

側連絡弁 

全閉 

→全開 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 
手動操作  

Ａ－燃料油 

サービスタンク入口弁 

又は 

Ｂ－燃料油 

サービスタンク入口弁 

全開 

→全閉 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 
手動操作  

Ａ－燃料油サービス 

タンク油面制御元弁 

又は 

Ｂ－燃料油サービス 

タンク油面制御元弁 

全開 

→全閉 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 
手動操作  

Ａディーゼル発電機 

コントロールセンタ 

遮断器 

（Ａ－ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ） 

又は 

Ｂディーゼル発電機 

コントロールセンタ 

遮断器 

（Ｂ－ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ） 

切 

→入 

周辺補機棟 

T.P.10.3m 

周辺補機棟 

T.P.10.3m 

操作器 

操作 
 

可搬型タンクローリー 

マンホール 

閉止 

→開放 
屋外 屋外 手動操作  

ホース 
ホース

接続 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

～屋外 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

及び屋外 

手動操作  
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表 2.14.138 操作対象機器 

（燃料タンク（SA）～可搬型タンクローリー流路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

燃料タンク（SA）給油口 
閉止 

→開放 
屋外 屋外 手動操作  

可搬型タンクローリー 

給油ポンプ 

停止 

→運転 
屋外 屋外 

操作器 

操作 
 

ホース 
ホース

接続 
屋外 屋外 手動操作  

 

表 2.14.139 操作対象機器 

（可搬型タンクローリー～各燃料補給先流路） 

機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

可搬型タンクローリー 

給油ポンプ 

停止 

→運転 
屋外 屋外 

操作器 

操作 
 

ホース 
ホース

引出し 
屋外 屋外 手動操作  

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第１項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は

検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料補給設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，表 2.14.140 に示すように，

発電用原子炉の運転中又は停止中に外観点検，漏えい試験及び開放点検が可能な

設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽内面の確認として，目視により性能に影響を及

ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことの確認が可能な設計とする。具体的に

はタンク上部のマンホールが開放可能であり，内面の点検が可能な設計とする。 

また，ディーゼル発電機燃料油貯油槽の漏えい試験の実施が可能な設計とする。

具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽は油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計

とする。 
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燃料補給設備の燃料タンク（SA）は，表 2.14.141 に示すように，発電用原子炉

の運転中又は停止中に外観点検，漏えい試験及び開放点検が可能な設計とする。 

燃料タンク（SA）内面の確認として，目視により性能に影響を及ぼすおそれの

ある損傷，腐食等がないことの確認が可能な設計とする。具体的にはタンク上部

のマンホールが開放可能であり，内面の点検が可能な設計とする。 

また，燃料タンク（SA）の漏えい試験の実施が可能な設計とする。具体的には漏

えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

燃料タンク（SA）は油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。 

燃料補給設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，表 2.14.142 に示すよう

に，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，漏えい試験，分解点検及

び外観点検が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，運転性能の確認として，ディーゼル発

電機燃料油移送ポンプの吐出圧力，ポンプ周りの振動，異音，異臭等の確認が可

能な設計とする。具体的には，試験用の系統を構成することにより機能・性能試

験が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプの部品状態の確認として，目視等により性

能に影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことを確認する分解点検が可

能な設計とする。 

燃料補給設備の可搬型タンクローリーは，表 2.14.143 に示すように，発電用原

子炉の運転中又は停止中に漏えい試験，機能・性能試験，分解点検又は取替え並

びに外観点検が可能な設計とする。また，可搬型タンクローリーは車両として運

転状態の確認及び外観点検が可能な設計とする。 

可搬型タンクローリーは，油量及び漏えいの確認が可能なように油面計又は検

尺口を設け，かつ，内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とする。 

さらに，可搬型タンクローリーは車両としての運転状態の確認及び外観の確認が

可能な設計とする。可搬型タンクローリー付ポンプは，通常系統にて機能・性能

確認ができる設計とし，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観点検として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐食

等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（57－3） 

 

表 2.14.140 ディーゼル発電機燃料油貯油槽の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観点検 
各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

開放点検 

各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽内面の損傷，腐

食等の有無を目視等で確認 
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表 2.14.141 燃料タンク（SA）の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観点検 
各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

開放点検 

各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

燃料タンク（SA）内面の損傷，腐食等の有無を

目視等で確認 

 

表 2.14.142 ディーゼル発電機燃料油移送ポンプの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 
試運転を行い，振動，異音，異臭等の有無を確

認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

分解点検 
各部の分解並びに各部の点検，手入れ，清掃及

び消耗部品の取替え 

外観点検 各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

 

表 2.14.143 可搬型タンクローリーの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

機能・性能試験 
安全弁の作動確認及び計器校正の実施 

車両走行状態の確認 

分解点検 

各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

タンク内面の損傷，腐食等の有無を目視等で確

認 

搭載機器部の分解又は取替え 

外観点検 
各部の損傷，腐食等の有無を目視等で確認 

可搬型タンクローリー外観の確認 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっ

ては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであ

ること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

燃料補給設備の可搬型タンクローリー及び燃料タンク（SA）は，本来の用途以

外の用途には使用しない。 

燃料補給設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽及びディーゼル発電機燃料油移

送ポンプは，本来の用途以外の用途として使用するため，切り替えて使用する。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽及びディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，デ

ィーゼル発電機燃料油貯油槽給油口，燃料油移送ポンプ出口連絡サンプリング弁，

燃料油移送ポンプ出口連絡弁及び燃料油サービスタンク入口弁を設けることによ

り，速やかな切替えが可能な設計とする。なお，必要な燃料補給設備の操作の対

象機器は表 2.14.136～139 と同様である。 

これにより，図 2.14.54～56 で示すタイムチャートのとおり速やかに切替えが

可能である。 

（57－4） 
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図 2.14.54 可搬型タンクローリーによる各機器への燃料補給のタイムチャート 

（ホース使用時）* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.14.55 ディーゼル発電機燃料油貯油槽から 

可搬型タンクローリーへの燃料補給のタイムチャート 

（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ使用時）* 

  

ディーゼル発電機燃料油貯油槽から

可搬型タンクローリーへの燃料補給

165分 

保管場所への移動※1※2 ④b

可搬型タンクローリー移動，

ホース敷設，接続※3

可搬型タンクローリー移動，準備※4 ④b⑨b

燃料汲み上げ※5 ⑪b⑬b

移動，系統構成※6 ⑦b

燃料油移送ポンプ受電準備※7 ⑧b

燃料油移送ポンプ起動※8 ⑩b

燃料油移送ポンプ停止※8 ⑫b

※1：可搬型タンクローリーの保管場所は１号炉西側31mエリア及び２号炉東側31mエリア(b)，
　　 ホースの保管場所は原子炉建屋内
※2：緊急時対策所から１号炉西側31mエリアまでの移動時間に余裕を見込んだ時間
※3：可搬型タンクローリーの移動時間として，１号炉西側31mエリアから原子炉補助建屋付近までを想定した移動時間及び
　　 ホース敷設実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※4：可搬型タンクローリーの移動時間として原子炉補助建屋付近から３号出入管理室横通路までを想定した移動時間，
　　 可搬型タンクローリーの給油準備実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※5：可搬型タンクローリーの燃料汲み上げを想定した作業時間に余裕を見込んだ時間
※6：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間
※7：燃料油移送ポンプ受電準備に余裕を見込んだ時間
※8：機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

ディーゼル発電機
燃料油貯油槽から
可搬型タンクロー
リーへの補給
（ディーゼル発電
機燃料油移送ポン
プにより補給する
場合）

災害対策要員
Ａ，Ｂ

２
④b～⑥b

運転員
（現場）Ａ

１

備考3 4

操作手順

経過時間(時間)

1 2

手順の項目 要員（数）

▽

繰り返し

繰り返し

ディーゼル発電機燃料貯油槽から

可搬型タンクローリーへの燃料補給

105分 

保管場所への移動※1※2 ③a

可搬型タンクローリー移動，準備，

ホース敷設※3

燃料汲み上げ※4 ⑧a～⑩a

※1：可搬型タンクローリーの保管場所は１号炉西側31mエリア及び２号炉東側31mエリア(b)
※2：緊急時対策所から１号炉西側31mエリアまでの移動時間に余裕を見込んだ時間
※3：可搬型タンクローリーの移動時間として，１号炉西側31mエリアからディーゼル発電機燃料油貯油槽までを想定した移動時間及び
　　 ホース敷設実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※4：可搬型タンクローリーの燃料汲み上げを想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

経過時間（時間）
備考1 2 3

手順の項目 要員（数） 操作手順

ディーゼル発電機
燃料油貯油槽から
可搬型タンクロー
リーの燃料補給

災害対策要員
Ａ，Ｂ

２ ④a～⑦a

▽

繰り返し
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図 2.14.56 燃料タンク（SA）から可搬型タンクローリーへの燃料補給のタイムチ

ャート* 

 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状

況についての「1.14 電源の確保に関する手順等」で示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第１項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

燃料補給設備の可搬型タンクローリーは，通常時は接続先の系統と分離して保

管しており，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての

系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型タンクローリーは，車輪止めによる固定等をすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

燃料補給設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽，ディーゼル発電機燃料油移送

ポンプ及び燃料タンク（SA）は，表 2.14.144 に示すように，通常時はディーゼル

発電機燃料油貯油槽，ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ及び燃料タンク（SA）

と可搬型タンクローリーを分離して保管し，かつ，ディーゼル発電機燃料油貯油

槽給油口，燃料油移送ポンプ出口連絡サンプリング弁及び燃料タンク（SA）給油

口を閉止することで隔離する系統構成としており，重大事故等時に弁操作等によ

り重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，非常用交流電源設備に対

して悪影響を及ぼさない設計とする。 

（57－4，57－6） 

 

  

燃料タンク（SA）から

可搬型タンクローリーへの燃料補給

105分 

保管場所への移動※1※2 ③c

可搬型タンクローリー移動，準備，

ホース敷設
※3

燃料汲み上げ※4 ⑧c～⑩c

※1：可搬型タンクローリーの保管場所は１号炉西側31mエリア及び２号炉東側31mエリア(b)
※2：緊急時対策所から１号炉西側31mエリアまでの移動時間に余裕を見込んだ時間
※3：可搬型タンクローリーの移動時間として，１号炉西側31mエリアから燃料タンク（SA）までを想定した移動時間及び
　　 ホース敷設実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※4：可搬型タンクローリーの燃料汲み上げを想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

経過時間（時間）
備考1 2 3

手順の項目 要員（数） 操作手順

燃料タンク（SA）
から可搬型タンク
ローリーの燃料補
給

災害対策要員
Ａ，Ｂ

２ ④c～⑦c

▽

繰り返し
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表 2.14.144 他系統との隔離 

取合い系統 系統隔離 駆動方式 状態 

非常用交流電源設

備 

Ａ１－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 
手動 

通常時 

閉止 

Ａ２－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 
手動 

通常時 

閉止 

Ｂ１－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 
手動 

通常時 

閉止 

Ｂ２－ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽給油口 
手動 

通常時 

閉止 

燃料油移送ポンプ 

出口連絡サンプリング弁 
手動 

通常時 

切離し 

常設代替交流電源

設備 

可搬型代替交流電

源設備 

可搬型代替直流電

源設備 

代替所内電気設備 

燃料タンク（SA）給油口 手動 
通常時 

閉止 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び

復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所

の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料補給設備の操作に必要な機器の設置場所及び操作場所を表 2.14.136～139

に示す。 

これらの操作場所は，想定される重大事故等時における放射線量が高くなるお

それが少ないため，屋外又は周辺補機棟で操作可能な設計とする。 

（57－2） 

 

2.14.3.2.4.2 設置許可基準規則第 43 条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第２項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 
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a. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

燃料補給設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，想定される重大事故等時

において，同時にその機能を発揮することを要求される可搬型重大事故等対処

設備が，７日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 44.2kL を上回る，容量

約 540kL を有する設計とする。 

（57－5） 

 

b. 燃料タンク（SA） 

燃料補給設備の燃料タンク（SA）は，想定される重大事故等時において，同時

にその機能を発揮することを要求される可搬型重大事故等対処設備が，７日間

連続運転する場合に必要となる燃料量約 44.2kL を上回る，容量約 50kL を有す

る設計とする。 

（57－5） 

 

c. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

燃料補給設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，可搬型重大事故等対

処設備の燃料消費量を上回る，容量約 26kL/h／台，吐出圧力約 0.3MPa 及び原動

機出力約 11kW／台を２台有する設計とする。 

（57－5） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以上

の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安

全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して

悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

燃料補給設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第２項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能

と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 
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燃料補給設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と同時に機

能喪失しない設計とする。 

これらの詳細については，2.14.3.2.3 項に記載のとおりである。 

（57－2，57－4） 

 

2.14.3.2.4.3 設置許可基準規則第 43 条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第３項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容量を有

するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 

 

a. 可搬型タンクローリー 

燃料補給設備の可搬型タンクローリーは，想定される重大事故等時において，

その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる容

量を有する設計とする。 

容量としては重大事故等時において，その機能を発揮することを要求される

緊急時対策所用発電機及び可搬型大型送水ポンプ車の連続運転が可能な燃料を，

それぞれ緊急時対策所用発電機及び可搬型大型送水ポンプ車に供給できる容量

を有するものを１セット２台使用する。保有数は１セット２台と，故障時及び保

守点検による待機除外時のバックアップ用として２台の合計４台を分散して保

管する。 

（57－5，57－11） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉

施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあ

っては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以上の系

統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部の規格の統

一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料補給設備の可搬型タンクローリーとディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃

料タンク（SA）の接続については，ホースを接続するために，ディーゼル発電機燃

料油貯油槽又は燃料タンク（SA）の給油口を開放して給油口内にホースを挿入し

て接続することにより，容易かつ確実に接続可能な設計とする。 
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燃料補給設備の可搬型タンクローリーとディーゼル発電機燃料油移送ポンプ出

口連絡サンプリングラインの接続については，配管・弁類及びホースを接続する

ために，ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ出口連絡サンプリングラインに配管・

弁類及びホースを簡便な接続方法で接続することにより，容易かつ確実に接続可

能な設計とする。 

燃料補給設備の接続が必要な可搬型タンクローリーホース（ディーゼル発電機

燃料油移送ポンプ使用時は配管・弁類を含む。）は，現場で容易に接続可能な設計

とする。表 2.14.145～147 に対象機器の接続場所を示す。 

（57－2，57－4） 

 

表 2.14.145 接続対象機器設置場所 

（ディーゼル発電機燃料油貯油槽～各燃料補給先流路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

可搬型タンクローリー 
ディーゼル発電機 

燃料油貯油槽 
屋外 

ホース挿入に

よる接続 

可搬型タンクローリー 各燃料補給先 屋外 ノズル接続 

 

表 2.14.146 接続対象機器設置場所 

（ディーゼル発電機燃料油貯油槽～ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

～各燃料補給先流路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

可搬型タンクローリー 

ディーゼル発電機 

燃料油移送ポンプ 

出口連絡 

サンプリングライン 

屋外 

原子炉補助建屋 

T.P.17.8m 

周辺補機棟 

T.P.17.8m 

継手接続 

可搬型タンクローリー 各燃料補給先 屋外 ノズル接続 

 

表 2.14.147 接続対象機器設置場所 

（燃料タンク（SA）～各燃料補給先流路） 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

可搬型タンクローリー 燃料タンク（SA） 屋外 
ホース挿入に

よる接続 

可搬型タンクローリー 各燃料補給先 屋外 ノズル接続 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第３項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することができな

くなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水

又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に

設けるものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

a. 可搬型タンクローリー 

燃料補給設備の可搬型タンクローリーを接続するディーゼル発電機燃料油貯

油槽又は燃料タンク（SA）は，100m 以上離隔を確保し，各々の接続箇所が共通

要因により接続不可とならない設計とする。 

（57－2） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第３項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設

置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放射線量が高く

なるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な

措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料補給設備の可搬型タンクローリーの接続場所は，表 2.14.145～147 と同様

である。これらの接続場所は，想定される重大事故等時における放射線量が高く

なるおそれが少ないため，接続場所で操作可能な設計とする。 

（57－2） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第３項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の

条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

燃料補給設備の可搬型タンクローリーは，地震，津波その他自然現象又は故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備

及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，非常用交流電源設備と

100m 以上の離隔で位置的分散を図り，１号炉西側 31m エリア及び２号炉東側 31m

エリア(b)の複数箇所に分散して保管する設計とする。 

（57－2） 
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(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備を

運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路が確

保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料補給設備の可搬型タンクローリーは，想定される重大事故等が発生した場

合においても，保管場所から配備場所までの経路について，設備の運搬及び移動

に支障をきたすことのないよう，複数のアクセスルートを確保する設計とする

（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参照）。 

（57－7） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準規

則第 43 条第３項第七号） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準事故対

処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大

事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたものである

こと。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

燃料補給設備は，共通要因によって，設計基準事故対処設備である非常用交流

電源設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，多様性及び位置的分

散を図る設計とする。 

これらの詳細については，2.14.3.2.3 項に記載のとおりである。 

（57－2，57－4） 

 


